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那
覇
市
議
会
会
議
録 

議
事
日
程 

一
覧 

 
     

●
こ
れ
は
一
九
四
八
年
、
一
九
五
二
年
～
一
九
六
一
年
一
月
ま
で
の
那
覇
市
議
会
会
議
録
の
議
事
日
程
を 

 

ま
と
め
た
も
の
で
す
。
こ
の
期
間
の
会
議
録
は
手
書
き
で
、
目
次
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
作
成
し
ま
し
た
。 
 

 

原
本
で
は
「
本
日
の
会
議
に
付
す
る
事
件
」
に
該
当
し
ま
す
。 

●
字
句
は
原
則
と
し
て
原
本
の
ま
ま
で
す
。
但
し
、
一
部
次
の
要
領
で
適
宜
改
め
ま
し
た
。 

 

（
１
）
Ｊ
Ｉ
Ｓ
第
１
水
準
及
び
第
２
水
準
に
該
当
し
な
い
字
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ
第
１
水
準
ま
た
は
第
２
水
準 

 
 

 
 

の
漢
字
に
置
き
換
え
ま
し
た
。 

 
 

 
 

例
： 

 

→
第 

 

 

（
２
）
明
ら
か
な
脱
字
は
書
き
足
し
ま
し
た
。 

 

（
３
）
地
名
等
は
表
記
を
統
一
し
ま
し
た
。 

 
 

 
 

例
：
櫻
坂
→
桜
坂 

 

蔡
薀
橋
→
蔡
温
橋 

●
〔
※ 

〕
は
編
集
者
の
都
合
に
よ
る
表
記
で
す
。 
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一
九
四
八
年 

十
二
月
七
日 

 

日 

程 

 

十
二
月
七
日 

○
議
案
第
十
二
号 
歳
入
歳
出
追
加
更
正
予
算 
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一
九
五
二
年 

二
月
～
十
二
月 

第
十
四
回
～
二
十
二
回
那
覇
市
議
会
（
定
例
会
）
会
議
録 

二
冊
の
内
二 

 

日 
 

程 

 

○
議
案 

  

二
月
七
日
、
八
日 

○
議
案
第
一
号 

市
葬
を
行
う
に
就
い
て 

○
議
案
第
二
号 

一
九
五
二
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
予
算
追
加
更
正
に
関
す
る
件 

  

三
月
十
一
日 

○
議
案
第
三
號 

一
九
五
二
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
豫
算
追
加
更
正
に
関
す
る
件 

○
議
案
第
四
號 

一
九
五
三
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
四
月
分
暫
定
豫
算
に
関
す
る
件 

○
議
案
第
五
號 

一
九
五
三
年
度
那
覇
市
電
氣
亊
業
特
別
会
計
四
月
分
暫
定
豫
算
に
関
す
る
件 

○
議
案
第
六
號 

一
九
五
三
年
度
那
覇
市
水
道
亊
業
特
別
会
計
四
月
分
暫
定
豫
算
に
関
す
る
件 

  

四
月
二
十
三
日 

○
議
案
第
七
號 

印
鑑
登
録
及
び
証
明
に
関
す
る
條
例
設
定
に
つ
い
て 

○
議
案
第
八
號 

資
金
前
渡
及
び
前
金
拂
に
関
す
る
條
例
設
定
に
つ
い
て 

○
議
案
第
九
號 

那
覇
市
部
課
設
置
條
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て 

○
議
案
第
十
號 

琉
球
肥
料
株
式
会
社
の
株
券
購
入
に
つ
い
て 

○
選
擧 

選
挙
管
理
委
員
同
補
充
員
の
選
挙
に
つ
い
て 

  

四
月
三
十
日
五
月
五
日
、
十
四
日
、
十
五
日 

○
議
案
第
十
一
號 

那
覇
市
才
入
才
出
五
月
分
暫
定
豫
算
に
関
す
る
件 

○
議
案
第
十
二
號 

那
覇
市
電
氣
亊
業
特
別
会
計
才
入
才
出
五
月
分
暫
定
豫
算
に
関
す
る
件 

○
議
案
第
十
三
號 

那
覇
市
水
道
亊
業
特
別
会
計
才
入
才
出
五
月
分
暫
定
豫
算
に
関
す
る
件 

○
市
長
の
施
政
方
針 

 

【
資
料
】
施
政
方
針
書 

○
議
案
第
十
四
號 

那
覇
市
才
入
才
出
豫
算
に
関
す
る
件 

○
議
案
第
十
五
號 

一
九
五
三
年
度
那
覇
市
電
氣
亊
業
特
別
会
計
才
入
才
出
豫
算
に
関
す
る
件 
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○
議
案
第
十
六
號 

一
九
五
三
年
度
那
覇
市
水
道
亊
業
特
別
会
計
才
入
才
出
豫
算
に
関
す
る
件 

○
議
案
第
十
七
號 

一
時
借
入
を
爲
す
に
就
い
て 

○
議
案
第
十
八
號 

一
九
五
一
年
度
才
入
才
出
決
算
の
件 

○
議
案
第
十
九
號 

那
覇
税
賦
課
徴
収
條
例
中
改
正
に
つ
い
て 

  

六
月
二
十
六
日 

○
議
案
第
二
十
號 

市
有
地
の
貸
與
に
関
し
隨
意
の
契
約
を
な
す
に
就
い
て 

○
議
案
第
二
十
一
號 

琉
球
水
産
株
式
会
社
株
券
購
入
に
関
す
る
件 

  

七
月
二
日 

○
替
費
地
處
分
に
つ
い
て 

○
水
道
亊
業
に
つ
い
て 

  

九
月
九
日 

○
議
案
第
二
十
二
號 

監
査
委
員
の
選
任
同
意
に
つ
い
て 

○
議
案
第
二
十
三
號 

公
有
水
面
埋
立
に
つ
い
て 

○
議
案
第
二
十
四
號 

市
有
地
の
無
償
貸
與
に
つ
い
て 

○
議
案
第
二
十
五
號 

那
覇
市
財
政
審
議
委
員
会
設
置
條
例
制
定
に
つ
い
て 

○
議
案
第
二
十
六
號 

市
財
産
（
売
店
）
處
分
に
つ
い
て 

○
議
案
第
二
十
七
號 

市
有
地
の
貸
與
に
関
す
る
隨
意
契
約
の
坪
當
單
價
月
額
の
更
正
に
つ
い
て 

○
議
案
第
二
十
八
號 

一
九
五
三
年
度
那
覇
市
才
入
才
出
予
算
追
加
更
正
に
就
い
て 

○
諮
問
第
一
號 

公
有
水
面
使
用
許
可
願
の
件
に
つ
い
て 

○
諮
問
第
二
号 

市
有
財
産
（
土
地
）
売
却
處
分
に
つ
い
て 

  

十
月
二
十
三
日
、
二
十
五
日 

○
案
第
二
十
九
號 

那
覇
市
職
制
及
定
員
條
例
を
改
正
す
る
條
例
制
定
に
就
い
て 

○
議
案
第
三
十
號 

那
覇
市
簡
易
水
道
使
用
條
例
を
改
正
す
る
條
例
制
定
に
就
い
て 

○
議
案
第
三
十
一
號 

株
券
購
入
に
就
い
て 

○
議
案
第
三
十
二
號 

市
債
を
起
す
こ
と
に
就
い
て 

○
議
案
第
三
十
三
號 

公
有
水
面
埋
立
に
就
い
て 

○
議
案
第
三
十
四
號 

一
九
五
三
年
度
那
覇
市
才
入
才
出
豫
算
追
加
に
就
い
て 

○
議
案
第
三
十
五
號 

一
九
五
三
年
度
那
覇
市
水
道
亊
業
特
別
会
計
予
算
追
加
に
就
い
て 
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○
議
案
第
三
十
六
號 

市
有
財
産
（
土
地
）
売
却
處
分
に
就
い
て 

○
議
案
第
三
十
七
號 

市
有
地
の
貸
與
に
関
し
隨
意
の
契
約
を
な
す
に
就
い
て 

○
議
案
第
三
十
八
號 

泊
港
浚
渫
に
つ
い
て 

○
議
案
第
三
十
九
號 

二
市
二
村
合
併
の
適
当
な
る
時
期
に
つ
い
て 

○
今
日
審
議
せ
ら
れ
る
事
に
な
っ
て
い
る
立
法
院
の
委
員
会
付
託
中
の
競
輪
法
に
対
し
市
議
会
か
ら
陳
情 

 

文
を
提
出
す
る
こ
と
に
つ
い
て
（
動
議
） 

  

十
二
月
二
十
二
日 

○
日
程
第
一
號 

今
期
議
会
の
会
期
を
定
め
る
こ
と 

○
日
程
第
二 

 

今
期
議
会
の
会
議
録
署
名
人
選
擧 

○
日
程
第
三 

 

泊
港
管
理
條
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
〇
號
） 

○
日
程
第
四 

 

泊
港
港
湾
施
設
管
理
使
用
條
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
一
號
） 

○
日
程
第
五 

 

泊
港
務
所
設
置
條
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
二
號
） 

○
日
程
第
六 

 

那
覇
市
職
制
及
び
定
員
條
例
を
改
正
す
る
條
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
三
號
） 

○
日
程
第
七 

 

一
九
五
二
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
豫
算
追
加
更
正
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
四
號
） 

○
日
程
第
八 

 

一
九
五
三
年
度
那
覇
市
電
気
亊
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
豫
算
追
加
更
正
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
五
號
） 

○
日
程
第
九 

 

泊
港
北
岸
、
公
有
水
面
埋
立
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
六
號
） 

  

十
二
月
二
十
四
日 

○
日
程
第
一 

泊
港
管
理
條
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
〇
號
） 

○
日
程
第
二 

泊
港
港
湾
施
設
管
理
使
用
條
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
一
號
） 

○
日
程
第
三 

泊
港
港
務
所
設
置
條
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
二
號
） 

○
日
程
第
四 

那
覇
市
職
制
及
び
定
員
條
例
を
改
正
す
る
條
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
三
號
） 
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○
日
程
第
五 

一
九
五
三
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
豫
算
追
加
更
正
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
四
號
） 

○
日
程
第
六 

一
九
五
三
年
度
那
覇
市
電
気
事
業
特
別
會
計
歳
入
歳
出
追
加
更
正
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
五
號
） 

○
日
程
第
七 
泊
港
北
岸
公
有
水
面
埋
立
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
六
號) 
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一
九
五
三
年 

一
月
十
六
日 

第
二
十
三
回
那
覇
市
議
会
（
臨
時
会
）
会
議
録 

 

日 
 

程 

 

一
月
十
六
日 

○
日
程
第
一 

今
期
議
会
の
会
期
を
定
め
る
こ
と 

○
日
程
第
二 

今
期
議
会
の
会
議
録
署
名
人
選
擧 

○
日
程
第
三 

議
案
第
一
號
（
那
覇
区
教
育
委
員
会
の
委
員
及
役
職
員
の
俸
給
支
給
に
つ
い
て
） 

○
日
程
第
四 

議
案
第
二
號
（
那
覇
区
教
育
委
員
会
施
行
の
永
久
校
舍
建
築
の
た
め
の
起
債
に
関
す
る
許 

 

可
に
つ
い
て
） 

○
日
程
第
五 

議
案
第
三
號
（
那
覇
区
教
育
委
員
会
施
行
の
永
久
校
舍
建
築
費
起
債
の
た
め
那
覇
市
が
連 

 

帶
債
務
者
と
な
る
こ
と
及
び
起
債
の
償
還
に
関
し
保
証
す
る
こ
と
に
つ
い
て
） 
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一
九
五
三
年 

自
三
月
三
日 

至
三
月
四
日 

第
二
十
四
回
那
覇
市
議
会
（
定
例
会
）
会
議
録 

 

日 
 

程 

 

三
月
三
日
（
一
日
目
） 

○
日
程
第
一 

 

今
期
議
會
の
會
期
を
定
め
る
こ
と 

○
日
程
第
二 

 

今
期
議
會
の
會
議
録
署
名
人
選
擧 

○
日
程
第
三 

 

那
覇
市
公
告
式
條
例
の
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
號
） 

○
日
程
第
四 

 

那
覇
市
役
所
出
張
所
設
置
條
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
號
） 

○
日
程
第
五 

 

那
覇
市
議
会
事
務
局
設
置
條
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 

（
四
番
議
員
提
出
議
案
第
六
號
） 

○
日
程
第
六 

 

那
覇
市
選
挙
管
理
委
員
會
書
記
定
数
條
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
號
） 

○
日
程
第
七 

 

那
覇
市
議
会
事
務
局
職
員
給
與
支
給
條
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
八
號
） 

○
日
程
第
八 

 

那
覇
市
職
員
退
職
金
支
給
條
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
九
號
） 

○
日
程
第
九 

 

那
覇
市
簡
易
水
道
使
用
條
例
の
一
部
を
改
正
す
る
條
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
號
） 

○
日
程
第
十 

 

泊
港
港
湾
施
設
管
理
使
用
條
例
の
一
部
を
改
正
す
る
條
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
一
號
） 

○
日
程
第
十
一 

一
九
五
三
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
豫
算
更
正
に
つ
い
て 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
二
號
） 

○
日
程
第
十
二 

一
九
五
三
年
度
那
覇
市
水
道
亊
業
特
別
會
計
歳
入
歳
出
豫
算
更
正
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
三
號
） 

○
日
程
第
十
三 

起
債
及
び
償
還
方
法
の
変
更
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
四
號
） 

○
日
程
第
十
四 

市
有
地
の
賣
却
處
分
計
画
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
五
號
） 

○
日
程
第
十
五 

公
有
水
面
埋
立
面
積
の
更
正
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
六
號
） 

○
日
程
第
十
六 

公
有
水
面
使
用
許
可
願
の
件
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 

（
行
政
主
席
諮
問
第
二
號
） 
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○
日
程
第
十
七 

臨
時
出
納
検
査
立
會
人
二
人
を
選
擧
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 

（
議
長
發
議
） 

  

三
月
四
日
（
二
日
目
） 

○
日
程
第
一 

一
九
五
三
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
予
算
更
正
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
十
二
號
） 

○
日
程
第
二 

一
九
五
三
年
度
那
覇
市
水
道
亊
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
予
算
更
正
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
三
号
） 

○
日
程
第
三 

起
債
及
び
償
還
方
法
の
変
更
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
四
号
） 

○
日
程
第
四 

市
有
地
の
賣
却
処
分
計
画
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
五
号
） 

○
日
程
第
五 

公
有
水
面
埋
立
面
積
の
更
正
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
六
号
） 

○
日
程
第
六 

公
有
水
面
使
用
許
可
願
の
件
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
行
政
主
席
諮
問
第
二
号
） 

○
日
程
第
七 

臨
時
出
納
検
査
立
会
人
二
人
を
選
擧
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
議
長
発
議
） 
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一
九
五
三
年 

自
三
月
十
八
日 

至
四
月
十
六
日 

第
二
十
五
・
二
十
六
回
那
覇
市
議
会
（
臨
時
会
）
会
議
録 

 

日 
 

程 

 

第
二
十
五
回 

三
月
十
八
日 

日
程
第
一 

今
期
議
會
の
会
期
を
定
め
る
こ
と 

日
程
第
二 

今
期
議
會
の
會
議
録
署
名
人
選
擧 

日
程
第
三 

那
覇
市
助
役
の
選
任
同
意
を
求
め
る
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
七
号
） 

日
程
第
四 

水
道
用
資
材
購
入
に
関
し
隨
意
の
契
約
を
な
す
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
九
号
） 

日
程
追
加 

那
覇
市
有
建
物
の
開
放
方
に
関
す
る
意
見
書
提
出
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
十
一
番
議
員
） 

  

第
二
十
六
回 

四
月
十
六
日
（
一
日
目
） 

日
程
第
一 

今
期
議
會
の
會
期
を
定
め
る
こ
と 

日
程
第
二 

今
期
議
會
の
會
議
録
署
名
人
選
挙 

日
程
第
三 

那
覇
市
議
會
會
議
規
則
を
改
正
す
る
規
則
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
八
番
議
員
提
出
議
案
第
二
十
號
） 

日
程
第
四 

那
覇
市
議
會
委
員
會
条
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
一
番 

六
番
議
員
提
出
議
案
第
二
十
一
號
） 

日
程
第
五 

公
有
水
面
埋
立
許
可
願
の
件
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
行
政
主
席
諮
問
第
三
號
） 

 

四
月
十
八
日
（
二
日
目
） 

日
程
第
一 

那
覇
市
議
會
會
議
規
則
を
改
正
す
る
規
則
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
八
番
議
員
提
出
議
案
第
二
〇
号
） 

日
程
第
二 

那
覇
市
議
會
委
員
會
條
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
一
番
、
六
番
議
員
提
出
議
案
第
二
一
号
） 

日
程
第
三 

公
有
水
面
埋
立
許
可
願
の
件
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
行
政
主
席
諮
問
第
三
号
） 

日
程
第
四 

各
常
任
委
員
會
委
員
数
の
決
定
並
び
に
委
員
の
選
任
に
つ
い
て 
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一
九
五
三
年 

自
五
月
二
十
日 

至
五
月
二
十
一
日 

第
二
十
七
回
那
覇
市
議
会
（
臨
時
会
）
会
議
録 

 

日 
 

程 

 

五
月
二
十
日
（
一
日
目
） 

日
程
第
一
、
今
期
議
會
の
會
期
を
定
め
る 

日
程
第
二
、
今
期
議
會
の
會
議
署
名
人
選
挙 

日
程
第
三
、
那
覇
市
役
所
の
位
置
を
変
更
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
二
号
） 

日
程
第
四
、
那
覇
市
議
會
會
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
十
六
番 

十
九
番 

二
十
番 
議
員
提
出
議
案
第
二
三
号
） 

日
程
第
五
、
牧
志
街
道
拡
幅
工
事
に
伴
う
立
退
者
の
受
入
に
要
す
る
市
有
地
の
賣
却
處
分
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
四
号
） 

日
程
第
九
、
牧
志
街
道
拡
幅
工
事
に
伴
う
立
退
代
表
者
か
ら
の
陳
情
書
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
佐
々
木
敏
夫
外
五
名
か
ら
の
陳
情 

建
設
委
員
長
報
告
） 

日
程
第
六
、
美
栄
橋
地
区
区
画
整
理
に
伴
う
立
退
者
の
受
入
に
要
す
る
市
有
地
の
賃
貸
隨
意
契
約
を
な
す

に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
五
号
） 

  

五
月
二
十
一
日
（
二
日
目
） 

日
程
第
一
、
牧
志
街
道
拡
幅
工
事
に
伴
う
立
退
者
の
受
入
れ
に
要
す
る
市
有
地
の
賣
却
處
分
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
四
號 

特
別
委
員
長
報
告
） 

日
程
第
二
、
一
九
五
三
年
度
土
地
税
の
二
重
課
税
に
関
し
一
九
四
九
年
九
月
二
十
七
日
施
行
の
沖
縄
民
政

府
告
示
第
十
二
號
の
二
の
法
的
根
據
並
び
に
法
的
動
力
対
す
る
疑
義
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
十
六
番 

十
九
番 

二
十
番 

議
員
提
出
決
議
案
第
一
號
） 

日
程
第
三
、
公
有
水
面
埋
立
申
請
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
行
政
主
席 

諮
問
第
三
號 

建
設
委
員
長
報
告
） 

日
程
第
四
、
樋
川
通
り
開
南
大
通
り
の
道
路
補
修
方
に
関
す
る
陳
情
書
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
玉
城
宏
輝
外
一
名
か
ら
の
陳
情 

建
設
委
員
長
報
告
） 
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一
九
五
三
年 

自
六
月
九
日 

至
六
月
十
九
日 

第
二
十
八
回
那
覇
市
議
会
（
定
例
会
）
会
議
録 

三
冊
の
内
三 

 

日 
 

程 

 

六
月
九
日
（
一
日
目
） 

日
程
第
一 

今
期
議
會
の
會
期
を
定
め
る
こ
と 

日
程
第
二 

今
期
議
會
の
會
議
録
署
名
人
選
擧 

日
程
第
三 

市
長
の
施
政
方
針
聽
取 

日
程
第
四 

一
九
五
二
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
を
求
め
る
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
六
号
） 

日
程
第
五 

一
九
五
二
年
度
那
覇
市
水
道
事
業
特
別
會
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
を
求
め
る
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
七
号
） 

日
程
第
六 

一
九
四
二
年
度
那
覇
市
電
気
事
業
特
別
會
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
を
求
め
る
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
八
号
） 

日
程
第
七 

那
覇
市
報
酬
及
費
用
辨
償
支
給
方
法
條
例
の
一
部
を
改
正
す
る
條
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
九
号
） 

日
程
第
八 

那
覇
市
職
制
及
定
員
條
例
の
一
部
を
改
正
す
る
條
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
〇
号
） 

日
程
第
九 

那
覇
市
部
課
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
條
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
一
号
） 

日
程
第
一
〇 

那
覇
市
簡
易
水
道
使
用
條
例
の
一
部
を
改
正
す
る
條
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
二
号
） 

日
程
第
一
一 

一
時
借
入
を
な
す
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
三
号
） 

日
程
第
一
二 

泊
高
橋
南
側
前
島
町
一
号
線
沿
道
地
帶
の
露
天
商
人
か
ら
の
歎
願
書
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
長
報
告
） 

日
程
第
一
三 

一
九
五
四
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
予
算
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
四
号
） 

日
程
第
一
四 

一
九
五
四
年
度
那
覇
市
水
道
事
業
特
別
會
計
歳
入
歳
出
予
算
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
五
号
） 

日
程
第
一
五 

一
九
五
四
年
度
那
覇
市
電
気
事
業
特
別
會
計
歳
入
歳
出
予
算
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
六
号
） 

日
程
第
一
六 

牧
志
街
道
拡
巾
第
一
号
工
事
施
工
に
伴
う
立
退
者
の
受
入
に
要
す
る
土
地
の
譲
渡
に
つ
い

て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
諮
問
第
一
号
） 
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日
程
第
一
七 

一
九
五
三
年
度
土
地
税
の
二
重
課
税
に
関
し
、
一
九
四
九
年
九
月
二
十
七
日
施
行
沖
縄
民

政
府
告
示
第
十
二
号
の
二
の
法
的
根
據
並
び
に
法
的
効
力
に
対
す
る
疑
義
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
十
六
番 

十
九
番 

二
十
番 

議
員
提
出
決
議
案
第
一
号
） 

 
 

 
 

 
 

（
総
務
財
政
委
員
長
報
告
） 

  

六
月
十
三
日
（
二
日
目
） 

市
長
の
施
政
方
針
に
対
す
る
一
般
貭
疑 

  

六
月
十
五
日
（
三
日
目
） 

日
程
第
一 

一
九
五
二
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
を
求
め
る
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
六
號
） 

日
程
第
二 

一
九
五
二
年
度
那
覇
市
水
道
事
業
特
別
會
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
を
求
め
る
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
七
號
） 

日
程
第
三 

一
九
五
二
年
度
那
覇
市
電
気
事
業
特
別
會
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
を
求
め
る
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
八
號
） 

日
程
第
四 

那
覇
市
報
酬
及
び
費
用
辨
償
支
給
方
法
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
九
號
） 

日
程
第
五 

那
覇
市
職
制
及
び
定
員
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
〇
號
） 

日
程
第
六 

那
覇
市
部
課
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
一
號
） 

日
程
第
七 

那
覇
市
簡
易
水
道
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
二
號
） 

日
程
第
八 

一
時
借
入
を
な
す
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
三
號
） 

日
程
第
九 

一
九
五
四
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
豫
算
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
四
號
） 

日
程
第
十 

一
九
五
四
年
度
那
覇
市
水
道
事
業
特
別
會
計
歳
入
歳
出
豫
算
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
五
號
） 

日
程
第
十
一 

一
九
五
四
年
度
那
覇
市
電
気
事
業
特
別
會
計
歳
入
歳
出
豫
算
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
六
號
） 

日
程
第
十
二 

牧
志
街
道
拡
幅
第
一
号
工
事
に
伴
う
立
退
者
の
受
入
に
要
す
る
土
地
の
譲
渡
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
諮
問
第
一
号
） 
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六
月
十
九
日
（
四
日
目
） 

日
程
第
一 

那
覇
市
報
酬
及
び
費
用
辨
償
支
給
方
法
條
例
の
一
部
を
改
正
す
る
條
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
九
號
） 

日
程
第
二 
一
九
五
四
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
豫
算
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
四
號
） 

日
程
第
三 

一
九
五
四
年
度
那
覇
市
水
道
事
業
特
別
會
計
歳
入
歳
出
豫
算
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
五
號
） 

日
程
第
四 

一
九
五
四
年
度
市
電
気
事
業
特
別
會
計
歳
入
歳
出
豫
算
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
六
號
） 

日
程
第
五 

牧
志
街
道
拡
巾
第
一
號
工
事
に
伴
う
立
退
者
の
受
入
に
要
す
る
土
地
の
譲
渡
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出 

諮
問
第
一
号
） 

日
程
第
六
（
追
加
） 

借
地
法
及
び
借
家
法
の
立
法
方
に
関
し
陳
情
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
議
長
發
議
） 

日
程
第
七
（
追
加
） 

自
動
車
税
、
入
場
税
の
移
譲
と
不
動
産
取
得
税
の
存
置
方
に
関
し
陳
情
書
を
提
出

す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
議
長
発
議
） 
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一
九
五
三
年 

九
月
八
日 

第
二
十
九
回
那
覇
市
議
会
（
定
例
会
）
会
議
録 

 

日 
 

程 

 

九
月
八
日 

日
程
第
一 

今
期
議
會
の
會
期
を
定
め
る
こ
と 

日
程
第
二 

今
期
議
會
の
會
議
録
署
名
人
選
擧 

日
程
第
三 

那
覇
市
選
擧
管
理
委
員
並
び
に
同
補
充
員
の
選
擧 

日
程
第
四 

那
覇
市
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
七
号
） 

日
程
第
五 

那
覇
市
議
會
定
例
會
開
催
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
八
号
） 

日
程
第
六 

道
路
占
用
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
九
号
） 

日
程
第
七 

那
覇
市
分
担
金
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
号
） 

日
程
第
八 

那
覇
市
都
市
計
画
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
一
号
） 

日
程
第
九 

那
覇
市
市
街
地
建
築
物
制
限
條
例
を
廃
止
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
二
号
） 

日
程
第
十 

軍
使
用
地
問
題
の
處
理
に
関
す
る
特
別
委
員
會
設
置
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
十
四 

二
十 

二
十
三
番
議
員
提
出
決
議
案
第
二
号
） 

日
程
第
十
一 

軍
使
用
地
問
題
の
處
理
に
関
す
る
特
別
委
員
會
委
員
の
選
任
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
一
番
議
員
発
議
） 

日
程
第
十
二 

那
覇
市
各
区
区
長
設
置
に
関
す
る
意
見
書
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
十
四 

二
十 

二
十
三
番
議
員
提
出
決
議
案
第
三
号
） 

日
程
第
十
三 

対
日
平
和
條
約
第
三
条
撤
廃
に
よ
る
沖
縄
諸
島
の
即
時
完
全
日
本
復
帰
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
十
四 

二
十 

二
十
三
番
議
員
提
出
決
議
案
第
四
号
） 

日
程
第
十
四 

軍
使
用
地
代
臨
時
處
理
法
の
立
法
資
料
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
立
法
院
行
政
法
務
委
員
長
照
會
） 

日
程
第
十
五 

遊
園
地
移
管
に
関
す
る
陳
情
書
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
文
教
、
厚
生
労
務
委
員
長
報
告
） 

日
程
第
十
六 

合
併
問
題
に
関
し
公
聽
會
開
催
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
二
十
番
議
員
発
議
） 
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一
九
五
三
年 

九
月
二
十
二
日 

第
三
十
回
那
覇
市
議
会
（
臨
時
会
）
会
議
録 

 

日 
 

程 

 

九
月
二
十
二
日 

日
程
第
一 

今
期
議
會
の
會
期
を
定
め
る
こ
と 

日
程
第
二 

今
期
議
會
の
會
議
録
署
名
人
選
擧 

日
程
第
三 

市
葬
を
行
う
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
代
理
助
役
提
出
議
案
第
四
十
三
号
） 
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一
九
五
三
年 

自
十
二
月
八
日 

至
十
二
月
十
二
日 

第
三
十
一
回
那
覇
市
議
会
（
定
例
会
）
会
議
録 

二
冊
の
内
二 

 

日 
 

程 

 

十
二
月
八
日
（
一
日
目
） 

日
程
第
一 

今
期
議
會
の
會
期
を
定
め
る
こ
と 

日
程
第
二 

今
期
議
會
の
會
議
録
署
名
人
選
挙 

日
程
第
三 

都
市
計
画
審
議
會
委
員
選
挙 

日
程
第
四 

那
覇
市
収
入
役
の
選
任
同
意
を
求
め
る
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
四
号
） 

日
程
第
五 

那
覇
市
部
課
設
置
條
例
を
改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
五
号
） 

日
程
第
六 

工
事
そ
の
他
の
請
負
契
約
条
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
六
号
） 

日
程
第
七 

市
有
戝
産
の
取
得
管
理
及
び
處
分
条
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
七
号
） 

日
程
第
八 

電
気
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
八
号
） 

日
程
第
九 

那
覇
市
電
気
使
用
料
徴
収
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
九
号
） 

日
程
第
十 

那
覇
市
軍
用
地
特
別
委
員
會
経
費
に
対
す
る
補
助
申
請
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
二
十
五
番
議
員
発
議
） 

日
程
第
十
一 

土
地
所
有
権
の
和
解
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
号
） 

日
程
第
十
二 

牧
志
街
道
拡
巾
工
事
に
伴
う
立
退
者
の
受
入
に
要
す
る
市
有
地
の
賣
却
處
分
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
一
号
） 

日
程
第
十
三 

美
栄
橋
地
区
区
画
整
理
に
伴
う
立
退
者
の
受
入
に
要
す
る
市
有
地
の
賃
貸
隨
意
契
約
を
な

す
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
二
号
） 

日
程
第
十
四 

那
覇
商
港
区
内
公
有
水
面
埋
立
地
の
贈
與
を
受
け
る
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
三
号
） 

日
程
第
十
五 

那
覇
商
港
地
域
内
市
有
地
の
無
償
讓
渡
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
四
号
） 

日
程
第
十
六 

一
九
五
四
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
予
算
追
加
更
正
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
五
号
） 
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日
程
第
十
七 

一
九
五
四
年
度
那
覇
市
水
道
事
業
特
別
會
計
歳
入
歳
出
予
算
追
加
更
正
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
六
号
） 

日
程
第
十
八 

一
九
五
四
年
度
那
覇
市
電
気
事
業
特
別
會
計
歳
入
歳
出
予
算
更
正
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
七
号
） 

日
程
第
十
九 
那
覇
区
教
育
委
員
會
の
委
員
及
び
職
員
の
俸
給
支
給
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
八
号
） 

日
程
第
二
十 

泊
港
臨
港
地
区
内
（
南
岸
）
の
地
域
及
び
地
区
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
諮
問
第
二
号
） 

日
程
第
二
十
一 

泊
埋
立
地
受
入
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
諮
問
第
三
号
） 

日
程
第
二
十
二 

公
有
水
面
埋
立
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 

（
行
政
主
席
諮
問
第
六
号
） 

日
程
第
二
十
三 

公
有
水
面
使
用
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 

（
行
政
主
席
諮
問
第
七
号
） 

日
程
第
二
十
四 

児
童
遊
び
場
設
置
方
に
関
す
る
意
見
書
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 

（
十
五
番
、
十
九
番
、
二
十
五
番
議
員
提
出
決
議
案
第
五
号
） 

日
程
第
二
十
五 

競
輪
事
業
の
早
期
實
現
方
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 

（
二
番
、
四
番
、
十
八
番
議
員
提
出
決
議
案
第
六
号
） 

  

十
二
月
十
二
日
（
二
日
目
） 

日
程
第
一 

那
覇
市
部
課
設
置
条
例
を
改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
五
號
） 

日
程
第
二 

工
事
其
の
他
請
負
契
約
条
條
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
六
號
） 

日
程
第
三 

市
有
財
産
の
取
得
管
理
及
び
處
分
条
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
七
號
） 

日
程
第
四 

牧
志
街
道
拡
巾
工
事
に
伴
う
立
退
者
の
受
入
に
要
す
る
市
有
地
の
賣
却
處
分
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
一
號
） 

日
程
第
五 

牧
志
街
道
拡
巾
工
事
に
伴
う
立
退
者
の
受
入
に
要
す
る
市
有
地
の
賃
貸
隨
意
契
約
を
な
す
に

つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
九
號
） 

日
程
第
六 

美
栄
橋
地
区
区
画
整
理
に
伴
う
立
退
者
受
入
に
要
す
る
市
有
地
の
賃
貸
隨
意
契
約
を
な
す
に

つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
二
號
） 
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日
程
第
七 

一
九
五
四
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
豫
算
追
加
更
正
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
五
號
） 

日
程
第
八 

泊
港
臨
港
地
区
内
（
南
岸
）
の
地
域
及
び
地
区
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
（
市
長
提
出
諮
問
第
二
號
） 

日
程
第
九 

泊
埋
立
地
受
入
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
諮
問
第
三
號
） 

日
程
第
十 

公
有
水
面
使
用
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
行
政
主
席
諮
問
第
七
號
） 

日
程
第
十
一 

軍
使
用
地
代
臨
時
處
理
法
の
立
法
資
料
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
軍
使
用
地
問
題
の
處
理
に
関
す
る
特
別
委
員
会
の
處
理
結
果
報
告
） 

日
程
第
十
二 

遊
園
地
の
市
移
管
方
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
文
教
、
厚
生
、
労
務
委
員
会
委
員
長
の
審
査
の
経
過
並
び
に
結
果
報
告
） 

日
程
第
十
三 

美
栄
橋
地
区
復
興
発
展
に
関
す
る
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
長
の
審
査
経
過
並
び
に
結
果
報
告
） 

日
程
第
十
四 

軍
使
用
地
問
題
の
處
理
に
関
す
る
特
別
委
員
会
の
調
査
活
動
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
特
別
委
員
長
の
経
過
報
告
） 
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一
九
五
四
年 

一
月
二
十
一
日 

第
三
十
二
回
那
覇
市
議
会
（
臨
時
会
）
会
議
録 

 

日 
 

程 

 

一
月
二
十
一
日 

日
程
第
一
、 

今
期
議
会
の
會
期
を
定
め
る
こ
と 

日
程
第
二
、 

今
期
議
会
の
会
議
録
署
名
人
選
擧 

日
程
第
三
、 

三
市
一
村
の
合
併
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
一
番
議
員
外
十
六
名
提
出
決
議
案
第
一
號
） 

日
程
第
四
、 

泊
港
臨
港
区
域
（
南
岸
）
の
地
区
及
地
域
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
諮
問
第
二
號
） 

日
程
第
五
、 

泊
埋
立
地
受
入
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
諮
問
第
三
號
） 

日
程
第
六
、 

沖
縄
諸
島
祖
國
復
帰
期
成
会
か
ら
の
日
本
復
帰
決
議
要
請
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
二
十
五
番
議
員
発
議
） 

日
程
第
七
、 

垣
花
復
興
期
成
会
提
出
の
泊
埋
立
地
使
用
割
当
に
関
す
る
陳
情
書
に
つ
い
て 
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一
九
五
四
年 

自
三
月
二
十
三
日 

至
三
月
二
十
六
日 

第
三
十
三
回
那
覇
市
議
会
（
定
例
会
）
会
議
録 

二
冊
の
二 

 

日 
 

程 

 

三
月
二
十
三
日
（
一
日
目
） 

日
程
第
一
、 

今
期
議
会
の
会
期
を
定
め
る
こ
と 

日
程
第
二
、 

今
期
議
会
の
會
議
録
署
名
人
選
挙 

日
程
第
三
、 

那
覇
市
水
道
給
水
條
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
一
号
） 

日
程
第
四
、 

市
債
を
起
す
こ
と
に
つ
い
て
（
泊
南
岸
地
先
Ｂ
地
区
埋
立
及
同
附
帶
工
亊
費
） 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
号
） 

日
程
第
五
、 

市
債
を
起
す
こ
と
に
つ
い
て
（
区
画
整
理
亊
業
費
） 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
号
） 

日
程
第
六
、 

市
債
を
起
す
こ
と
に
つ
い
て
（
水
道
亊
業
拡
張
工
亊
費
） 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
号
） 

日
程
第
七
、 

一
九
五
四
年
度
那
覇
市
才
入
才
出
予
算
追
加
更
正
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
号
） 

日
程
第
八
、 

一
九
五
四
年
度
那
覇
市
水
道
亊
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
予
算
追
加
更
正
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
号
） 

日
程
第
九
、 

泊
産
業
株
式
会
社
提
出
に
か
か
る
市
有
地
賃
貸
料
軽
減
方
に
関
す
る
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
総
務
財
政
委
員
長
の
審
査
経
過
並
び
に
結
果
報
告
） 

日
程
第
十
、 

那
覇
区
教
育
委
員
會
提
出
に
係
る
学
校
敷
地
借
地
料
補
助
方
に
関
す
る
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
総
務
財
政
委
員
長
の
審
査
経
過
並
び
に
結
果
報
告
） 

日
程
第
十
一
、
桜
通
り
団
提
出
に
係
る
希
望
が
丘
公
園
早
急
實
現
促
進
の
件
に
関
す
る
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
長
の
審
査
経
過
報
告
） 

  

三
月
二
十
六
日
（
二
日
目
） 

日
程
第
一
、
那
覇
市
水
道
給
水
条
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
一
号
） 

日
程
第
二 

市
債
を
起
す
こ
と
に
つ
い
て
（
区
画
整
理
事
業
費
） 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
号
） 

日
程
第
三 

市
債
を
起
す
こ
と
に
つ
い
て
（
水
道
事
業
拡
張
工
事
費
） 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
号
） 
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日
程
第
四 

一
九
五
四
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
予
算
追
加
更
正
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
号
） 

日
程
第
五 

一
九
五
四
年
度
那
覇
市
水
道
事
業
特
別
會
計
歳
入
歳
出
予
算
追
加
更
正
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
（
市
長
提
出
議
案
第
六
号
） 
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一
九
五
四
年 

自
六
月
十
八
日 

至
六
月
二
十
九
日 

第
三
十
四
回
那
覇
市
議
会
（
定
例
会
）
会
議
録 

三
冊
の
内
三 

 

日 
 

程 

 

六
月
十
八
日
（
一
日
目
） 

日
程
第
一 

 

今
期
議
会
の
会
議
録
署
名
人
選
挙 

日
程
第
二 

 

今
期
議
会
の
会
期
を
定
め
る
こ
と 

日
程
第
三 

 

市
長
の
施
政
方
針
聴
取 

日
程
第
四 

 

一
九
五
三
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
を
求
め
る
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
号
） 

日
程
第
五 

 

一
九
五
三
年
度
那
覇
市
水
道
亊
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
を
求
め
る
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
八
号
） 

日
程
第
六 

 

一
九
五
三
年
度
那
覇
市
電
気
亊
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
を
求
め
る
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
九
号
） 

日
程
第
七 

 

収
入
役
代
理
者
を
定
め
る
同
意
を
求
め
る
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
一
〇
号
） 

日
程
第
八 

 

建
物
の
取
得
及
び
處
分
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
一
一
号
） 

日
程
第
九 

 

一
九
五
四
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
予
算
追
加
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
一
二
号
） 

日
程
第
一
〇 

那
覇
市
職
制
及
び
定
員
條
例
の
一
部
を
改
正
す
る
條
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
一
三
号
） 

日
程
第
一
一 

那
覇
市
吏
員
給
與
額
、
旅
費
額
及
び
そ
の
支
給
方
法
條
例
の
一
部
を
改
正
す
る
條
例
制
定

に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
一
四
号
） 

日
程
第
一
二 

那
覇
市
報
酬
及
び
費
用
辨
償
支
給
方
法
條
例
の
一
部
を
改
正
す
る
條
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
一
五
号
） 

日
程
第
一
三 

那
覇
市
水
道
給
水
條
例
の
一
部
を
改
正
す
る
條
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
一
六
号
） 

日
程
第
一
四 

選
挙
関
係
人
の
出
頭
、
議
会
の
行
う
調
査
の
た
め
の
出
頭
及
び
公
聴
会
参
加
者
等
の
費
用

辨
償
條
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
一
七
号
） 

日
程
第
一
五 

戝
政
状
况
の
作
成
及
び
公
表
に
関
す
る
條
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
一
八
号
） 
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日
程
第
一
六 

負
担
附
寄
附
の
受
入
及
び
特
別
基
本
戝
産
の
設
置
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
一
九
号
） 

日
程
第
一
七 

所
属
未
定
地
を
那
覇
市
の
区
域
に
編
入
す
る
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
〇
号
） 

日
程
第
一
八 
市
有
建
物
の
移
築
及
び
用
途
変
更
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
一
号
） 

日
程
第
一
九 

市
有
建
物
の
無
償
譲
渡
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
二
号
） 

日
程
第
二
〇 

一
時
借
入
を
な
す
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
三
号
） 

日
程
第
二
一 

牧
志
街
道
拡
幅
第
一
号
工
亊
に
伴
う
立
退
者
の
受
入
に
要
す
る
市
有
地
の
売
却
隨
意
契
約

に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
四
号
） 

日
程
第
二
二 

沖
縄
空
港
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
株
式
会
社
株
式
購
入
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
五
号
） 

日
程
第
二
三 

市
有
地
賣
却
處
分
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
六
号
） 

日
程
第
二
四 

市
債
を
起
す
こ
と
に
つ
い
て
（
区
画
整
理
） 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
七
号
） 

日
程
第
二
五 

市
債
を
起
す
こ
と
に
つ
い
て
（
安
里
川
浚
渫
） 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
八
号
） 

日
程
第
二
六 

那
覇
市
土
地
区
画
整
理
亊
業
特
別
会
計
設
置
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
九
号
） 

日
程
第
二
七 

一
九
五
五
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
予
算
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
〇
号
） 

日
程
第
二
八 

一
九
五
五
年
度
那
覇
市
水
道
亊
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
予
算
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
一
号
） 

日
程
第
二
九 

一
九
五
五
年
度
那
覇
市
土
地
区
画
整
理
亊
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
予
算
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
二
号
） 

日
程
第
三
〇 

自
一
九
五
五
年
度 

至
一
九
六
〇
年
度 

那
覇
市
土
地
区
画
整
理
亊
業
継
続
年
期
及
び
支

出
方
法
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
三
号
） 

  

六
月
二
十
一
日
（
二
日
目
） 

日
程
第
一 

市
長
の
施
政
方
針
に
対
す
る
一
般
貭
疑 
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六
月
二
十
二
日
（
二
日
目
） 

日
程
第
一 

 
總
務
戝
政
委
員
会
委
員
の
補
充
に
つ
い
て 

日
程
第
二 

 
一
九
五
三
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
を
求
め
る
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
号
） 

日
程
第
三 

 

一
九
五
三
年
度
那
覇
市
水
道
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
を
求
め
る
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
八
号
） 

日
程
第
四 

 

一
九
五
三
年
度
那
覇
市
電
気
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
を
求
め
る
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
九
号
） 

日
程
第
五 

 

收
入
役
代
理
者
を
定
め
る
同
意
を
求
め
る
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
一
〇
号
） 

日
程
第
六 

 

建
物
の
取
得
及
び
處
分
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
一
一
号
） 

日
程
第
七 

 

一
九
五
四
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
予
算
追
加
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
一
二
号
） 

日
程
第
八 

 

那
覇
市
職
制
及
び
定
員
條
例
の
一
部
を
改
正
す
る
條
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
一
三
号
） 

日
程
第
九 

 

那
覇
市
吏
員
給
與
額
、
旅
費
額
及
び
そ
の
支
給
方
法
條
例
の
一
部
を
改
正
す
る
條
例
制
定

に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
一
四
号
） 

日
程
第
一
〇 

那
覇
市
報
酬
及
び
費
用
辨
償
支
給
方
法
條
例
の
一
部
を
改
正
す
る
條
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
一
五
号
） 

日
程
第
一
一 

那
覇
市
水
道
給
水
條
例
の
一
部
を
改
正
す
る
條
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
一
六
号
） 

日
程
第
一
二 

選
挙
関
係
人
の
出
頭
、
議
会
の
行
う
調
査
の
た
め
の
出
頭
及
び
公
聴
会
参
加
者
等
の
費
用

辨
償
條
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
一
七
号
） 

日
程
第
一
三 

戝
政
状
况
の
作
成
及
び
公
表
に
関
す
る
條
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
一
八
号
） 

日
程
第
一
四 

負
担
附
寄
附
の
受
入
及
び
特
別
基
本
戝
産
の
設
置
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
一
九
号
） 

日
程
第
一
五 

所
属
未
定
地
を
那
覇
市
の
区
域
に
編
入
す
る
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
〇
号
） 
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六
月
二
十
九
日
（
三
日
目
） 

日
程
第
一
、 

一
九
五
三
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
を
求
め
る
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
號
） 

日
程
第
二
、 
一
九
五
三
年
度
那
覇
市
水
道
亊
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
を
求
め
る
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
八
號
） 

日
程
第
三
、 

一
九
五
三
年
度
那
覇
市
電
氣
亊
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
を
求
め
る
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
九
號
） 

日
程
第
四
、 

牧
志
街
道
拡
幅
第
一
号
工
亊
に
伴
う
立
退
者
の
受
入
れ
に
要
す
る
市
有
地
の
売
却
隨
意
契

約
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
四
號
） 

日
程
第
五
、 

市
有
地
売
却
處
分
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
六
號
） 

日
程
第
六
、 

市
債
を
起
す
こ
と
に
つ
い
て
（
区
画
整
理
） 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
七
号
） 

日
程
第
七
、 

市
債
を
起
す
こ
と
に
つ
い
て
（
安
里
川
浚
渫
） 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
八
号
） 

日
程
第
八
、 

一
九
五
五
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
予
算
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
号
） 

日
程
第
九
、 

一
九
五
五
年
度
那
覇
市
土
地
区
画
整
理
亊
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
予
算
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
二
号
） 

日
程
第
十
、 

自
、
一
九
五
五
年
度 

至
、
一
九
六
〇
年
度 

那
覇
市
土
地
区
画
整
理
亊
業
継
続
年
期
及

支
出
方
法
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
三
号
） 

日
程
第
十
一
、
都
市
計
画
亊
業
に
対
す
る
補
助
金
交
付
方
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
二
番 

五
番 

十
一
番
議
員
提
出
決
議
案
第
二
号
） 

日
程
第
十
二
、
遊
園
地
移
管
方
に
関
す
る
陳
情
書
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
文
教
厚
生
労
務
委
員
長
の
審
査
結
果
報
告
） 

日
程
第
十
三
、
那
覇
市
水
道
給
水
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
六
号
） 

日
程
第
十
四
、
一
九
五
五
年
度
那
覇
市
水
道
亊
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
予
算
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
一
号
） 
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一
九
五
四
年 

自
七
月
二
十
八
日 

至
八
月
二
十
七
日 

第
三
十
五
・
三
十
六
回
那
覇
市
議
会
（
臨
時
会
）
会
議
録 

 

日 
 

程 

 

第
三
十
五
回 

七
月
二
十
八
日 

日
程
第
一
、
今
期
議
會
の
會
議
録
署
名
人
選
擧 

日
程
第
二
、
今
期
議
會
の
會
期
を
定
め
る
こ
と 

日
程
第
三
、
首
里
市
及
び
小
禄
村
を
那
覇
市
の
区
域
に
編
入
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
四
號
） 

  

第
三
十
六
回 

八
月
二
十
七
日 

日
程
第
一
、 

今
期
議
会
の
會
議
録
署
名
人
選
擧 

日
程
第
二
、 

今
期
議
會
の
會
期
を
定
め
る
こ
と 

日
程
第
三
、 

一
九
五
五
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
予
算
追
加
更
正
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
五
號
） 

日
程
第
四
、 

一
九
五
五
年
度
那
覇
市
水
道
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
予
算
追
加
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
六
號
） 

日
程
第
五
、 

市
町
村
自
治
法
第
三
条
第
二
項
に
依
り
首
里
市
が
行
う
財
産
處
分
に
つ
い
て 

日
程
第
六
、 

消
防
隊
長
退
職
の
専
決
處
分
に
つ
い
て 

日
程
第
七
、 

沖
縄
文
化
興
業
株
式
会
社
提
出
に
係
る
遊
園
地
移
管
方
に
関
す
る
陳
情
書
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
総
務
財
政
委
員
長
の
審
査
経
過
並
び
に
結
果
報
告
） 

日
程
第
八
、 

市
公
設
市
場
内
食
堂
改
築
法
に
関
す
る
陳
情
書
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
総
務
財
政
委
員
長
の
審
査
経
過
並
び
に
結
果
報
告
） 

日
程
第
九
、 

那
覇
区
教
育
委
員
会
提
出
に
係
る
校
舎
建
築
費
補
助
方
に
関
す
る
陳
情
書
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
総
務
財
政
委
員
長
の
審
査
経
過
並
び
に
結
果
報
告
） 

日
程
第
一
〇
、
バ
ス
セ
ン
タ
ー
設
置
に
関
し
配
慮
方
の
陳
情
書(

三
件
）
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
桜
通
り
團
、
国
際
通
り
團
、
五
区
々
民
有
志 

五
区
青
年
会
提
出
の
分
、
建
設
委
員
長 

 
 

 
 

 
 

 

の
審
査
経
過
並
ニ
結
果
報
告
） 
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一
九
五
四
年 

九
月
七
日 

第
三
十
七
回
那
覇
市
議
会
（
定
例
会
）
会
議
録 

 

日 
 

程 

 

九
月
七
日 

日
程
第
一
、
今
期
議
會
の
會
議
録
署
名
人
選
擧 

日
程
第
二
、
今
期
議
會
の
會
期
を
定
め
る
こ
と 

日
程
第
三
、
首
里
、
小
禄
が
那
覇
市
に
合
併
に
伴
う
区
設
置
の
暫
定
處
置
に
関
す
る
條
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
八
號
） 

日
程
第
四
、
那
覇
市
役
所
支
所
設
置
條
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
九
號
） 

日
程
第
五 

那
覇
市
職
制
及
び
定
員
條
例
の
一
部
を
改
正
す
る
條
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
號
） 
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一
九
五
四
年 

九
月
二
十
四
日 

第
三
十
八
回
那
覇
市
議
会
（
臨
時
会
）
会
議
録 

 

日 
 

程 

 

九
月
二
十
四
日 

日
程
第
一 

今
期
議
会
の
会
議
録
署
名
人
選
擧 

日
程
第
二 

今
期
議
会
の
会
期
を
定
め
る
こ
と 

日
程
第
三 

一
九
五
四
年
度
那
覇
市
一
般
会
計
歳
入
歳
出
豫
算
追
加
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
一
号
） 
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一
九
五
四
年 

自
十
月
一
日 

至
十
月
八
日 

第
一
回
那
覇
市
議
会
（
臨
時
会
）
会
議
録 

二
冊
の
内
二 

 

日 
 

程 

 

十
月
一
日
（
一
日
目
） 

日
程
第
一
、 

議
長
選
挙 

日
程
第
二
、 

議
席
の
決
定 

日
程
第
三
、 

今
期
議
会
の
会
議
録
署
名
人
選
挙 

日
程
第
四
、 

副
議
長
選
挙 

日
程
第
五
、 

各
常
任
委
員
会
委
員
数
の
決
定
並
び
に
委
員
の
選
任 

日
程
第
六
、 

今
期
議
会
の
会
期
を
定
め
る
こ
と 

日
程
第
七
、 

監
査
委
員
の
選
任
同
意
を
求
め
る
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
二
号
） 

日
程
第
八
、 

那
覇
市
公
告
式
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
三
号
） 

日
程
第
九
、 

那
覇
市
職
員
退
職
金
支
給
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
四
号
） 

日
程
第
十
、 

那
覇
市
税
賦
課
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
五
号
） 

日
程
第
一
一
、
那
覇
市
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
六
号
） 

日
程
第
一
二
、
那
覇
市
割
当
土
地
賃
貸
料
評
定
委
員
会
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い

て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
七
号
） 

日
程
第
一
三
、
那
覇
市
屠
場
使
用
料
徴
収
条
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
八
号
） 

日
程
第
一
四
、
那
覇
市
営
造
物
使
用
料
徴
収
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
九
号
） 

日
程
第
一
五
、
一
九
五
五
年
度
那
覇
市
一
般
会
計
歳
入
歳
出
豫
算
追
加
更
正
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
〇
号
） 

日
程
第
一
六
、
一
九
五
五
年
度
那
覇
市
水
道
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
豫
算
追
加
更
正
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
一
号
） 

日
程
第
一
七
、
一
九
五
五
年
度
那
覇
市
土
地
区
画
整
理
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
豫
算
追
加
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
二
号
） 
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日
程
第
一
八
、
自
一
九
五
五
年
度 

至
一
九
六
〇
年
度
那
覇
市
土
地
区
画
整
理
継
続
事
業
費
支
出
額
追
加

に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
三
号
） 

日
程
追
加 

 
北
海
道
の
颱
風
被
害
に
對
す
る
見
舞
並
び
に
弔
電
打
電
の
件
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
二
十
八
番
議
員
發
議
） 

  

十
月
四
日
（
二
日
目
） 

日
程
第
一
、
施
政
方
針
に
対
す
る
一
般
貭
疑 

日
程
第
二
、
監
査
委
員
の
選
任
同
意
を
求
め
る
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
二
号
） 

日
程
第
三
、
那
覇
市
公
告
式
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
三
号
） 

日
程
第
四
、
那
覇
市
職
員
退
職
金
支
給
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
四
号
） 

日
程
第
五
、
那
覇
市
税
賦
課
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
五
号
） 

日
程
第
六
、
那
覇
市
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
六
号
） 

日
程
第
七
、
那
覇
市
割
当
土
地
賃
貸
料
評
定
委
員
会
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
七
号
） 

日
程
第
八
、
那
覇
市
屠
場
使
用
料
徴
収
条
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
八
号
） 

日
程
第
九
、
那
覇
市
営
造
物
使
用
料
徴
収
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
九
号
） 

日
程
第
十 

一
九
五
五
年
度
那
覇
市
一
般
会
計
歳
入
歳
出
豫
算
追
加
更
正
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
〇
号
） 

日
程
第
十
一 

一
九
五
五
年
度
那
覇
市
水
道
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
豫
算
追
加
更
正
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
一
号
） 

日
程
第
十
二 

一
九
五
五
年
度
那
覇
市
土
地
区
画
整
理
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
豫
算
追
加
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
二
号
） 

日
程
第
十
三 

自
一
九
五
五
年
度 

至
一
九
六
〇
年
度
那
覇
市
土
地
区
画
整
理
継
続
事
業
費
支
出
額
追
加

に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
三
号
） 
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十
月
八
日
（
三
日
目
） 

日
程
第
一 

一
九
五
五
年
度
那
覇
市
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
追
加
更
正
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
〇
号
） 

日
程
第
二 
一
九
五
五
年
度
那
覇
市
水
道
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
予
算
追
加
更
正
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
一
号
） 

日
程
第
三 

一
九
五
五
年
度
那
覇
市
土
地
区
画
整
理
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
予
算
追
加
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
二
号
） 

日
程
第
四 

自
一
九
五
五
年
度 

至
一
九
六
〇
年
度 

那
覇
市
土
地
区
画
整
理
継
続
事
業
費
支
出
額
追
加

に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
三
号
） 

日
程
第
五 

「
首
里
」
の
名
稱
存
置
方
に
関
す
る
意
見
書
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
三
番
、
四
番
、
八
番
、
十
三
番
、
二
十
五
番
、
二
十
八
番
議
員
提
出
決
議
案
第
三
号
） 

日
程
第
六 

軍
使
用
地
問
題
の
處
理
に
関
す
る
特
別
委
員
会
設
置
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
一
番
、
五
番
、
二
十
九
番
、
三
十
番
議
員
提
出
決
議
案
第
四
号
） 

日
程
第
七 

軍
使
用
地
問
題
の
處
理
に
関
す
る
特
別
委
員
会
、
委
員
数
の
決
定
並
び
に
委
員
の
選
任
に
つ

い
て 

 
 

 
 

 

（
議
長
発
議
） 

日
程
第
八 

都
市
計
画
審
議
会
委
員
選
挙 
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一
九
五
四
年 

自
十
二
月
十
四
日 

至
十
二
月
十
七
日 

第
二
回
那
覇
市
議
会
（
定
例
会
）
会
議
録 

二
冊
の
内
一 

 

日 
 

程 

 

十
二
月
十
四
日
（
一
日
目
） 

日
程
第
一 

今
期
議
会
の
会
議
録
署
名
人
選
挙 

日
程
第
二 

今
期
議
会
の
会
期
を
定
め
る
こ
と 

日
程
第
三 

消
防
隊
長
任
命
の
同
意
を
求
め
る
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
四
号
） 

日
程
第
四 

那
覇
区
教
育
委
員
会
の
委
員
及
び
職
員
の
俸
給
支
給
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
五
号
） 

日
程
第
五 

那
覇
市
議
会
事
務
局
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
五
番
、
十
番
、
二
十
三
番
議
員
提
出
議
案
第
五
十
六
号
） 

日
程
第
六 

那
覇
市
役
所
出
張
所
を
廃
止
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
七
号
） 

日
程
第
七 

公
有
水
面
埋
立
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
八
号
） 

日
程
第
八 

市
有
地
無
償
貸
与
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
九
号
） 

日
程
第
九 

誤
謬
に
よ
り
市
が
取
得
し
た
水
道
用
地
返
還
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
十
号
） 

日
程
第
十 

貸
地
料
滯
納
者
訴
訟
提
起
に
関
す
る
專
決
處
分
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
十
一
号
） 

日
程
第
十
一 

消
防
隊
首
里
出
張
所
の
建
物
處
分
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
十
二
号
） 

日
程
第
十
二 

一
九
五
五
年
度
那
覇
市
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
追
加
更
正
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
十
三
号
） 

日
程
第
十
三 

一
九
五
五
年
度
那
覇
市
水
道
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
予
算
追
加
更
正
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
十
四
号
） 

日
程
第
十
四 

一
九
五
五
年
度
那
覇
市
土
地
区
画
整
理
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
予
算
追
加
更
正
に
つ
い

て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
十
五
号
） 

日
程
第
十
五 

自
一
九
五
五
年
度 

至
一
九
六
〇
年
度
那
覇
市
土
地
区
画
整
理
継
続
亊
業
費
支
出
額
追
加

に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
十
六
号
） 
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日
程
第
十
六 

市
営
公
設
質
舖
設
置
に
関
す
る
意
見
書 

 
 

 
 

 
 

（
十
番
、
十
二
番
、
二
十
二
番
、
二
十
四
番
、
二
十
七
番
議
員
提
出
決
議
案
第
五
号
） 

日
程
第
十
七 

泊
埋
立
地
売
却
處
分
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
諮
問
第
一
号
） 

日
程
第
十
八 
子
供
博
物
館
設
備
費
補
助
方
の
陳
情
書
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
文
教
厚
生
労
務
委
員
会
審
査
報
告
） 

日
程
第
十
九 

立
退
要
求
に
関
し
配
慮
方
の
陳
情
書
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

日
程
第
二
十 

泥
沼
住
宅
地
帶
の
通
路
並
排
水
路
設
置
方
に
関
す
る
陳
情
書
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

日
程
第
二
十
一 

泊
埋
立
地
借
地
料
値
下
げ
に
関
す
る
陳
情
書
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 

（
総
務
財
政
委
員
会
審
査
報
告
） 

日
程
第
二
十
二 

市
町
村
軍
用
土
地
委
員
会
連
合
会
照
会
の
軍
用
地
問
題
に
対
す
る
御
意
見
伺
い
の
件
に

つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 

（
軍
用
地
問
題
の
処
理
に
関
す
る
特
別
委
員
会
の
処
理
結
果
報
告
） 

追
加
日
程 

第
二
十
三 

牧
志
街
道
横
断
標
識
設
置
方
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
十
六
番
議
員
発
議
） 

  

十
二
月
十
七
日
（
二
日
目
） 

日
程
第
一
、
那
覇
区
教
育
委
員
会
の
委
員
及
び
職
員
の
俸
給
支
給
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
五
号
） 

日
程
第
二
、
貸
地
料
滯
納
者
訴
訟
提
起
に
関
す
る
專
決
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
十
一
号
） 

日
程
第
三
、
一
九
五
五
年
度
那
覇
市
一
般
会
計
歳
入
歳
出
豫
算
追
加
更
正
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
十
三
号
） 

日
程
第
四
、
一
九
五
五
年
度
那
覇
市
水
道
亊
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
豫
算
追
加
更
正
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
十
四
号
） 

日
程
第
五
、
一
九
五
五
年
度
那
覇
市
土
地
区
画
整
理
亊
業
特
会
計
歳
入
歳
出
豫
算
追
加
更
正
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
十
五
号
） 

日
程
第
六
、
自
一
九
五
五
年
度 

至
一
九
六
〇
年
度 

那
覇
市
区
画
整
理
継
続
亊
業
費
支
出
額
追
加
に
つ

い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
十
六
号
） 

日
程
第
七
、
泊
埋
立
地
売
却
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
諮
問
第
一
号
） 
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日
程
第
八
、
牧
志
街
道
横
断
標
識
設
置
方
に
関
す
る
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
八
番
、
十
六
番
、
三
十
番
議
員
提
出
決
議
案
第
六
号
） 

日
程
追
加 

第
九
、
自
由
討
議 

 
 

 

（
議
長
発
議
） 
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一
九
五
五
年 

自
三
月
二
十
二
日 

至
三
月
二
十
八
日 

第
三
回
那
覇
市
議
会
（
定
例
会
）
会
議
録 

三
冊
の
内
三 

 

日 
 

程 

 

三
月
二
十
二
日
（
一
日
目
） 

日
程
第
一
、
今
期
議
会
の
会
議
録
署
名
人
選
挙
。 

日
程
第
二
、
今
期
議
会
の
会
期
を
定
め
る
こ
と
。 

日
程
第
三
、
臨
時
出
納
検
査
立
会
人
の
選
任
に
つ
い
て
。 

日
程
第
四
、
那
覇
市
職
員
停
年
制
条
例
制
定
に
つ
い
て
。 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
一
号
） 

日
程
第
五
、
議
会
の
議
決
又
は
住
民
の
投
票
に
付
す
べ
き
財
産
、
営
造
物
又
は
議
会
の
議
決
に
付
す
べ
き

契
約
に
関
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て
。 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
号
） 

日
程
第
六
、
那
覇
市
税
賦
課
徴
收
条
例
制
定
に
つ
い
て
。 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
号
） 

日
程
第
七
、
固
定
資
産
評
価
員
の
選
任
同
意
を
求
め
る
に
つ
い
て
。 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
号
） 

日
程
第
八
、
那
覇
市
公
告
式
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て
。 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
号
） 

日
程
第
九
、
市
債
を
起
す
こ
と
に
つ
い
て
。 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
号
） 

日
程
第
十
、
一
九
五
五
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
予
算
追
加
更
正
に
つ
い
て
。 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
号
） 

日
程
第
十
一
、
一
九
五
五
年
度
那
覇
市
水
道
亊
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
予
算
追
加
更
正
に
つ
い
て
。 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
八
号
） 

日
程
第
十
二
、
松
尾
通
り
及
び
開
南
大
通
り
を
経
て
四
六
号
線
交
点
ま
で
の
道
路
鋪
装
方
に
つ
い
て
。 

 
 

 
 

 
 

（
五
番
、
十
一
番
、
二
十
六
番
、
三
十
番
議
員
提
出
決
議
案
第
一
号
） 

日
程
第
十
三
、
首
里
四
〇
号
線
（
山
川
入
口
よ
り
当
蔵
を
経
て
鳥
堀
三
叉
路
に
至
る
道
路
）
鋪
装
方
に
つ

い
て
。 

 
 

 
 

 
 

（
三
番
、
四
番
、
八
番
、
十
三
番
、
二
十
五
番
、
二
十
八
番
議
員
提
出
決
議
案
第
二
号
） 

日
程
第
十
四
、
新
栄
通
り
排
水
溝
設
置
方
に
関
す
る
陳
情
に
つ
い
て
。 

 
 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

日
程
第
十
五
、
栄
町
区
民
よ
り
の
上
水
道
布
設
方
の
陳
情
に
つ
い
て
。 

 
 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 
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日
程
第
十
六
、
国
際
大
通
り
街
路
燈
設
置
に
関
し
補
助
方
の
陳
情
に
つ
い
て
。 

 
 

 
 

 
 

（
総
務
財
政
委
員
会
審
査
報
告
） 

  

三
月
二
十
八
日
（
二
日
目
） 

日
程
第
一 

那
覇
市
職
員
停
年
制
條
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
一
號
） 

日
程
第
二 

議
會
の
議
決
又
は
住
民
の
投
票
に
付
す
べ
き
戝
産
、
營
造
物
又
は
議
會
の
議
決
に
付
す
べ
き

契
約
に
関
す
る
條
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
號
） 

日
程
第
三 

那
覇
市
税
賦
課
徴
收
條
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
號
） 

日
程
第
四 

固
定
資
産
評
價
員
の
選
任
同
意
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
號
） 

日
程
第
五 

那
覇
市
公
告
式
條
例
の
一
部
を
改
正
す
る
條
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
號
） 

日
程
第
六 

市
債
を
起
す
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
號
） 

日
程
第
七 

一
九
五
五
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
予
算
追
加
更
正
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
號
） 

日
程
第
八 

一
九
五
五
年
度
那
覇
市
水
道
亊
業
特
別
會
計
才
入
才
出
予
算
追
加
更
正
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
八
號
） 

日
程
第
九 

七
號
線
起
点
（
那
覇
港
入
口
）
よ
り
ペ
リ
ー
小
禄
大
通
り
を
経
て
小
禄
高
良
線
の
道
路
舖
装

方
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
一
番
、
七
番
、
二
十
一
番
、
二
十
七
番
、
二
十
九
番
議
員
提
出
決
議
案
第
三
號
） 

日
程
第
十 

借
地
法
の
立
法
方
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
九
番 

二
十
九
番
議
員
提
出
決
議
案
第
四
號
） 

日
程
第
十
一 

自
由
討
議 
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一
九
五
五
年 

自
五
月
二
十
三
日 

至
五
月
二
十
六
日 

第
四
回
那
覇
市
議
会
（
臨
時
会
）
会
議
録 

三
冊
の
内
三 

 

日 
 

程 

 

五
月
二
十
三
日
（
一
日
目
） 

日
程
第
一  

今
期
議
会
の
會
議
録
署
名
人
選
擧 

日
程
第
二  

今
期
議
会
の
會
期
を
定
め
る
こ
と 

日
程
第
三  

損
害
賠
償
請
求
亊
件
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
九
號
） 

日
程
第
四  

都
市
計
画
区
域
の
拡
張
及
び
都
市
計
画
施
設
の
決
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
諮
問
第
一
號
） 

日
程
第
五  

都
市
合
併
研
究
特
別
委
員
会
設
置
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
十
一
番
、
十
四
番
、
二
十
三
番
議
員
提
出
決
議
案
第
五
號
） 

日
程
第
六  

永
年
勤
続
市
吏
員
の
退
隠
料
支
給
方
に
関
す
る
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
總
務
財
政
委
員
会
審
査
報
告
） 

日
程
第
七  

泊
港
北
岸
入
場
料
廃
止
方
に
関
す
る
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
總
務
財
政
委
員
会
審
査
報
告
） 

日
程
第
八  

那
覇
市
軍
用
地
特
別
委
員
会
経
費
補
助
方
に
関
す
る
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
總
務
財
政
委
員
会
審
査
報
告
） 

日
程
第
九  

不
動
産
取
得
税
の
免
除
方
に
関
す
る
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
總
務
財
政
委
員
会
審
査
報
告
） 

日
程
第
十  

教
育
補
助
金
補
助
方
に
関
す
る
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
總
務
財
政
委
員
会
審
査
報
告
） 

日
程
第
十
一  

社
會
福
祉
協
議
会
々
館
建
築
費
補
助
方
に
関
す
る
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
文
教
厚
生
労
務
委
員
会
審
査
報
告
） 

日
程
第
十
二  

撒
水
車
購
入
方
に
関
す
る
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
文
教
厚
生
労
務
委
員
会
審
査
報
告
） 

日
程
第
十
三  

希
望
ヶ
丘
遊
園
地
施
設
実
施
方
に
関
す
る
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
文
教
厚
生
労
務
委
員
会
審
査
報
告
） 

日
程
第
十
四  

道
路
拡
張
補
修
方
に
関
す
る
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

日
程
第
十
五  

泊
港
埠
頭
施
設
強
化
方
に
関
す
る
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

日
程
第
十
六  

旧
東
陽
バ
ス
営
業
所
の
復
活
存
置
要
請
援
助
方
の
請
願
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 
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日
程
第
十
七  

税
制
に
関
す
る
審
査
経
過
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
税
制
審
議
特
別
委
員
会
審
査
報
告
） 

  

五
月
二
十
五
日
（
二
日
目
） 

日
程
第
一 

都
市
合
併
研
究
特
別
委
員
会
委
員
数
の
決
定
並
び
に
委
員
の
選
任
に
つ
い
て
。 

日
程
第
二 

都
市
合
併
問
題
に
関
す
る
諸
調
査
研
究
に
つ
き
そ
の
審
査
終
了
迄
、
都
市
合
併
研
究
特
別
委

員
会
の
議
会
閉
会
中
継
続
審
査
を
な
さ
し
め
る
こ
と
に
つ
い
て
。 

日
程
第
三 

損
害
賠
償
請
求
亊
件
に
つ
い
て
。 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
九
号
） 

日
程
第
四 

都
市
計
画
区
域
の
拡
張
及
び
都
市
計
画
施
設
の
決
定
に
つ
い
て
。 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
諮
問
第
一
号
） 

  

五
月
二
十
六
日
（
三
日
目
） 

日
程
第
一
、
軍
使
用
地
問
題
の
處
理
に
関
す
る
審
査
経
過
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
特
別
委
員
会
審
査
報
告
） 

日
程
第
二
、
軍
使
用
地
問
題
折
衝
の
た
め
渡
米
せ
る
代
表
に
対
し
激
勵
打
電
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
十
七
番
議
員 

発
議
） 

日
程
第
三
、
都
市
計
画
区
域
の
拡
張
及
び
都
市
計
画
施
設
の
決
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
諮
問
第
一
号
） 
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一
九
五
五
年 

自
六
月
十
四
日 

至
六
月
二
十
八
日 

第
五
回
那
覇
市
議
会
（
定
例
会
）
会
議
録 

四
冊
の
内
四 

 

日 
 

程 

 

六
月
十
四
日
（
一
日
目
） 

日
程
第
一
、 

今
期
議
会
の
会
議
録
署
名
人
選
挙 

日
程
第
二
、 

今
期
議
会
の
会
期
を
定
め
る
こ
と 

日
程
第
三
、 

市
長
施
政
方
針
聽
取 

日
程
第
四
、 

一
九
五
四
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
を
求
め
る
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
号
） 

日
程
第
五
、 

一
九
五
四
年
度
那
覇
市
水
道
亊
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
を
求
め
る
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
一
号
） 

日
程
第
七
、 

一
九
五
四
年
度
首
里
市
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
を
求
め
る
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
三
号
） 

日
程
第
八
、 

一
九
五
四
年
度
小
禄
市
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
を
求
め
る
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
四
号
） 

日
程
第
九
、 

一
九
五
五
年
度
（
自 

一
九
五
四
年
七
月
一
日 

至 

一
九
五
四
年
八
月
三
十
一
日
）
首

里
市
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
を
求
め
る
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
五
号
） 

日
程
第
十
、 

一
九
五
五
年
度
（
自 

一
九
五
四
年
七
月
一
日 

至 

一
九
五
四
年
八
月
三
十
一
日
）
小

禄
村
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
を
求
め
る
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
六
号
） 

日
程
第
十
一
、
那
覇
市
部
課
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
七
号
） 

日
程
第
十
二
、
那
覇
市
選
挙
管
理
委
員
会
書
記
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
八
号
） 

日
程
第
十
三
、
那
覇
市
職
員
の
服
務
規
律
に
関
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
九
号
） 

日
程
第
十
四
、
那
覇
市
職
員
分
限
及
び
懲
戒
に
関
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
号
） 

日
程
第
十
五
、
那
覇
市
消
防
隊
に
関
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
一
号
） 

日
程
第
十
六
、
那
覇
市
立
職
業
補
導
所
条
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
二
号
） 
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日
程
第
十
七
、
那
覇
市
報
酬
及
び
費
用
弁
償
条
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
三
号
） 

日
程
第
十
八
、
那
覇
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
四
号
） 

日
程
第
十
九
、
那
覇
市
職
員
の
旅
費
支
給
条
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
五
号
） 

日
程
第
二
十
、
那
覇
市
職
員
退
職
金
支
給
の
特
例
に
関
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
六
号
） 

日
程
第
二
十
一
、
市
有
地
を
賃
貸
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
七
号
） 

日
程
第
二
十
二
、
市
営
住
宅
の
設
置
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
八
号
） 

日
程
第
二
十
三
、
市
債
を
起
す
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
九
号
） 

日
程
第
二
十
四
、
一
時
借
入
を
な
す
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
号
） 

日
程
第
二
十
五
、
一
九
五
六
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
予
算
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
一
号
） 

日
程
第
二
十
六
、
一
九
五
六
年
度
那
覇
市
水
道
亊
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
予
算
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
二
号
） 

日
程
第
二
十
七
、
一
九
五
六
年
度
那
覇
市
土
地
区
画
整
理
亊
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
予
算
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
三
号
） 

  

六
月
十
七
日
（
二
日
目
） 

日
程 

施
政
方
針
に
対
す
る
一
般
貭
疑 

  

六
月
十
八
日
（
三
日
目
） 

日
程
第
一 

都
市
計
画
亊
業
に
対
す
る
補
助
金
交
付
方
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
八
番 

十
七
番 

三
十
番 

議
員
提
出
決
議
案 

第
六
号
） 

日
程
第
二 

施
政
方
針
に
対
す
る
一
般
貭
疑 
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六
月
二
十
日
（
四
日
目
） 

第
一 

 

校
地
個
人
有
地
買
收
方
の
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
総
務
財
政
委
員
会
、
審
査
報
告
） 

第
二 

 
新
設
校
敷
地
確
保
方
の
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
文
教
厚
生
労
務
委
員
会
、
審
査
報
告
） 

第
三 

 

道
路
拡
張
並
び
に
下
水
溝
設
置
方
の
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
、
審
査
報
告
） 

第
四 

 

合
併
問
題
に
関
す
る
審
査
経
過
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
都
市
合
併
究
特
別
委
員
会
、
審
査
報
告
） 

第
五 

 

税
制
に
関
す
る
審
査
経
過
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
税
制
審
議
特
別
委
員
会
、
審
査
報
告
） 

第
六 

 

一
九
五
四
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
を
求
め
る
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
号
） 

第
七 

 

一
九
五
四
年
度
那
覇
市
水
道
亊
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
を
求
め
る
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
一
号
） 

第
八 

 

一
九
五
四
年
度
那
覇
市
電
気
亊
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
を
求
め
る
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
二
号
） 

第
九 

 

一
九
五
四
年
度
首
里
市
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
を
求
め
る
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
三
号
） 

第
十 

 

一
九
五
四
年
度
小
禄
村
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
を
求
め
る
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
四
号
） 

第
十
一 

一
九
五
五
年
度
（
自 

一
九
五
四
年
七
月
一
日 

至 

一
九
五
四
年
八
月
三
十
一
日
）
首
里
市

歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
を
求
め
る
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
五
号
） 

第
十
二 

一
九
五
五
年
度
（
自 

一
九
五
四
年
七
月
一
日 

至 

一
九
五
四
年
八
月
三
十
一
日
）
小
禄
村

歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
を
求
め
る
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
六
号
） 

第
十
三 

那
覇
市
部
課
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
七
号
） 

第
十
四 

那
覇
市
選
挙
管
理
委
員
会
書
記
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
八
号
） 

第
十
五 

那
覇
市
職
員
の
服
務
規
律
に
関
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
九
号
） 

第
十
六 

那
覇
市
職
員
分
限
及
び
懲
戒
に
関
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
号
） 
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第
十
七 

那
覇
市
消
防
隊
に
関
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
一
号
） 

第
十
八 
那
覇
市
立
職
業
補
導
所
条
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
二
号
） 

第
十
九 

那
覇
市
報
酬
及
び
費
用
弁
償
条
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
二
十
三
号
） 

第
二
十 

那
覇
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
四
号
） 

第
二
十
一 

那
覇
市
職
員
の
旅
費
支
給
条
例
制
定
に
つ
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
五
号
） 

第
二
十
二 

那
覇
市
職
員
退
職
金
支
給
の
特
例
に
関
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
六
号
） 

第
二
十
三 

市
有
地
を
賃
貸
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
二
十
七
号
） 

第
二
十
四 

市
営
住
宅
の
設
置
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
八
号
） 

第
二
十
五 

市
債
を
起
す
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
九
号
） 

第
二
十
六 

一
時
借
入
を
な
す
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
号
） 

第
二
十
七 

一
九
五
六
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
予
算
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
一
号
） 

第
二
十
八 

一
九
五
六
年
度
那
覇
市
水
道
亊
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
予
算
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
二
号
） 

第
二
十
九 

一
九
五
六
年
度
那
覇
市
土
地
区
画
整
理
亊
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
予
算
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
三
号
） 

  

六
月
二
十
八
日
（
五
日
目
） 

日
程
第
一
、 

那
覇
市
選
挙
管
理
委
員
並
び
に
同
補
充
員
の
選
挙 

日
程
第
二
、 

一
九
五
四
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
を
求
め
る
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
号
） 

日
程
第
三
、 

一
九
五
四
年
度
那
覇
市
水
道
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
を
求
め
る
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
一
号
） 

日
程
第
四
、 

一
九
五
四
年
度
那
覇
市
電
気
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
を
求
め
る
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
二
号
） 
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日
程
第
五
、 

一
九
五
四
年
度
首
里
市
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
を
求
め
る
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
三
号
） 

日
程
第
六
、 

一
九
五
四
年
度
小
禄
村
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
を
求
め
る
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
四
号
） 

日
程
第
七
、 
一
九
五
五
年
度
（
自 

一
九
五
五
年
七
月
一
日 

至 

一
九
五
五
年
八
月
三
十
一
日
）
首

里
市
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
を
求
め
る
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
五
号
） 

日
程
第
八
、 

一
九
五
五
年
度
（
自 

一
九
五
五
年
七
月
一
日 

至 

一
九
五
五
年
八
月
三
十
一
日
）
小

禄
村
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
を
求
め
る
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
六
号
） 

日
程
第
九
、 

那
覇
市
職
員
の
服
務
規
律
に
関
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
九
号
） 

日
程
第
十
、 

那
覇
市
職
員
分
限
及
び
懲
戒
に
関
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
号
） 

日
程
第
十
一
、
那
覇
市
消
防
隊
に
関
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
一
号
） 

日
程
第
十
二
、
那
覇
市
報
酬
及
び
費
用
弁
償
条
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
三
号
） 

日
程
第
十
三
、
那
覇
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
四
号
） 

日
程
第
十
四
、
那
覇
市
職
員
の
旅
費
支
給
条
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
五
号
） 

日
程
第
十
五
、
市
営
住
宅
設
置
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
八
号
） 

日
程
第
十
六
、
市
債
（
市
営
住
宅
）
を
起
す
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
九
号
） 

日
程
第
十
七
、
一
九
五
六
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
予
算
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
一
号
） 

日
程
第
十
八
、
一
九
五
六
年
度
那
覇
市
水
道
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
予
算
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
二
号
） 

日
程
第
十
九
、
一
九
五
六
年
度
那
覇
市
土
地
区
画
整
理
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
予
算
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
三
号
） 

日
程
第
二
十
、
在
日
凍
結
資
産
に
関
す
る
意
見
書
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
三
番
、
四
番
、
五
番
、
十
八
番
、
二
十
番
、
二
十
九
番
、
議
員
提
出
決
議
案
第
八
号
） 

日
程
追
加 

 

市
内
バ
ス
の
運
転
路
線
の
延
長
方
折
衝
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
七
番
議
員
發
議
） 
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一
九
五
五
年 

七
月
十
四
日 

第
六
回
那
覇
市
議
会
（
臨
時
会
）
会
議
録 

 

日 
 

程 

 

七
月
十
四
日 

日
程
第
一
、
今
期
議
会
の
会
議
録
署
人
選
挙 

日
程
第
二
、
今
期
議
会
の
会
期
を
定
め
る
こ
と 

日
程
第
三
、
那
覇
市
割
当
土
地
賃
貸
料
評
定
委
員
会
設
置
条
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
四
号
） 

日
程
第
四
、
一
九
五
六
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
追
加
予
算
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
五
号
） 

日
程
第
五
、
那
覇
市
割
当
土
地
賃
貸
料
評
定
委
員
及
び
同
補
充
委
員
の
任
命
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ

い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
六
号
） 
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一
九
五
五
年 

自
十
一
月
二
日 

至
十
一
月
二
十
二
日 

第
七
回
那
覇
市
議
会
（
臨
時
会
）
会
議
録 

三
冊
の
内
三 

 

日 
 

程 

 

十
一
月
二
日
（
一
日
目
） 

日
程
第
一 

 

議
長
選
挙 

日
程
第
二 

 

議
席
の
決
定 

日
程
第
三 

 

今
期
議
会
の
会
議
録
署
名
人
選
挙 

日
程
第
四 

 

副
議
長
選
挙 

日
程
第
五 

 

各
常
任
委
員
会
委
員
数
の
決
定
並
に
委
員
の
選
任 

日
程
第
六 

 

今
期
議
会
の
会
期
を
定
め
る
こ
と 

日
程
第
七 

 

上
水
道
資
材
の
購
入
に
関
す
る
契
約
の
専
決
処
分
の
報
告
及
び
承
認
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
七
號
） 

日
程
第
八 

 

那
覇
市
営
自
転
車
競
技
亊
業
を
施
行
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
八
號
） 

日
程
第
九 

 

自
転
車
競
技
場
設
置
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
九
號
） 

日
程
第
十 

 

市
有
地
を
賃
貸
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
號
） 

日
程
第
十
一 

那
覇
市
自
転
車
競
技
亊
業
特
別
会
計
設
置
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
一
號
） 

日
程
第
十
二 

市
債
を
起
す
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
二
號
） 

日
程
第
十
三 

一
九
五
六
年
度
那
覇
市
自
転
車
競
技
亊
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
豫
算
案 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
三
號
） 

  

十
一
月
四
日
（
二
日
目
） 

日
程
第
一
、
上
水
道
資
材
の
購
入
に
関
す
る
契
約
の
専
決
處
分
の
報
告
及
び
承
認
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
七
號
） 

日
程
第
二
、
那
覇
市
営
自
転
車
競
技
事
業
を
施
行
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
八
號
） 

日
程
第
三
、
自
転
車
競
技
場
設
置
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
九
號
） 
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日
程
第
四
、
市
有
地
を
賃
貸
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
號
） 

日
程
第
五
、
那
覇
市
自
転
車
競
技
事
業
特
別
会
計
設
置
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
一
號
） 

日
程
第
六
、
市
債
を
起
す
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
二
號
） 

日
程
第
七
、
一
九
五
六
年
度
那
覇
市
自
転
車
競
技
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
予
算
案 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
三
號
） 

  

十
一
月
八
日
（
三
日
目
） 

日
程
第
一
、
上
水
道
資
材
の
購
入
に
関
す
る
契
約
の
専
決
處
分
の
報
告
及
び
承
認
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
七
號
） 

日
程
第
二
、
銀
座
通
り
の
鋪
装
方
に
関
す
る
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

日
程
第
三
、
公
設
市
場
内
食
堂
並
び
に
衣
料
品
、
雑
貨
品
店
の
使
用
料
軽
減
方
の
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
總
務
財
政
委
員
会
審
査
報
告
） 

日
程
第
四
、
税
制
審
議
特
別
委
員
会
設
置
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
二
番
、
五
番
、
十
三
番
、
二
十
四
番
、
二
十
六
番 

議
員
提
出
決
議
案
第
九
號
） 

日
程
第
五
、
税
制
審
議
特
別
委
員
会
委
員
数
の
決
定
並
び
に
委
員
の
選
任
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
議
長
発
議
） 

日
程
第
六
、
都
市
合
併
特
別
委
員
会
設
置
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
二
番
、
三
番
、
四
番
、
五
番
、
六
番
、
七
番
、
二
十
一
番
、
二
十
二
番
、
二
十
三
番
、 

 
 

 
 

 
 

二
十
四
番
、
二
十
六
番
、
三
十
番 

議
員
提
出
決
議
案
第
十
號
） 

日
程
第
七
、
都
市
合
併
特
別
委
員
会
委
員
数
の
決
定
並
び
に
委
員
の
選
任
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
議
長
発
議
） 

日
程
第
八
、
那
覇
市
營
自
轉
車
競
技
亊
業
を
施
行
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
八
號
） 

日
程
第
九
、
自
転
車
競
技
場
設
置
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
九
號
） 

日
程
第
十
、
市
有
地
を
賃
貸
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
號
） 

日
程
第
十
一
、
那
覇
市
自
転
車
競
技
亊
業
特
別
会
計
設
置
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
一
號
） 

日
程
第
十
二
、
市
債
を
起
す
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
二
號
） 



一九五五年 第七回那覇市議会（臨時会）会議録 三冊の内三 48 

日
程
第
十
三
、
一
九
五
六
年
度
那
覇
市
自
転
車
競
技
亊
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
予
算
案 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
三
號
） 

日
程
第
十
四
、
奥
武
山
公
園
内
立
退
者
か
ら
の
移
転
費
恵
與
方
の
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
總
務
財
政
委
員
会
審
査
報
告
） 

日
程
第
十
五
、
今
期
議
会
の
会
期
を
延
長
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
議
長
発
議
） 

  

十
一
月
十
二
日
（
四
日
目
） 

日
程
第
一 

市
税
問
題
に
関
す
る
諸
調
査
研
究
に
つ
き
そ
の
審
査
終
了
迄
税
制
審
議
特
別
委
員
會
に
お
け

る
議
會
閉
會
中
の
継
続
審
査
を
な
さ
し
め
る
こ
と
に
つ
い
て 

日
程
第
二 

都
市
合
併
問
題
に
関
す
る
諸
調
査
研
究
に
つ
き
そ
の
審
査
終
了
迄
都
市
合
併
特
別
委
員
會
に

お
け
る
議
會
閉
會
中
の
継
続
調
査
を
な
さ
し
め
る
こ
と
に
つ
い
て 

日
程
第
三 

那
覇
市
営
自
転
車
競
技
亊
業
を
施
行
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
八
號
） 

日
程
第
四 

自
転
車
競
技
場
設
置
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
九
號
） 

日
程
第
五 

市
有
地
を
賃
貸
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
號
） 

日
程
第
六 

那
覇
市
自
転
車
競
技
亊
業
特
別
會
計
設
置
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
一
號
） 

日
程
第
七 

市
債
を
起
す
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
二
號
） 

日
程
第
八 

一
九
五
六
年
度
那
覇
市
自
転
車
競
技
亊
業
特
別
會
計
歳
入
歳
出
予
算
案 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
三
號
） 

日
程
第
九 

奥
武
山
公
園
内
立
退
者
か
ら
の
移
転
費
恵
与
方
の
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
總
務
財
政
委
員
會
審
査
報
告
） 

日
程
第
十 

今
期
議
会
の
会
期
再
延
長
の
件
に
つ
い
て 

  

十
一
月
二
十
二
日
（
五
日
目
） 

第
一 

議
案
第
四
十
三
号
の
内
容
変
更
同
意
に
つ
い
て 

第
二 

那
覇
市
営
自
転
車
競
技
亊
業
を
施
工
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
八
号
） 

第
三 

自
転
車
競
技
場
設
置
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
九
号
） 
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第
四 

市
有
地
を
賃
貸
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
号
） 

第
五 
那
覇
市
自
転
車
競
技
亊
業
特
別
会
計
設
置
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
一
号
） 

第
六 

市
債
を
起
す
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
二
号
） 

第
七 

一
九
五
六
年
度
那
覇
市
自
転
車
競
技
亊
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
予
算
案 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
三
号
） 

第
八 

奥
武
山
公
園
内
立
退
者
か
ら
の
移
転
費
恵
与
方
の
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 

（
総
務
財
政
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
九 

市
税
問
題
に
関
す
る
諸
調
査
研
究
に
つ
い
て 

 
 

 

（
税
制
審
議
特
別
委
員
会
審
査
経
過
報
告
） 
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一
九
五
五
年 

自
十
二
月
十
三
日 

至
十
二
月
二
十
一
日 

第
八
回
那
覇
市
議
会
（
定
例
会
）
会
議
録 

二
冊
の
内
二 

 

日 
 

程 

 

十
二
月
十
三
日
（
一
日
目
） 

日
程
第
一 

 

今
期
議
会
の
会
議
録
署
名
人
選
挙 

日
程
第
二 

 

今
期
議
会
の
会
期
を
定
め
る
こ
と 

日
程
第
三 

 

那
覇
市
職
制
及
び
定
員
條
例
の
一
部
を
改
正
す
る
條
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
四
号
） 

日
程
第
四 

 

那
覇
市
税
賦
課
徴
收
條
例
の
一
部
を
改
正
す
る
條
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
五
号
） 

日
程
第
五 

 

選
挙
関
係
人
の
出
頭
、
議
会
の
行
う
調
査
の
た
め
の
出
頭
及
び
公
聽
会
参
加
者
等
の
費
用

辨
償
條
例
の
一
部
を
改
正
す
る
條
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
六
号
） 

日
程
第
六 

 

土
地
所
有
権
の
和
解
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
七
号
） 

日
程
第
七 

 

所
属
未
定
地
を
那
覇
市
の
行
政
区
域
に
編
入
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
八
号
） 

日
程
第
八 

 

那
覇
市
行
政
区
域
の
一
部
町
の
区
域
を
変
更
す
る
こ
と
及
び
新
た
に
町
の
区
域
を
画
す
る

こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
九
号
） 

日
程
第
九 

 

市
営
靈
園
設
置
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
号
） 

日
程
第
十 

 

市
有
地
の
売
却
處
分
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
一
号
） 

日
程
第
十
一 

市
債
を
起
す
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
二
号
） 

日
程
第
十
二 

市
債
を
起
す
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
三
号
） 

日
程
第
十
三 

一
九
五
六
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
追
加
更
正
予
算
案 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
四
号
） 

日
程
第
十
四 

一
九
五
六
年
度
那
覇
市
水
道
亊
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
追
加
更
正
予
算
案 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
五
号
） 

日
程
第
十
五 

一
九
五
六
年
度
那
覇
市
土
地
区
画
整
理
亊
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
追
加
更
正
予
算
案 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
六
号
） 
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日
程
第
十
六 

都
市
計
画
施
設
決
定
の
変
更
及
び
追
加
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
諮
問
第
二
号
） 

日
程
第
十
七 

軍
用
地
問
題
の
処
理
に
関
す
る
特
別
委
員
会
設
置
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
二
番
、
五
番
、
十
番
、
十
一
番
、
十
七
番
、
二
十
番
、
二
十
六
番
、
三
十
番 

議
員 

 
 

 
 

 
 

 
提
出
決
議
案
第
十
一
号
） 

日
程
第
十
八 

軍
用
地
問
題
の
処
理
に
関
す
る
特
別
委
員
会
委
員
数
の
決
定
並
び
に
委
員
の
選
任 

 
 

 
 

 
 

（
議
長
発
議
） 

日
程
第
十
九 

合
併
問
題
に
関
す
る
審
査
経
過
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
都
市
合
併
特
別
委
員
会
審
査
報
告
） 

日
程
第
二
十 

市
税
問
題
に
関
す
る
審
査
経
過
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
税
制
審
議
特
別
委
員
会
審
査
報
告
） 

  

十
二
月
十
五
日
（
二
日
目
） 

日
程
第
一
、
那
覇
市
職
制
及
び
定
員
條
例
の
一
部
を
改
正
す
る
條
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
四
号
） 

日
程
第
二
、
那
覇
市
税
賦
課
徴
収
條
例
の
一
部
を
改
正
す
る
條
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
五
号
） 

日
程
第
三
、
選
擧
関
係
人
の
出
頭
、
議
会
の
行
う
調
査
の
た
め
の
出
頭
及
び
公
聴
会
参
加
者
等
の
費
用
辨

償
條
例
の
一
部
を
改
正
す
る
條
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
六
号
） 

日
程
第
四
、
土
地
所
有
権
の
和
解
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
七
号
） 

日
程
第
五
、
所
属
未
定
地
を
那
覇
市
の
行
政
区
域
に
編
入
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
八
号
） 

日
程
第
六
、
那
覇
市
行
政
区
域
の
一
部
、
町
の
区
域
を
変
更
す
る
こ
と
及
び
新
た
に
町
の
区
域
を
画
す
る

こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
九
号
） 

日
程
第
七
、
市
営
靈
園
設
置
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
号
） 

日
程
第
八
、
市
有
地
の
賣
却
處
分
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
一
号
） 

日
程
第
九
、
市
債
を
起
す
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
二
号
） 

日
程
第
十
、
市
債
を
起
す
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
三
号
） 
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日
程
第
十
一
、
一
九
五
六
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
追
加
更
正
豫
算
案 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
四
号
） 

日
程
第
十
二
、
一
九
五
六
年
度
那
覇
市
水
道
亊
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
追
加
更
正
豫
算
案 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
五
号
） 

日
程
第
十
三
、
一
九
五
六
年
度
那
覇
市
土
地
区
画
整
理
亊
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
追
加
更
正
豫
算
案 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
六
号
） 

日
程
第
十
四
、
都
市
計
画
施
設
決
定
の
変
更
及
び
追
加
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
諮
問
第
二
号
） 

日
程
追
加
、 

今
期
議
会
の
会
期
を
延
長
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
十
二
番
議
員
発
議
） 

  

十
二
月
二
十
一
日
（
三
日
目
） 

日
程
第
一
、
軍
用
地
問
題
の
解
決
を
見
る
迄
、
本
問
題
に
関
す
る
諸
調
査
研
究
に
つ
き
、
軍
用
地
問
題
の

處
理
に
関
す
る
特
別
委
員
會
に
お
い
て
、
議
會
閉
會
中
の
継
続
審
査
を
な
さ
し
め
る
こ
と
に
つ
い
て 

日
程
第
二
、
所
属
未
定
地
を
那
覇
市
の
行
政
區
域
に
編
入
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
八
號
） 

日
程
第
三
、
那
覇
市
行
政
區
域
の
一
部
町
の
区
域
を
変
更
す
る
こ
と
及
び
新
た
に
町
の
区
域
を
画
す
る
こ

と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
九
號
） 

日
程
第
四
、
市
營
靈
園
設
置
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
號
） 

日
程
第
五
、
市
有
地
の
賣
却
處
分
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
一
號
） 

日
程
第
六
、
市
債
を
起
す
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
二
號
） 

日
程
第
七
、
市
債
を
起
す
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
三
號
） 

日
程
第
八
、
一
九
五
六
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
追
加
更
正
予
算
案 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
四
號
） 

日
程
第
九
、
一
九
五
六
年
度
那
覇
市
水
道
事
業
特
別
會
計
歳
入
歳
出
追
加
更
正
予
算
案 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
五
號
） 

日
程
第
十
、 

一
九
五
六
年
度
那
覇
市
土
地
區
画
整
理
事
業
特
別
會
計
歳
入
歳
出
追
加
更
正
予
算
案 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
六
號
） 

日
程
第
十
一
、
監
査
委
員
の
選
任
同
意
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
七
號
） 
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日
程
第
十
二
、
都
市
計
画
施
設
決
定
の
変
更
及
び
追
加
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
諮
問
第
二
號
） 

日
程
第
十
三
、
都
市
計
画
審
議
會
委
員
選
擧 

日
程
第
十
四
、
那
覇
市
学
校
々
地
個
人
有
地
買
收
及
び
前
島
新
設
校
敷
地
確
保
方
の
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
総
務
財
政
委
員
會
審
査
経
過
報
告
） 

日
程
第
十
五
、
那
覇
市
公
設
市
場
露
店
商
人
立
退
移
動
中
止
に
関
す
る
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
総
務
財
政
委
員
會
審
査
経
過
報
告
） 

日
程
第
十
六
、
旧
首
里
市
大
中
坂
道
路
の
復
旧
改
修
方
に
関
す
る
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
會
審
査
経
過
報
告
） 

日
程
第
十
七
、
市
税
問
題
に
関
す
る
諸
調
査
研
究
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
税
制
審
議
特
別
委
員
會
審
査
経
過
報
告
） 

追
加
日
程 

 

民
間
防
衛
計
画
に
関
す
る
緊
急
質
問 

 
 

 
 

 
 

（
十
二
番
議
員
発
議
） 
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一
九
五
六
年 

自
二
月
二
十
八
日 

至
三
月
二
日 

第
九
回
那
覇
市
議
会
（
臨
時
会
）
会
議
録 

二
冊
の
内
二 

 

日 
 

程 

 

二
月
二
十
八
日
（
一
日
目
） 

日
程
第
一
、
今
期
議
會
の
會
議
録
署
名
人
選
擧 

日
程
第
二
、
今
期
議
會
の
會
期
を
定
め
る
こ
と 

日
程
第
三
、
市
債
を
起
す
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
一
號
） 

日
程
第
四
、
市
債
を
起
す
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
號
） 

日
程
第
五
、
一
九
五
六
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
追
加
更
正
豫
算
案 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
號
） 

日
程
第
六
、
一
九
五
六
年
度
那
覇
市
水
道
事
業
特
別
會
計
歳
入
歳
出
追
加
更
正
豫
算
案 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
號
） 

日
程
第
七
、
財
産
の
一
時
貸
付
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
號
） 

日
程
第
八
、
市
税
問
題
に
関
す
る
諸
調
査
研
究
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
税
制
審
議
特
別
委
員
會
審
査
結
果
報
告
） 

  

三
月
一
日
（
二
日
目
） 

日
程
第
一
、
市
債
を
起
す
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
一
號
） 

日
程
第
二
、
市
債
を
起
す
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
號
） 

日
程
第
三
、
一
九
五
六
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
追
加
更
正
豫
算
案 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
號
） 

日
程
第
四
、
一
九
五
六
年
度
那
覇
市
水
道
事
業
特
別
會
計
歳
入
歳
出
追
加
更
正
豫
算
案 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
號
） 

日
程
第
五
、
財
産
の
一
時
貸
付
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
號
） 
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三
月
二
日
（
三
日
目
） 

日
程
第
一
、
市
債
を
起
す
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
一
号
） 

日
程
第
二
、
市
債
を
起
す
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
号
） 

日
程
第
三
、
一
九
五
六
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
追
加
更
正
予
算
案 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
号
） 

日
程
第
四
、
一
九
五
六
年
度
那
覇
市
水
道
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
追
加
更
正
予
算
案 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
号
） 

日
程
第
五
、
特
別
補
助
金
交
付
に
関
し
民
政
府
に
謝
意
表
明
の
た
め
議
会
代
表
派
遣
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
二
八
番
議
員
発
議
） 

日
程
第
六
、
財
産
の
一
時
貸
付
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
号
） 

   



一九五六年 第十回那覇市議会（定例会）会議録 56 

一
九
五
六
年 

自
三
月
二
十
八
日 

至
四
月
六
日 

第
十
回
那
覇
市
議
会
（
定
例
会
）
会
議
録 

 

日 
 

程 

 

三
月
二
十
八
日
（
一
日
目
） 

日
程
第
一
、
今
期
議
会
の
会
議
録
署
名
人
選
挙 

日
程
第
二
、
今
期
議
会
の
会
期
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て 

日
程
第
三
、
那
覇
市
清
掃
条
例
案 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
号
） 

日
程
第
四
、
那
覇
市
教
育
税
賦
課
徴
収
条
例
案 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
号
） 

日
程
第
五
、
那
覇
市
営
住
宅
管
理
条
例
案 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
八
号
） 

日
程
第
六
、
上
水
道
資
材
購
入
契
約 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
九
号
） 

日
程
第
七
、
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
設
置
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
号
） 

日
程
第
八
、
一
般
会
計
起
債
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
一
号
） 

日
程
第
九
、
一
九
五
六
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
追
加
予
算
案 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
二
号
） 

日
程
第
十
、
特
別
補
助
事
業
費
及
び
起
債
事
業
費
の
繰
起
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
三
号
） 

日
程
第
十
一
、
子
供
遊
び
場
設
置
方
の
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
文
教
厚
生
労
務
委
員
会
審
査
報
告
） 

  

三
月
三
十
日
（
二
日
目
） 

日
程
第
一 

那
覇
市
清
掃
条
例
案 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
号
） 

日
程
第
二 

那
覇
市
教
育
税
賦
課
徴
收
条
例
案 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
号
） 

日
程
第
三 

那
覇
市
営
住
宅
管
理
条
例
案 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
八
号
） 
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日
程
第
四 

上
水
道
資
材
購
入
契
約 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
九
号
） 

日
程
第
五 

バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
設
置
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
（
市
長
提
出
議
案
第
十
号
） 

日
程
第
六 

一
般
会
計
起
債
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
一
号
） 

日
程
第
七 

一
九
五
六
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
追
加
予
算
案 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
二
号
） 

日
程
第
八 

特
別
補
助
事
業
費
及
び
起
債
事
業
費
の
繰
越
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
三
号
） 

  

四
月
四
日
（
三
日
目
） 

日
程
第
一 

那
覇
市
清
掃
条
例
案 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
号
） 

日
程
第
二 

那
覇
市
教
育
税
賦
課
徴
收
条
例
案 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
号
） 

日
程
第
三 

那
覇
市
営
住
宅
管
理
条
例
案 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
八
号
） 

日
程
第
四 

上
水
道
資
材
購
入
契
約 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
九
号
） 

日
程
第
五 

バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
設
置
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
号
） 

日
程
第
六 

一
般
会
計
起
債
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
一
号
） 

日
程
第
七 

今
期
議
会
の
会
期
を
延
長
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
議
長
発
議
） 

日
程
第
八 

市
税
問
題
の
調
査
研
究
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
税
制
審
議
特
別
委
員
会
審
査
経
過
報
告
） 

日
程
第
九 

臨
時
出
納
検
査
立
会
人
の
互
選
に
つ
い
て 

  

四
月
六
日
（
四
日
目
） 

日
程
第
一
、
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
設
置
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
號
） 
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日
程
第
二
、
一
般
會
計
起
債
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
一
號
） 

日
程
第
三
、
一
九
五
六
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
歳
追
加
予
算
案 

 
 

 
 

 
（
市
長
提
出
議
案
第
十
二
號
） 

日
程
第
四
、
特
別
補
助
亊
業
費
及
び
起
債
亊
業
費
の
繰
越
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
三
號
） 
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一
九
五
六
年 

五
月
十
日 

第
十
一
回
那
覇
市
議
会
（
臨
時
会
）
会
議
録 

 

日 
 

程 

 

五
月
十
日 

日
程
第
一
、
今
期
議
会
の
会
議
録
署
名
人
選
挙 

日
程
第
二
、
今
期
議
会
の
会
期
を
定
め
る
こ
と 

日
程
第
三
、
一
九
五
六
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
追
加
更
正
予
算 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
四
号
） 

日
程
第
四
、
桜
坂
中
通
り
鋪
装
方
に
関
す
る
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
建
設
委
員
会
審
査
結
果
報
告
） 

日
程
第
五
、
九
区
住
民
代
表
提
出
に
係
る
道
路
改
修
方
の
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
建
設
委
員
会
審
査
結
果
報
告
） 

日
程
第
六
、
首
里
鳥
堀
区
佐
久
本
政
良
外
十
一
名
提
出
に
係
る
道
路
拡
張
並
び
に
改
修
方
の
陳
情
に
つ
い

て 

 
 

 
 

 

（
建
設
委
員
会
審
査
結
果
報
告
） 

日
程
第
七
、
那
覇
市
六
、
七
区
道
路
下
水
溝
改
修
方
の
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
建
設
委
員
会
審
査
結
果
報
告
） 

日
程
第
八
、
那
覇
市
八
区
十
二
組
、
十
三
組
道
路
改
修
方
の
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
建
設
委
員
会
審
査
結
果
報
告
） 
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一
九
五
六
年 

自
六
月
五
日 

至
六
月
二
十
五
日 

 
第
十
二
回
那
覇
市
議
会
（
定
例
会
）
会
議
録 

四
冊
の
内
三 

 

日 
 

程 

 

六
月
五
日
（
一
日
目
） 

日
程
第
一 

今
期
議
会
の
会
議
録
署
名
人
選
挙 

日
程
第
二 

今
期
議
会
の
会
期
を
定
め
る
こ
と 

日
程
第
三 

市
長
の
施
政
方
針
聽
取 

日
程
第
四 

一
九
五
五
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
決
算 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
五
号
） 

日
程
第
五 

一
九
五
五
年
度
那
覇
市
水
道
亊
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
六
号
） 

日
程
第
六 

一
九
五
五
年
那
覇
市
区
画
整
理
亊
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
七
号
） 

日
程
第
七 

一
九
五
六
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
更
正
予
算 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
八
号
） 

日
程
第
八 

那
覇
市
職
員
定
数
条
例 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
九
号
） 

日
程
第
九 

那
覇
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
号
） 

日
程
第
十 

那
覇
市
職
員
退
職
金
支
給
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
一
号
） 

日
程
第
十
一 

那
覇
市
報
酬
及
び
費
用
弁
償
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
二
号
） 

日
程
第
十
二 

那
覇
市
職
員
の
旅
費
支
給
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
三
号
） 

日
程
第
十
三 

那
覇
市
消
防
隊
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
四
号
） 

日
程
第
十
四 

那
覇
市
職
員
分
限
及
び
懲
戒
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
五
号
） 

日
程
第
十
五 

那
覇
市
役
所
支
所
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
六
号
） 

日
程
第
十
六 

泊
港
々
務
所
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
七
号
） 
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日
程
第
十
七 

泊
港
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
八
号
） 

日
程
第
十
八 

泊
港
々
湾
施
設
管
理
使
用
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
九
号
） 

日
程
第
十
九 
那
覇
市
水
道
給
水
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
号
） 

日
程
第
二
十 

那
覇
市
立
職
業
補
導
所
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
一
号
） 

日
程
第
二
十
一 

那
覇
市
手
数
料
徴
收
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
二
号
） 

日
程
第
二
十
二 

那
覇
市
宿
所
提
供
施
設
条
例 

 
 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
三
号
） 

日
程
第
二
十
三 

土
地
賃
貸
借
契
約
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
四
号
） 

日
程
第
二
十
四 

沖
縄
銀
行
株
式
購
入
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
五
号
） 

日
程
第
二
十
五 

那
覇
綜
合
運
動
場
設
置
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
六
号
） 

日
程
第
二
十
六 

泊
ポ
ー
ト
・
タ
ー
ミ
ナ
ル
設
置
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
七
号
） 

日
程
第
二
十
七 

一
般
会
計
起
債
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
八
号
） 

日
程
第
二
十
八 

財
産
の
売
却
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
九
号
） 

日
程
第
二
十
九 

一
時
借
入
を
な
す
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
号
） 

日
程
第
三
十 

一
九
五
七
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
予
算 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
一
号
） 

日
程
第
三
十
一 

一
九
五
七
年
度
那
覇
市
水
道
亊
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
予
算 

 
 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
二
号
） 

日
程
第
三
十
二 

一
九
五
七
年
度
那
覇
市
土
地
区
画
整
理
亊
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
予
算 

 
 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
三
号
） 

日
程
第
三
十
三 

一
九
五
七
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
追
加
予
算 

 
 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
四
号
） 

日
程
第
三
十
四 

那
覇
市
営
住
宅
管
理
条
例 

 
 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
八
号
） 
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日
程
第
三
十
五 

市
税
問
題
に
関
す
る
諸
調
査
研
究
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 

（
税
制
審
議
特
別
委
員
会
審
査
結
果
報
告
） 
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一
九
五
六
年 

自
六
月
五
日 

至
六
月
二
十
五
日 

第
十
二
回
那
覇
市
議
会
（
定
例
会
）
会
議
録 

四
冊
の
内
四 

 

日 
 

程 

 

六
月
十
一
日
（
二
日
目
） 

施
政
方
針
に
対
す
る
一
般
貭
疑 

  

六
月
十
二
日
（
三
日
目
） 

日
程
第
一
、
首
里
四
〇
号
線
（
山
川
入
口
よ
り
当
蔵
を
経
て
鳥
堀
三
叉
路
に
至
る
）
道
路
舗
装
方
に
つ
い

て 

 
 

 
 

 

（
二
番
、
十
三
番
、
十
八
番
、
十
九
番
、
二
十
四
番
、
二
十
八
番 

議
員
提
出
決
議
案 

 
 

 
 

 
 

第
一
号
） 

日
程
第
二
、
施
政
方
針
に
対
す
る
一
般
貭
疑 

  

六
月
十
三
日
（
四
日
目
） 

日
程
第
一 

一
九
五
五
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
決
算 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
五
号
） 

日
程
第
二 

一
九
五
五
年
度
那
覇
市
水
道
亊
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
六
号
） 

日
程
第
三 

一
九
五
五
年
度
那
覇
市
区
画
整
理
亊
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
七
号
） 

日
程
第
四 

一
九
五
六
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
更
正
予
算 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
八
号
） 

日
程
第
五 

那
覇
市
職
員
定
数
条
例 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
九
号
） 

日
程
第
六 

那
覇
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
号
） 

日
程
第
七 

那
覇
市
職
員
退
職
金
支
給
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
一
号
） 

日
程
第
八 

那
覇
市
報
酬
及
び
費
用
弁
償
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
二
号
） 

日
程
第
九 

那
覇
市
職
員
の
旅
費
支
給
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
三
号
） 
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日
程
第
十 

那
覇
市
消
防
隊
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
四
号
） 

日
程
第
十
一 

那
覇
市
職
員
分
限
及
び
懲
戒
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
二
十
五
号
） 

日
程
第
十
二 
那
覇
市
役
所
支
所
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
六
号
） 

日
程
第
十
三 

泊
港
々
務
所
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
七
号
） 

日
程
第
十
四 

泊
港
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
八
号
） 

日
程
第
十
五 

泊
港
々
湾
施
設
管
理
使
用
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
九
号
） 

日
程
第
十
六 

那
覇
市
水
道
給
水
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
号
） 

日
程
第
十
七 

那
覇
市
立
職
業
補
導
所
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
一
号
） 

日
程
第
十
八 

那
覇
市
手
数
料
徴
收
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
二
号
） 

日
程
第
十
九 

那
覇
市
宿
所
提
供
施
設
条
例 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
三
号
） 

日
程
第
二
十 

土
地
賃
貸
借
契
約
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
四
号
） 

日
程
第
二
十
一 

沖
縄
銀
行
株
式
購
入
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
五
号
） 

日
程
第
二
十
二 

那
覇
綜
合
運
動
場
設
置
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
六
号
） 

日
程
第
二
十
三 

泊
ポ
ー
ト
タ
ー
ミ
ナ
ル
設
置
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
七
号
） 

日
程
第
二
十
四 

一
般
会
計
起
債
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
八
号
） 

日
程
第
二
十
五 

財
産
の
売
却
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
九
号
） 

日
程
第
二
十
六 

一
時
借
入
を
な
す
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
号
） 

日
程
第
二
十
七 

一
九
五
七
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
予
算 

 
 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
一
号
） 
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日
程
第
二
十
八 

一
九
五
七
年
度
那
覇
市
水
道
亊
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
予
算 

 
 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
二
号
） 

日
程
第
二
十
九 

一
九
五
七
年
度
那
覇
市
土
地
区
画
整
理
亊
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
予
算 

 
 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
三
号
） 

日
程
第
三
十 
一
九
五
七
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
追
加
予
算 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
四
号
） 

日
程
第
三
十
一 

那
覇
市
営
住
宅
管
理
条
例 

 
 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
八
号
） 

  

六
月
十
五
日
（
五
日
目
） 

軍
用
地
問
題
に
議
会
の
意
思
表
示
に
つ
い
て 

（
二
番
、
六
番
、
二
十
番
、
三
十
番
議
員
発
議
） 

  

六
月
二
十
五
日
（
六
日
目
） 

日
程
第
一 

那
覇
市
営
住
宅
管
理
条
例 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
八
号
） 

日
程
第
二 

一
九
五
五
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
決
算 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
五
号
） 

日
程
第
三 

一
九
五
五
年
度
那
覇
市
水
道
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
六
号
） 

日
程
第
四 

一
九
五
五
年
度
那
覇
市
区
画
整
理
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
一
七
号
） 

日
程
第
五 

一
九
五
六
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
更
正
予
算 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
八
号
） 

日
程
第
六 

那
覇
市
職
員
定
数
条
例 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
九
号
） 

日
程
第
七 

那
覇
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
号
） 

日
程
第
八 

那
覇
市
職
員
退
職
金
支
給
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
一
号
） 

日
程
第
九 

那
覇
市
報
酬
及
び
費
用
弁
償
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
二
号
） 

日
程
十 

 

那
覇
市
職
員
の
旅
費
支
給
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
三
号
） 
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日
程
十
一 

那
覇
市
消
防
隊
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
四
号
） 

日
程
十
二 

那
覇
市
職
員
分
限
及
び
懲
戒
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
五
号
） 

日
程
十
三 

那
覇
市
役
所
支
所
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
六
号
） 

日
程
十
四 

泊
港
務
所
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
二
十
七
号
） 

日
程
十
五 

泊
港
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
八
号
） 

日
程
十
六 

泊
港
々
湾
施
設
管
理
使
用
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
九
号
） 

日
程
第
十
七 

那
覇
市
水
道
給
水
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
号
） 

日
程
第
十
八 

那
覇
市
立
職
業
補
導
所
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
一
号
） 

日
程
第
十
九 

那
覇
市
手
数
料
徴
收
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
二
号
） 

日
程
第
二
十 

那
覇
市
宿
所
提
供
施
設
条
例 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
三
号
） 

日
程
第
二
十
一 

土
地
賃
貸
借
契
約
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
三
十
四
号
） 

日
程
第
二
十
二 

沖
縄
銀
行
株
式
購
入
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
五
号
） 

日
程
第
二
十
三 

那
覇
市
綜
合
運
動
場
設
置
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
六
号
） 

日
程
第
二
十
四 

泊
ポ
ー
ト
タ
ー
ミ
ナ
ル
設
置
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
七
号
） 

日
程
第
二
十
五 

一
般
会
計
起
債
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
八
号
） 

日
程
第
二
十
六 

財
産
の
売
却
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
九
号
） 

日
程
第
二
十
七 

一
時
借
入
を
な
す
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
号
） 

日
程
第
二
十
八 

一
九
五
七
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
予
算 

 
 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
一
号
） 
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日
程
第
二
十
九 

一
九
五
七
年
度
那
覇
市
水
道
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
予
算 

 
 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
二
号
） 

日
程
第
三
十 

一
九
五
七
年
度
那
覇
市
区
画
整
理
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
予
算 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
三
号
） 

日
程
第
三
十
一 
一
九
五
七
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
追
加
予
算 

 
 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
四
号
） 

日
程
第
三
十
二 

土
地
賃
貸
契
約
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
五
号
） 

日
程
第
三
十
三 

町
名
の
変
更
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
六
号
） 

日
程
第
三
十
四
、
開
南
交
番
所
前
か
ら
中
央
農
業
研
究
指
導
所
前
交
点
迄
の
道
路
鋪
装
方
に
つ
い
て
、 

 
 

 
 

 
 

 

（
三
番
、
四
番
、
七
番
、
二
十
三
番
、
二
十
九
番
議
員
提
出
決
議
案
第
二
号
） 

日
程
第
三
十
五
、
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
地
下
室
建
設
寄
附
受
領
に
つ
い
て
、 

 
 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
七
号
） 

日
程
第
三
十
六
、
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
本
館
地
下
室
の
使
用
に
関
す
る
契
約
に
つ
い
て
、 

 
 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
八
号
） 

日
程
第
三
十
七
、
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
本
館
新
築
工
事
請
負
契
約 

 
 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
九
号
） 
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一
九
五
六
年 

自
七
月
二
十
日 

至
七
月
二
十
三
日 

 
第
十
三
回
那
覇
市
議
会
（
臨
時
会
）
会
議
録 

二
冊
の
内
二 

 

日 
 

程 

 

七
月
二
十
日
（
一
日
目
） 

日
程
第
一 

 

今
期
議
会
の
会
議
録
署
名
人
選
挙 

日
程
第
二 

 

今
期
議
会
の
会
期
を
定
め
る
こ
と 

日
程
第
三 

 

バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
地
下
室
建
設
寄
附
受
領
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
七
号
） 

日
程
第
四 

 

バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
本
舘
地
下
室
使
用
に
関
す
る
契
約
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
八
号
） 

日
程
第
五 

 

バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
本
舘
新
築
工
事
請
負
契
約 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
九
号
） 

日
程
第
六 

 

議
案
の
内
容
変
更
同
意
に
つ
い
て 

日
程
第
七 

 

七
号
線
起
点
（
那
覇
港
入
口
）
よ
り
ペ
リ
ー
小
禄
海
岸
線
通
り
を
経
て
小
禄
高
良
線
の
道

路
鋪
装
方
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
五
、
六
、
一
〇
、
十
七
、
二
十
六
、
三
〇
番
議
員
提
出 
決
議
案
第
三
号
） 

日
程
第
八 

 

固
定
資
産
の
評
価
に
関
す
る
技
術
的
援
助
方
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
税
制
審
議
特
別
委
員
会
審
査
経
過
並
に
結
果
報
告
） 

日
程
第
九 

 

那
覇
市
学
校
々
地
個
人
有
地
買
収
及
び
前
島
町
新
設
校
敷
地
確
保
方
の
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
総
務
財
政
委
員
会
審
査
経
過
並
に
結
果
報
告
） 

日
程
第
十 

 

那
覇
市
公
設
市
場
露
天
商
人
立
退
移
動
中
止
に
関
す
る
陳
情
に
つ
い
て
（
二
件
） 

 
 

 
 

 
 

（
総
務
財
政
委
員
会
審
査
経
過
並
に
結
果
報
告
） 

日
程
第
十
一 

軍
用
地
問
題
に
関
す
る
緊
急
貭
問 

日
程
第
十
二 

永
年
勤
続
市
吏
員
の
退
隠
料
支
給
方
の
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
総
務
財
政
委
員
会
審
査
経
過
並
に
結
果
報
告
） 

日
程
第
十
三 

商
工
会
議
所
へ
の
補
助
に
関
す
る
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
総
務
財
政
委
員
会
審
査
経
過
並
に
結
果
報
告
） 

日
程
第
十
四 

那
覇
市
軍
用
土
地
委
員
会
経
費
補
助
方
の
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
総
務
財
政
委
員
会
審
査
経
過
並
に
結
果
報
告
） 

日
程
第
十
五 

興
行
税
撤
廃
に
関
す
る
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
総
務
財
政
委
員
会
審
査
経
過
並
に
結
果
報
告
） 

日
程
第
十
六 

那
覇
市
清
掃
条
例
改
正
方
の
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
文
教
厚
生
労
務
委
員
審
査
経
過
並
に
結
果
報
告
） 
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日
程
第
十
七 

汚
物
取
扱
業
者
の
生
活
権
保
護
方
の
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
文
教
厚
生
労
務
委
員
会
審
査
経
過
並
に
結
果
報
告
） 

日
程
第
十
八 

公
共
建
物
撤
去
方
の
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
文
教
厚
生
労
務
委
員
会
審
査
経
過
並
に
結
果
報
告
） 

 

七
月
二
十
三
日
（
二
日
目
） 

第
一 

 

バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
地
下
室
建
設
寄
附
受
領
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
七
号
） 

第
二 

 

バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
本
舘
地
下
室
使
用
に
関
す
る
契
約
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
八
号
） 

第
三 

 

バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
本
舘
新
築
工
事
請
負
契
約 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
九
号
） 

第
四 

 

議
案
撤
回
同
意
に
つ
い
て 

第
五 

 

軍
用
地
問
題
に
関
す
る
緊
急
貭
問 

 
 

 
 

（
十
二
番
議
員
発
議
） 

第
六 

 

首
里
大
中
坂
道
路
の
復
旧
改
修
方
に
関
す
る
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
経
過
並
に
結
果
報
告
） 

第
七 

 

バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
建
設
に
伴
う
横
断
道
路
開
設
方
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
経
過
並
に
結
果
報
告
） 

第
八 

 

城
南
小
学
校
へ
水
道
敷
設
方
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
経
過
並
に
結
果
報
告
） 

第
九 

 

高
良
区
よ
り
新
部
落
間
の
道
路
拡
張
に
関
す
る
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
経
過
並
に
結
果
報
告
） 

第
十 

 

宇
栄
原
よ
り
小
禄
運
輸
前
に
通
ず
る
道
路
拡
張
に
関
す
る
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
経
過
並
に
結
果
報
告
） 

第
十
一 

高
良
バ
ス
停
留
所
よ
り
政
府
道
小
禄
仲
地
線
支
点
迄
の
道
路
改
修
方
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
経
過
並
に
結
果
報
告
） 

第
十
二 

具
志
区
内
主
幹
橋
梁
増
設
並
び
に
土
手
補
修
方
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
経
過
並
に
結
果
報
告
） 

第
十
三 

沖
配
電
松
尾
支
店
よ
り
琉
球
政
府
及
び
立
法
院
へ
通
ず
る
道
路
排
水
溝
の
鋪
装
修
理
に
関
す
る

陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
経
過
並
に
結
果
報
告
） 

第
十
四 

弁
ヶ
岳
道
路
新
設
並
に
改
修
方
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
経
過
並
に
結
果
報
告
） 

第
十
五 

競
輪
亊
業
施
行
に
つ
い
て
の
會
社
と
の
契
約
解
除
方
に
関
す
る
緊
急
貭
問 

 
 

 
 

（
二
十
四
番
議
員
発
議
） 
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一
九
五
六
年 

自
九
月
十
一
日 

至
九
月
十
五
日 

 
第
十
四
回
那
覇
市
議
会
（
定
例
会
）
会
議
録 

 

日 
 

程 

 

九
月
十
一
日
（
一
日
目
） 

日
程
第
一
、 

今
期
議
会
の
会
議
録
署
名
人
選
挙 

日
程
第
二
、 

今
期
議
会
の
会
期
を
定
め
る
こ
と 

日
程
第
三
、 

暴
風
被
害
対
策
に
関
す
る
緊
急
貭
問 

 
 

 
 

 
 

（
二
番
議
員
発
議
） 

日
程
第
四
、 

那
覇
市
税
賦
課
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
号
） 

日
程
第
五
、 

工
事
そ
の
他
請
負
契
約
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
一
号
） 

日
程
第
六
、 

土
地
賃
貸
借
契
約 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
二
号
） 

日
程
第
七
、 

土
地
の
取
得 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
三
号
） 

日
程
第
八
、 

土
地
売
却
契
約 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
四
号
） 

日
程
第
九
、 

建
物
（
公
衆
便
所
）
の
撤
去 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
五
号
） 

日
程
第
十
、 

一
九
五
七
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
追
加
予
算 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
六
号
） 

日
程
第
十
一
、
琉
球
造
船
株
式
会
社
提
出
に
係
る
借
地
料
免
除
方
の
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
総
務
財
政
委
員
会
審
査
結
果
報
告
） 

日
程
第
十
二
、
公
設
市
場
内
米
穀
商
人
か
ら
の
露
天
商
人
立
退
移
動
方
の
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
総
務
財
政
委
員
会
審
査
結
果
報
告
） 

日
程
第
十
三
、
公
設
市
場
内
米
款
商
の
縁
側
撤
去
取
消
方
の
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
総
務
財
政
委
員
会
審
査
結
果
報
告
） 

日
程
第
十
四
、
興
行
税
撤
廃
に
関
す
る
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
総
務
財
政
委
員
会
審
査
結
果
報
告
） 

日
程
第
十
五 

那
覇
市
四
区
七
組
宜
保
産
婦
人
科
医
院
前
排
水
溝
の
完
備
方
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
結
果
報
告
） 

日
程
第
十
六 

那
覇
市
十
一
区
七
組
八
組
の
排
水
溝
設
置
の
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
結
果
報
告
） 
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日
程
第
十
七 

那
覇
市
首
里
当
蔵
区
四
班
に
沿
ふ
公
道
旧
津
嘉
山
小
路
、
道
路
補
修
方
の
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
結
果
報
告
） 

日
程
第
十
八 

睦
橋
か
ら
沖
映
間
の
屋
台
店
存
置
方
の
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
結
果
報
告
） 

  

九
月
十
三
日
（
二
日
目
） 

日
程
第
一
、
那
覇
税
賦
課
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
号
） 

日
程
第
二
、
工
亊
そ
の
他
請
負
契
約
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
一
号
） 

日
程
第
三
、
土
地
賃
貸
借
契
約 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
二
号
） 

日
程
第
四
、
土
地
の
取
得 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
三
号
） 

日
程
第
五
、
土
地
売
却
契
約 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
四
号
） 

日
程
第
六
、
建
物
（
公
衆
便
所
）
の
撤
去 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
五
号
） 

日
程
第
七
、
一
九
五
七
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
追
加
予
算 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
六
号
） 

  

九
月
十
五
日
（
三
日
目
） 

日
程
第
一
、
那
覇
市
税
賦
課
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
号
） 

日
程
第
二
、
工
事
そ
の
他
請
負
契
約
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
一
号
） 

日
程
第
三
、
土
地
賃
貸
借
契
約 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
二
号
） 

日
程
第
四
、
一
九
五
七
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
追
加
予
算 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
六
号
） 

日
程
第
五
、
颱
風
災
害
復
旧
費
捕
助
方
の
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
二
番
、
十
一
番
、
十
二
番
、
十
九
番
、
二
十
六
番
議
員
提
出
決
議
案
第
四
号
） 

日
程
第
六
、
市
政
に
関
す
る
緊
急
貭
問 
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一
九
五
六
年 

十
一
月
十
日 

第
十
五
回
那
覇
市
議
会
（
臨
時
会
）
会
議
録 

 

日 
 

程 

 

十
一
月
十
日 

日
程
第
一
、
今
期
議
会
の
会
議
録
署
名
人
選
挙 

日
程
第
二
、
今
期
議
会
の
会
期
を
定
め
る
こ
と 

日
程
第
三
、
市
長
の
法
定
期
日
前
退
職
同
意
を
求
め
る
に
つ
い
て 
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一
九
五
六
年 

十
二
月
四
日 

第
十
六
回
那
覇
市
議
会
（
定
例
会
）
会
議
録 

 

日 
 

程 

 

十
二
月
四
日 

第
一 

今
期
議
會
の
會
議
録
署
名
人
選
擧 

第
二 

今
期
議
會
の
會
期
を
定
め
る
こ
と 

第
三 

那
覇
市
職
員
に
対
す
る
一
九
五
七
年
度
期
末
手
当
支
給
に
関
す
る
條
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
七
號
） 

第
四 

一
九
五
七
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
追
加
豫
算 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
八
號
） 

第
五 

泊
ポ
ー
ト
タ
ー
ミ
ナ
ル
新
築
工
事
に
関
す
る
契
約
の
専
決
處
分
の
報
告
及
び
承
認
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
九
號
） 

第
六 

那
覇
、
真
和
志
両
市
の
合
併
問
題
に
つ
い
て 

 
 

 

（
都
市
合
併
研
究
特
別
委
員
会
審
査
経
過
報
告
） 

第
七 

宝
口
線
補
修
工
事
施
行
方
の
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 

（
建
設
委
員
会
審
査
結
果
報
告
） 

第
八 

末
吉
、
内
間
線
補
修
工
事
施
行
方
の
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 

（
建
設
委
員
会
審
査
結
果
報
告
） 

第
九 

汀
良
く
ん
ど
も
い
線
土
留
石
垣
築
造
方
の
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 

（
建
設
委
員
会
審
査
結
果
報
告
） 
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一
九
五
七
年 

自
一
月
二
十
八
日 

至
二
月
七
日 

第
十
七
回
那
覇
市
議
会
（
臨
時
会
）
会
議
録 

 

日 
 

程 

 

一
月
二
十
八
日
（
一
日
目
） 

第
一
、
今
期
議
会
の
会
議
録
署
名
人
選
挙 

第
二
、
今
期
議
会
の
会
期
を
定
め
る
こ
と 

第
三
、
一
九
五
七
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
追
加
予
算 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
一
号
） 

第
四
、
市
長
の
施
政
方
針
に
つ
い
て 

  

一
月
三
十
日
（
二
日
目
） 

一
九
五
七
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
追
加
予
算 

（
市
長
提
出
議
案
第
一
号
） 

  

二
月
二
日
（
三
日
目
） 

日
程
第
一 

都
市
計
画
亊
業
促
進
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
五
番 

九
番 

二
十
番 

議
員
発
議
） 

日
程
第
二 

水
道
亊
業
促
進
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
十
四
番 

二
十
三
番 

二
十
五
番
議
員
発
議
） 

日
程
第
三 

区
画
整
理
亊
業
促
進
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
十
五
番 

十
九
番 

二
十
七
番
議
員
発
議
） 

日
程
第
四 

農
研
所
移
転
問
題
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
二
十
四
番 

二
十
八
番 

三
十
番
議
員
発
議
） 

日
程
第
五 

資
金
凍
結
解
除
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
二
十
二
番 

二
十
六
番 

二
十
九
番
議
員
発
議
） 

  

二
月
四
日
（
四
日
目
） 

日
程
第
一 

都
市
計
画
亊
業
促
進
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
五
番
、
九
番
、
二
十
番
議
員
発
議
） 

日
程
第
二 

水
道
亊
業
促
進
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
十
四
番
、
二
十
三
番
、
二
十
五
番
議
員
発
議
） 
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日
程
第
三 

区
画
整
理
亊
業
促
進
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
十
五
番
、
十
九
番
、
二
十
七
番
議
員
発
議
） 

日
程
第
四 

農
研
所
移
転
問
題
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
（
二
十
四
番
、
二
十
八
番
、
三
十
番
議
員
発
議
） 

日
程
第
五 

資
金
凍
結
解
除
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
二
十
二
番
、
二
十
六
番
、
二
十
九
番
議
員
発
議
） 

  

二
月
七
日
（
五
日
目
） 

日
程
第
一
、
若
狭
小
学
校
幼
稚
園
敷
地
提
供
方
の
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
文
教
厚
生
労
務
委
員
会
審
査
報
告
） 

日
程
第
二
、
若
狭
小
学
校
々
地
拡
張
に
関
す
る
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
文
教
厚
生
労
務
委
員
会
審
査
報
告
） 

日
程
第
三
、
都
市
計
画
事
業
促
進
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
五
番
、
九
番
、
二
十
番 

議
員
発
議
） 

日
程
第
四
、
水
道
事
業
促
進
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
十
四
番
、
二
十
三
番
、
二
十
五
番 

議
員
発
議
） 

日
程
第
五
、
区
画
整
理
事
業
促
進
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
十
五
番
、
十
九
番
、
二
十
七
番 

議
員
発
議
） 

日
程
第
六
、
農
研
所
移
転
問
題
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
二
十
四
番
、
二
十
八
番
、
三
十
番 

議
員
発
議
） 

日
程
第
七
、
資
金
凍
結
解
除
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
二
十
二
番
、
二
十
六
番
、
二
十
九
番 

議
員
発
議
） 
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一
九
五
七
年 

自
三
月
二
十
六
日 

至
四
月
二
日 

 
第
十
八
回
那
覇
市
議
会
（
定
例
会
）
会
議
録 

 

日 
 

程 

 

三
月
二
十
六
日
（
一
日
目
） 

日
程
第
一  

今
期
議
会
の
会
議
録
署
名
人
選
挙 

日
程
第
二  

今
期
議
会
の
会
期
を
定
め
る
こ
と 

日
程
第
三  

監
査
委
員
の
選
任
同
意
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
号
） 

日
程
第
四  

那
覇
市
職
員
の
職
員
団
体
の
業
務
に
も
っ
ぱ
ら
從
事
す
る
職
員
に
関
す
る
条
例 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
号
） 

日
程
第
五  

所
属
未
定
地
を
那
覇
市
の
行
政
区
域
に
編
入
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
号
） 

日
程
第
六  

那
覇
市
行
政
区
域
の
一
部
町
の
区
域
を
変
更
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
号
） 

日
程
第
七  

専
決
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
号
） 

日
程
第
八  

一
九
五
七
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
追
加
予
算 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
号
） 

日
程
第
九  

一
九
五
七
年
度
那
覇
市
水
道
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
追
加
更
正
予
算 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
八
号
） 

日
程
第
十  

予
算
の
項
の
金
額
流
用
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
九
号
） 

日
程
第
十
一  

農
業
研
究
指
導
所
移
転
先
候
補
地
除
外
方
の
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
総
務
財
政
委
員
会
審
査
報
告
） 

  

三
月
二
十
九
日
（
二
日
目
） 

日
程
第
一  

監
査
委
員
の
選
任
同
意
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
号
） 

日
程
第
二  

那
覇
市
職
員
の
職
員
団
体
の
業
務
に
も
っ
ぱ
ら
從
事
す
る
職
員
に
関
す
る
条
例 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
号
） 

日
程
第
三  

所
属
未
定
地
を
那
覇
市
の
行
政
区
域
に
編
入
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
号
） 
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日
程
第
四  

那
覇
市
行
政
区
域
の
一
部
町
の
区
域
を
変
更
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
号
） 

日
程
第
五  

専
決
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
（
市
長
提
出
議
案
第
六
号
） 

日
程
第
六  

一
九
五
七
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
追
加
予
算 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
号
） 

日
程
第
七  

一
九
五
七
年
度
那
覇
市
水
道
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
追
加
更
正
予
算 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
八
号
） 

日
程
第
八  

予
算
の
項
の
金
額
流
用
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
九
号
） 

日
程
第
九  

市
有
財
産
の
売
却
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
号
） 

日
程
第
十  

那
覇
都
市
計
画
の
地
域
指
定
変
更
に
関
す
る
陳
情
に
つ
き
建
設
委
員
会
に
お
い
て
議
会
閉
会

中
の
継
続
審
査
を
な
さ
し
め
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
議
長
発
議
） 

日
程
第
十
一  

市
町
村
自
治
に
関
係
あ
る
諸
立
法
案
に
つ
き
各
常
任
委
員
会
に
お
い
て
議
会
閉
会
中
の
継

続
審
査
を
な
さ
し
め
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
十
二
番
議
員
発
議
） 

日
程
第
十
二  

今
期
議
会
の
会
期
を
延
長
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

（
八
番
議
員
発
議
） 

  

四
月
二
日
（
三
日
目
） 

〔
※
三
月
二
十
九
日
に
動
議
が
あ
り
会
期
を
延
長
し
た
が
、
そ
の
採
択
に
疑
義
が
あ
っ
た
た
め
議
長
の
判

断
に
よ
り
閉
会
〕 
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一
九
五
七
年 

自
六
月
十
一
日 

至
六
月
二
十
七
日 

 
第
十
九
回
那
覇
市
議
会
（
定
例
会
）
会
議
録 

二
冊
の
内
二 

 

日 
 

程 

 

六
月
十
一
日
（
一
日
目
） 

日
程
第
一 

今
期
議
会
の
会
議
録
署
名
人
選
挙 

日
程
第
二 

今
期
議
会
の
会
期
を
定
め
る
こ
と 

日
程
第
三 

臨
時
出
納
検
査
立
会
人
の
互
選
に
つ
い
て 

日
程
第
四 

市
長
の
施
政
方
針
聴
取 

日
程
第
五 

一
九
五
六
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
決
算 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
一
号
） 

日
程
第
六 

一
九
五
六
年
度
那
覇
市
水
道
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
二
号
） 

日
程
第
七 

一
九
五
六
年
度
那
覇
市
土
地
区
画
整
理
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
三
号
） 

日
程
第
八 

一
九
五
七
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
追
加
予
算
の
専
決
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
四
号
） 

日
程
第
九 

一
九
五
七
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
追
加
予
算 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
五
号
） 

日
程
第
十 

選
挙
関
係
人
の
出
頭
議
会
の
行
う
調
査
の
た
め
の
出
頭
及
び
公
聴
会
参
加
者
等
の
費
用
弁
償

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
六
号
） 

日
程
第
十
一 

那
覇
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
條
例 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
七
号
） 

日
程
第
十
二 

那
覇
市
手
数
料
徴
收
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
八
号
） 

日
程
第
十
三 

那
覇
市
消
防
隊
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
九
号
） 

日
程
第
十
四 

那
覇
市
職
員
退
職
金
支
給
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
号
） 

日
程
第
十
五 

那
覇
市
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
一
号
） 

日
程
第
十
六 

那
覇
市
宿
所
提
供
施
設
条
例 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
二
号
） 
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日
程
第
十
七 

那
覇
市
ラ
ジ
オ
管
理
条
例 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
三
号
） 

日
程
第
十
八 

那
覇
市
課
等
設
置
条
例 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
四
号
） 

日
程
第
十
九 
那
覇
市
助
役
定
数
条
例 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
五
号
） 

日
程
第
二
十 

那
覇
市
職
員
の
旅
費
支
給
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
六
号
） 

日
程
第
二
十
一 

泊
港
々
務
所
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
七
号
） 

日
程
第
二
十
二 

那
覇
市
税
賦
課
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
八
号
） 

日
程
第
二
十
三 

那
覇
市
区
設
置
条
例 

 
 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
九
号
） 

日
程
第
二
十
四 

土
地
所
有
権
和
解
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
号
） 

日
程
第
二
十
五 

土
地
所
有
権
和
解
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
一
号
） 

日
程
第
二
十
六 

財
産
を
処
分
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
二
号
） 

日
程
第
二
十
七 

財
産
を
処
分
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
三
号
） 

日
程
第
二
十
八 

一
九
五
八
年
度
一
時
借
入
金
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
四
号
） 

日
程
第
二
十
九 

一
九
五
八
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
予
算 

 
 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
五
号
） 

日
程
第
三
十 

 

一
九
五
八
年
度
那
覇
市
水
道
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
予
算 

 
 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
六
号
） 

日
程
第
三
十
一 

一
九
五
八
年
度
那
覇
市
土
地
区
画
整
理
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
予
算 

 
 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
七
号
） 

日
程
第
三
十
二 

那
覇
都
市
計
画
用
途
地
域
の
一
部
変
更
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
諮
問
第
一
号
） 

日
程
第
三
十
三 

那
覇
都
市
計
画
公
園
緑
地
追
加
に
つ
い
て 

 

 
 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
諮
問
第
二
号
） 

日
程
第
三
十
四 

輪
禍
防
止
の
綜
合
対
策
の
確
立
に
関
す
る
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 

（
文
教
厚
生
労
務
委
員
会
審
査
結
果
報
告
） 
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日
程
第
三
十
五 

四
〇
号
線
（
山
川
入
口
よ
り
当
蔵
を
経
て
鳥
堀
三
叉
路
に
到
る
）
道
路
舗
装
方
に
関
す

る
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 

（
建
設
委
員
会
審
査
結
果
報
告
） 

日
程
第
三
十
六 

ガ
ー
ブ
ー
川
下
流
久
茂
地
川
の
浚
渫
方
に
関
す
る
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 

 
（
建
設
委
員
会
審
査
結
果
報
告
） 

  

六
月
十
五
日
（
二
日
目
） 

日
程 

施
政
方
針
に
対
す
る
一
般
貭
疑 

  

六
月
十
七
日
（
三
日
目
） 

日
程
第
一 

一
九
五
六
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
決
算 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
一
号
） 

日
程
第
二 

一
九
五
六
年
度
那
覇
市
水
道
亊
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
二
号
） 

日
程
第
三 

一
九
五
六
年
度
那
覇
市
土
地
区
画
整
理
亊
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
三
号
） 

日
程
第
四 

一
九
五
七
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
追
加
予
算
の
専
決
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
四
号
） 

日
程
第
五 

一
九
五
七
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
追
加
予
算 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
五
号
） 

日
程
第
六 

選
擧
関
係
人
の
出
頭
議
会
の
行
う
調
査
の
た
め
の
出
頭
及
び
公
聴
会
参
加
者
等
の
費
用
辨
償

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
六
号
） 

日
程
第
七 

那
覇
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
七
号
） 

日
程
第
八 

那
覇
市
手
数
料
徴
收
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
八
号
） 

日
程
第
九 

那
覇
市
消
防
隊
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
九
号
） 

日
程
第
十 

那
覇
市
職
員
退
職
金
支
給
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
号
） 

日
程
第
十
一 

那
覇
市
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
一
号
） 

 



一九五七年 第十九回那覇市議会（定例会）会議録 二冊の内二 81 

日
程
第
十
二 

那
覇
市
宿
所
提
供
施
設
條
例 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
二
號
） 

日
程
第
十
三 

那
覇
市
ラ
ジ
オ
管
理
條
例 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
三
號
） 

日
程
第
十
四 
那
覇
市
課
等
設
置
條
例 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
四
號
） 

日
程
第
十
五 

那
覇
市
助
役
定
数
條
例 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
五
號
） 

日
程
第
十
六 

那
覇
市
職
員
の
旅
費
支
給
條
例
の
一
部
を
改
正
す
る
條
例 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
六
號
） 

日
程
第
十
七 

泊
港
港
務
所
設
置
條
例
の
一
部
を
改
正
す
る
條
例 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
七
號
） 

日
程
第
十
八 

那
覇
市
税
賦
課
徴
收
條
例
の
一
部
を
改
正
す
る
條
例 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
八
號
） 

日
程
第
十
九 

那
覇
市
區
設
置
條
例 

 
 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
九
號
） 

日
程
第
二
十 

市
長
不
信
任
案
に
つ
い
て 

  

〔
※
『
那
覇
市
議
会
史
』
に
「
６
月
１
８
日
議
会
解
散
」
と
あ
り
。
原
本
に
は
特
に
表
記
な
し
〕 
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一
九
五
七
年 

自
九
月
十
日 

至
十
一
月
三
十
日 

 
第
二
十
回
那
覇
市
議
会
（
定
例
会
）
会
議
録 

六
冊
の
内
四 

 

日 
 

程 

 

九
月
十
日
（
一
日
目
） 

一
、
議
長
選
擧 

二
、
議
席
の
決
定 

三
、
今
期
議
会
の
会
議
録
署
名
人
選
擧 

四
、
副
議
長
選
擧 

五
、
各
常
任
委
員
会
委
員
数
の
決
定
並
び
に
委
員
の
選
任 

六
、
今
期
議
会
の
会
期
を
定
め
る
こ
と 

  

九
月
十
一
日
（
二
日
目
） 

欠
席
議
員
に
対
す
る
議
長
の
措
置
に
つ
い
て
質
疑 

  

九
月
十
六
日
（
三
日
目
） 

日
程
第
一
、
那
覇
市
選
挙
管
理
委
員
会
並
び
に
同
補
助
員
の
選
挙 

 
 

 
 

 

（
議
長
発
議
） 

日
程
第
二
、
軍
用
地
土
地
特
別
委
員
会
設
置
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
九
番
議
員
外
四
名
提
出
決
議
案
第
一
号
） 

日
程
第
三
、
軍
用
地
土
地
特
別
委
員
会
の
委
員
数
の
決
定
並
び
に
委
員
の
選
任
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
議
長
発
議
） 

日
程
第
四
、
都
市
合
併
特
別
委
員
会
設
置
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
四
番
議
員
外
五
名
提
出
決
議
案
第
二
号
） 

日
程
第
五
、
都
市
合
併
特
別
委
員
会
委
員
数
の
決
定
並
び
に
委
員
の
選
任
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
議
長
発
議
） 

日
程
第
六
、
市
町
村
自
治
法
の
一
部
改
正
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
二
十
二
番
議
員
外
十
六
名
提
出
決
議
案
第
三
号
） 

日
程
第
七
、
都
市
計
画
審
議
会
委
員
の
選
任
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
議
長
発
議
） 
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九
月
十
七
日
（
四
日
目
） 

〔
※
日
程
第
一
の
市
長
の
施
政
方
針
聴
取
は
緊
急
動
議
に
よ
り
省
略
。
文
書
に
よ
っ
て
各
議
員
に
配
付
す 

 

る
事
に
決
定
〕 

第
二 

選
擧
関
係
人
の
出
頭
議
会
の
行
う
調
査
の
た
め
の
出
頭
及
び
公
聴
会
参
加
者
等
の
費
用
弁
償
條
例

の
一
部
を
改
正
す
る
條
例
の
専
決
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
八
号
） 

第
三 

那
覇
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る
條
例
の
一
部
を
改
正
す
る
條
例
の
専
決
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
九
号
） 

第
四 

那
覇
市
手
数
料
徴
收
條
例
の
一
部
を
改
正
す
る
條
例
の
専
決
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
号
） 

第
五 

那
覇
市
消
防
隊
に
関
す
る
條
例
の
一
部
を
改
正
す
る
條
例
の
専
決
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
一
号
） 

第
六 

那
覇
市
職
員
退
職
金
支
給
條
例
の
一
部
を
改
正
す
る
條
例
の
専
決
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
二
号
） 

第
七 

那
覇
市
職
員
定
数
條
例
の
一
部
を
改
正
す
る
條
例
の
専
決
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
三
号
） 

第
八 

那
覇
市
宿
所
提
供
施
設
條
例
の
専
決
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
四
号
） 

第
九 

那
覇
市
ラ
ジ
オ
管
理
條
例
の
専
決
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
五
号
） 

第
十 

那
覇
市
税
賦
課
徴
收
條
例
の
一
部
を
改
正
す
る
條
例
の
専
決
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
六
号
） 

第
十
一 

那
覇
市
区
設
置
条
例
の
専
決
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
七
号
） 

第
十
二 

那
覇
市
職
員
に
対
す
る
一
九
五
八
年
度
夏
期
手
当
支
給
に
関
す
る
条
例
の
専
決
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
八
号
） 

第
十
三 

消
防
隊
長
の
選
任
同
意
の
専
決
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
九
号
） 

第
十
四 

土
地
所
有
権
和
解
の
専
決
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
号
） 

第
十
五 

一
九
五
七
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
追
加
予
算
の
専
決
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
一
号
） 

第
十
六 

一
九
五
七
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
追
加
予
算
の
専
決
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
二
号
） 

第
十
七 

一
九
五
七
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
追
加
予
算
の
専
決
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
三
号
） 
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第
十
八 

一
九
五
八
年
度
七
月
、
八
月
、
九
月
那
覇
市
歳
入
歳
出
暫
定
予
算
の
専
決
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
四
号
） 

第
十
九 
一
九
五
八
年
度
七
月
、
八
月
、
九
月
那
覇
市
歳
入
歳
出
追
加
暫
定
予
算
の
専
決
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
五
号
） 

第
二
十 

一
九
五
八
年
度
七
月
、
八
月
、
九
月
那
覇
市
歳
入
歳
出
追
加
暫
定
予
算
の
専
決
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
六
号
） 

第
二
十
一 

予
算
外
義
務
負
担
の
専
決
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
七
号
） 

第
二
十
二 

一
九
五
八
年
度
七
月
、
八
月
、
九
月
那
覇
市
水
道
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
暫
定
予
算
の
専

決
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
八
号
） 

第
二
十
三 

一
九
五
八
年
度
七
月
、
八
月
、
九
月
那
覇
市
水
道
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
追
加
暫
定
予
算

の
専
決
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
九
号
） 

第
二
十
四 

一
九
五
八
年
度
七
月
、
八
月
、
九
月
那
覇
市
土
地
区
画
整
理
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
暫
定

予
算
の
専
決
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
十
号
） 

第
二
十
五 

一
九
五
八
年
度
七
月
、
八
月
、
九
月
那
覇
市
土
地
区
画
整
理
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
追
加

暫
定
予
算
の
専
決
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
十
一
号
） 

第
二
十
六 

一
九
五
六
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
決
算 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
十
二
号
） 

第
二
十
七 

一
九
五
六
年
度
那
覇
市
水
道
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
十
三
号
） 

第
二
十
八 

一
九
五
六
年
度
那
覇
市
土
地
区
画
整
理
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
十
四
号
） 

第
二
十
九 

那
覇
市
納
骨
堂
使
用
條
例 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
十
五
号
） 

第
三
十 

 

那
覇
市
職
員
に
対
す
る
一
九
五
八
年
度
年
末
手
当
支
給
に
関
す
る
條
例 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
十
六
号
） 

第
三
十
一 

泊
港
々
湾
施
設
管
理
使
用
條
例
の
一
部
を
改
正
す
る
條
例 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
十
七
号
） 

第
三
十
二 

土
地
所
有
権
和
解
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
十
八
号
） 

第
三
十
三 

財
産
の
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
号
） 
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第
三
十
四 

一
九
五
八
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
予
算 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
一
号
） 

第
三
十
五 

一
九
五
八
年
度
那
覇
市
水
道
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
予
算 

 
 

 
 

 
（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
二
号
） 

第
三
十
六 

一
九
五
八
年
度
那
覇
市
土
地
区
画
整
理
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
予
算 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
三
号
） 

第
三
十
七 

那
覇
市
都
市
計
画
用
途
地
域
の
一
部
変
更
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
諮
問
第
四
号
） 

第
三
十
八 

那
覇
市
都
市
計
画
公
園
緑
地
追
加
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
諮
問
第
五
号
） 

第
三
十
九 

土
地
所
有
権
確
認
請
求
訴
訟
事
件
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
四
号
） 

第
四
十 

 

戝
産
の
処
分
に
つ
い
て
の
議
案
撤
回
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
十
九
号
） 

第
四
十
一 

土
地
所
有
権
確
認
請
求
訴
訟
事
件
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
五
号
） 

第
四
十
二 

糸
嶺
篤
烈
外
一
名
よ
り
提
訴
の
損
害
賠
償
事
件
和
解
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
六
号
） 

第
四
十
三 

一
九
五
八
年
度
那
覇
市
才
入
才
出
追
加
予
算 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
七
号
） 
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一
九
五
七
年 

自
九
月
十
日 

至
十
一
月
三
十
日 

 
第
二
十
回
那
覇
市
議
会
（
定
例
会
）
会
議
録 

六
冊
の
内
五 

 

日 
 

程 

 

九
月
二
十
一
日
（
五
日
目
） 

〔
※
動
議
に
よ
り
散
会
〕 

  

九
月
二
十
四
日
（
六
日
目
） 

〔
※
動
議
に
よ
り
散
会
〕 

  

九
月
二
十
五
日
（
七
日
目
） 

〔
※
動
議
に
よ
り
合
同
委
員
会
開
催
後
、
散
会
〕 

  

九
月
二
十
六
日
（
八
日
目
） 

颱
風
フ
ェ
イ
の
発
生
に
よ
り
定
刻
を
過
ぎ
た
る
も
出
席
議
員
定
数
に
達
せ
ず
流
会
。 

明
二
十
七
日
午
前
十
時
開
会
の
変
更
通
知
を
各
議
員
宛
送
附
す
。 

  

九
月
二
十
七
日
（
九
日
目
） 

第
一 

選
挙
関
係
人
の
出
頭
議
会
の
行
う
調
査
の
た
め
の
出
頭
及
び
公
聽
会
参
加
者
等
の
費
用
弁
償
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
專
決
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
八
号
） 

第
二 

那
覇
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
專
決
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
九
号
） 

第
三 

那
覇
市
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
專
決
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
号
） 

第
四 

那
覇
市
消
防
隊
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
專
決
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
一
号
） 

第
五 

那
覇
市
職
員
退
職
金
支
給
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
專
決
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
二
号
） 

第
六 

那
覇
市
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
專
決
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
三
号
） 
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第
七 

那
覇
市
宿
所
提
供
施
設
条
例
の
專
決
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
四
号
） 

第
八 
那
覇
市
ラ
ジ
オ
管
理
条
例
の
專
決
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
五
号
） 

第
九 

那
覇
市
税
賦
課
徴
收
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
專
決
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
六
号
） 

第
十 

那
覇
市
区
設
置
条
例
の
專
決
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
七
号
） 

第
三
十
三 

一
九
五
八
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
予
算 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
一
号
） 

第
三
十
四 

一
九
五
八
年
度
那
覇
市
水
道
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
予
算 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
二
号
） 

第
三
十
五 

一
九
五
八
年
度
那
覇
市
土
地
区
画
整
理
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
予
算 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
三
号
） 

第
三
十
六 

那
覇
市
都
市
計
画
用
途
地
域
の
一
部
変
更
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
諮
問
第
四
号
） 

第
四
十
二 

那
覇
市
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案 

 
 

 
 

 

（
二
、
四
、
五
、
六
、
七
、
十
一
、
十
四
、
十
六
、
十
七
、
十
八
、
二
十
一
、
二
十
二
、 

 
 

 
 

 
 

二
十
五
、
二
十
七
、
二
十
八
、
二
十
九
、
番
議
員
提
出
議
案
第
七
十
八
号
） 

第
四
十
三 

那
覇
市
ラ
ジ
オ
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案 

 
 

 
 

 

（
二
、
四
、
五
、
六
、
七
、
十
一
、
十
四
、
十
六
、
十
七
、
十
八
、
二
十
一
、
二
十
二
、 

 
 

 
 

 
 

二
十
五
、
二
十
七
、
二
十
八
、
二
十
九
、
番
議
員
提
出
議
案
第
七
十
九
号
） 

第
四
十
四 

那
覇
市
区
設
置
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
二
、
四
、
五
、
六
、
七
、
十
一
、
十
四
、
十
六
、
十
七
、
十
八
、
二
十
一
、
二
十
二
、 

 
 

 
 

 
 

二
十
五
、
二
十
七
、
二
十
八
、
二
十
九
、
番
議
員
提
出
議
案
第
八
十
号
） 

会
期
延
長
に
つ
い
て 

一
九
五
八
年
度
十
月
分
暫
定
予
算
編
成
要
望
に
つ
い
て 

  

九
月
二
十
八
日
（
十
日
目
） 

一
、
一
九
五
八
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
予
算 

二
、
監
査
委
員
の
任
命
に
つ
い
て 

  

九
月
三
十
日
（
十
一
日
目
） 

日
程
第
一
、
一
九
五
八
年
度
十
月
那
覇
市
歳
入
歳
出
暫
定
予
算 
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日
程
第
二
、
一
九
五
八
年
度
十
月
那
覇
市
水
道
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
暫
定
予
算 

日
程
第
三
、
一
九
五
八
年
度
十
月
那
覇
市
土
地
区
画
整
理
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
暫
定
予
算 

  

十
月
四
日
（
十
二
日
目
） 

日
程
第
一
、
一
九
五
八
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
追
加
暫
定
予
算 

  

十
月
五
日
（
十
三
日
目
） 

日
程
第
一
、
那
覇
市
行
政
特
別
委
員
会
の
設
置 

日
程
第
二
、
那
覇
市
行
政
検
査
特
別
委
員
会
委
員
並
び
に
委
員
数
の
決
定
に
つ
い
て 

  

十
月
七
日
（
十
四
日
目
） 

日
程
第
一
、
一
九
五
八
年
度
那
覇
市
水
道
事
業
特
別
會
計
歳
入
歳
出
予
算 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
二
号
） 

  

十
月
八
日
（
十
五
日
目
） 

〔
※
定
足
数
に
達
せ
ず
流
会
〕 

  

十
月
十
日
（
十
六
日
目
） 

日
程
第
一
、
都
市
合
併
問
題
の
審
議
経
過
に
つ
い
て 

日
程
第
二 

都
市
合
併
問
題
の
解
決
を
見
る
迄
本
問
題
に
関
す
る
調
査
研
究
に
つ
き
、
那
覇
市
都
市
合
併

特
別
委
員
會
に
議
会
閉
会
中
の
継
続
審
査
を
な
さ
し
む
る
こ
と
に
つ
い
て 

日
程
第
三
、
一
九
五
八
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
予
算 

日
程
第
四 

一
九
五
八
年
度
那
覇
市
水
道
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
予
算 

日
程
第
五 

一
九
五
八
年
度
那
覇
市
土
地
区
画
整
理
事
業
特
別
會
計
歳
入
歳
出
予
算 
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一
九
五
七
年 

自
九
月
十
日 

至
十
一
月
三
十
日 

 
第
二
十
回
那
覇
市
議
会
（
定
例
会
）
会
議
録 

六
冊
の
内
六 

 

日 
 

程 

 

十
月
十
四
日
（
十
七
日
目
） 

日
程
第
一
、
行
政
検
査
特
別
委
員
会
の
審
議
経
過
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
行
政
検
査
特
別
委
員
会
審
査
報
告
） 

日
程
第
二
、
瀬
長
市
長
の
労
働
基
準
法
違
反
に
対
す
る
告
発
の
決
議
案 

 
 

 
 

 

（
二
番
議
員
外
十
六
名
提
出
決
議
案
第
五
号
） 

  

十
月
二
十
一
日
（
十
八
日
目
） 

日
程
第
一
、
一
九
五
八
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
予
算 

日
程
第
二
、
市
町
村
自
治
法
第
一
一
二
条
の
義
務
的
経
費
の
予
算
案
提
出
の
要
望
に
つ
い
て 

  

十
月
二
十
二
日
（
十
九
日
目
） 

日
程
第
一
、
十
七
番
議
員
よ
り
、
一
九
五
八
年
度
那
覇
市
水
道
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
予
算
と
も
関
連

す
る
の
で
合
同
委
員
会
に
よ
っ
て
各
地
の
水
源
地
視
察
を
実
施
し
た
い
と
の
動
議
が
あ
り
決
定 

  

十
月
二
十
三
日
（
二
十
日
目
） 

〔
※
定
足
数
に
達
せ
ず
流
会
〕 

  

十
月
二
十
四
日
（
二
十
一
日
目
） 

〔
※
定
足
数
に
達
せ
ず
流
会
〕 

  

十
月
二
十
五
日
（
二
十
二
日
目
） 

一
、
今
期
議
会
の
会
期
延
長
に
つ
い
て 

  

十
月
三
十
日
（
二
十
三
日
目
） 

日
程
第
一
、
十
一
月
分
暫
定
予
算
編
成
方
の
要
望
に
つ
い
て 
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日
程
第
二
、
一
九
五
八
年
度
那
覇
市
水
道
事
業
特
別
會
計
歳
入
歳
出
予
算 

日
程
第
三
、
那
覇
市
職
員
に
対
す
る
一
九
五
八
年
度
夏
期
手
当
支
給
に
関
す
る
条
例
の
専
決
処
分
に
つ
い

て 日
程
第
四
、
消
防
隊
長
の
選
任
同
意
の
専
決
処
分
に
つ
い
て 

日
程
第
五
、
土
地
所
有
権
和
解
の
専
決
処
分
に
つ
い
て 

  

十
一
月
一
日
（
二
十
四
日
目
） 

日
程
第
一
、
総
評
資
材
の
那
覇
市
へ
の
引
渡
方
要
請
決
議
に
つ
い
て 

日
程
第
二
、
一
九
五
八
年
度
予
算
及
び
そ
の
他
専
決
処
分
の
無
効
確
認
の
爲
の
提
訴
決
議
案 

  

十
一
月
四
日
（
二
十
五
日
目
） 

〔
※
定
足
数
に
達
せ
ず
自
然
流
会
〕 

  

十
一
月
五
日
（
二
十
六
日
目
） 

〔
※
自
然
流
会
〕 

  

十
一
月
六
日
（
二
十
七
日
目
） 

〔
※
自
然
流
会
〕 

  

十
一
月
七
日
（
二
十
八
日
目
） 

〔
※
定
足
数
に
達
せ
ず
流
会
〕 

  

十
一
月
八
日
（
二
十
九
日
目
） 

〔
※
定
足
数
に
達
せ
ず
流
会
〕 

  

十
一
月
九
日
（
三
十
日
目
） 

〔
※
流
会
〕 
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十
一
月
十
日
（
三
十
一
日
目
） 

〔
※
流
会
〕 

  

十
一
月
十
一
日
（
三
十
二
日
目
） 

〔
※
流
会
〕 

  

十
一
月
十
二
日
（
三
十
三
日
目
） 

一
、
出
席
催
告
状
発
送 

二
、
日
程
第
四
、
那
覇
都
市
計
画
用
途
地
域
の
一
部
変
更
に
つ
い
て 

 
 

日
程
第
二
七
那
覇
市
区
設
置
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
を
再
議
に
付
す
る
こ
と
に
つ
い
て
を
日
程
第
一
、 

 
 

日
程
第
二
と
す
る
日
程
変
更
の
動
議
に
つ
い
て 

三
、
那
覇
市
都
市
計
画
用
途
地
域
の
一
部
変
更
に
つ
い
て 

四
、
那
覇
市
区
設
置
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
を
再
議
に
付
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

  

十
一
月
十
三
日
（
三
十
四
日
目
） 

一
、
与
党
議
員
の
欠
席
に
よ
り
議
案
審
議
の
遅
延
す
る
議
亊
運
営
を
ス
ム
ー
ス
に
行
う
為
に
も
話
合
が
必

要
で
あ
る
。
審
議
の
必
要
な
い
と
の
動
議
あ
り
。 

  

十
一
月
十
四
日
（
三
十
五
日
目
） 

一
、
出
席
催
告 

一
、
流
会
催
告
の
原
因
は
与
党
議
員
に
あ
り
十
日
間
の
休
会
動
議 

  

十
一
月
二
十
五
日
（
三
十
六
日
目
） 

一
、
日
程
変
更
動
議 

二
、
瀬
長
市
長
不
信
任
決
議
案 

三 

市
長
代
理
者
の
選
任
に
つ
い
て 

四 

市
長
代
理
者
の
選
任
方
法
に
つ
い
て 

五 

休
会
の
動
議 
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十
一
月
二
十
八
日
（
三
十
七
日
目
） 

一
、
日
程
変
更
動
議 

二
、
真
和
志
市
を
編
入
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

三
、
議
員
の
定
数
に
つ
い
て 

四
、
新
市
建
設
計
画
の
策
定
に
つ
い
て 

  

十
一
月
三
十
日
（
三
十
八
日
目
） 

一
、
那
覇
市
真
和
志
市
合
併
促
進
協
議
会
委
員
選
任
並
に
選
任
方
法
に
つ
い
て 

二
、
那
覇
市
選
擧
管
理
委
員
並
び
に
同
補
充
員
の
選
擧
に
つ
い
て 

三
、
那
覇
市
納
骨
堂
使
用
条
例 

四
、
泊
港
々
湾
施
設
管
理
使
用
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

五
、
那
覇
市
税
賦
課
徴
收
條
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

六
、
那
覇
市
教
育
税
賦
課
徴
收
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

七
、
那
覇
市
固
定
資
産
評
価
委
員
の
選
任
同
意
に
つ
い
て 

八
、
行
検
委
の
議
会
閉
会
中
の
継
續
審
査
を
な
さ
し
め
る
こ
と
に
つ
い
て 

九
、
軍
用
土
地
特
別
委
員
会
の
議
会
閉
会
中
の
継
続
審
査
を
な
さ
し
め
る
こ
と
に
つ
い
て 

十
、
那
覇
市
有
地
一
括
拂
拒
否
に
関
す
る
決
議
案 

十
一
、
那
覇
市
職
員
に
対
す
る
一
九
五
八
年
度
年
末
手
当
支
給
に
関
す
る
条
例 
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一
九
五
七
年 

自
十
二
月
十
日 

至
十
二
月
十
七
日 

 
第
二
十
一
回
那
覇
市
議
会
（
定
例
会
）
会
議
録 

二
冊
の
二 

 

日 
 

程 

 

十
二
月
十
日
（
一
日
目
） 

第
一  

今
期
議
会
の
会
議
録
署
名
人
選
挙 

第
二  

今
期
議
会
の
会
期
を
定
め
る
こ
と 

第
三  

真
和
志
市
を
廃
し
、
そ
の
区
域
を
那
覇
市
に
編
入
す
る
に
伴
う
両
市
合
併
条
件
の
協
定
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
臨
時
代
理
者
提
出
議
案
第
百
二
号
） 

第
四  

真
和
志
市
を
廃
し
、
そ
の
区
域
を
那
覇
市
に
編
入
す
る
に
伴
う
那
覇
市
建
設
計
画
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
臨
時
代
理
者
提
出
議
案
第
百
三
号
） 

第
五  

一
九
五
六
年
度
那
覇
市
才
入
才
出
決
算 

 
 

 

（
市
長
臨
時
代
理
者
提
出
議
案
第
百
四
号
） 

第
六  

一
九
五
六
年
度
那
覇
市
水
道
亊
業
特
別
会
計
才
入
才
出
決
算 

 
 

 

（
市
長
臨
時
代
理
者
提
出
議
案
第
百
五
号
） 

第
七  

一
九
五
六
年
度
那
覇
市
土
地
区
画
整
理
亊
業
特
別
会
計
才
入
才
出
決
算 

 
 

 

（
市
長
臨
時
代
理
者
提
出
議
案
第
百
六
号
） 

第
八  

一
九
五
八
年
度
那
覇
市
才
入
才
出
予
算
の
専
決
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
臨
時
代
理
者
提
出
議
案
第
百
七
号
） 

第
九  

一
九
五
八
年
度
那
覇
市
才
入
才
出
追
加
予
算
の
専
決
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
臨
時
代
理
者
提
出
議
案
第
百
八
号
） 

第
十  

一
九
五
八
年
度
那
覇
市
才
入
才
出
追
加
予
算
の
専
決
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
臨
時
代
理
者
提
出
議
案
第
百
九
号
） 

第
十
一  

一
九
五
八
年
度
那
覇
市
才
入
才
出
追
加
更
正
予
算
の
専
決
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
臨
時
代
理
者
提
出
議
案
第
百
十
号
） 

第
十
二  

一
九
五
八
年
度
那
覇
市
水
道
亊
業
特
別
会
計
才
入
才
出
追
加
予
算
の
専
決
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
臨
時
代
理
者
提
出
議
案
第
百
十
一
号
） 

第
十
三  

一
九
五
八
年
度
那
覇
市
土
地
区
画
整
理
亊
業
特
別
会
計
才
入
才
出
予
算
の
専
決
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
臨
時
代
理
者
提
出
議
案
第
百
十
二
号
） 

第
十
四  

一
九
五
八
年
度
那
覇
市
土
地
区
画
整
理
亊
業
特
別
会
計
才
入
才
出
追
加
予
算
の
専
決
処
分
に
つ

い
て 

 
 

 
 

（
市
長
臨
時
代
理
者
提
出
議
案
第
百
十
三
号
） 

第
十
五  

土
地
所
有
権
和
解
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
臨
時
代
理
者
提
出
議
案
第
百
十
四
号
） 
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第
十
六  

戝
産
の
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
臨
時
代
理
者
提
出
議
案
第
百
十
五
号
） 

第
十
七  
土
地
所
有
権
確
認
請
求
訴
訟
亊
件
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
臨
時
代
理
者
提
出
議
案
第
百
十
六
号
） 

第
十
八  

土
地
所
有
権
確
認
請
求
訴
訟
亊
件
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
臨
時
代
理
者
提
出
議
案
第
百
十
七
号
） 

第
十
九  

糸
嶺
篤
烈
外
壱
名
よ
り
提
訴
の
損
害
賠
償
亊
件
和
解
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
臨
時
代
理
者
提
出
議
案
第
百
十
八
号
） 

第
二
十  

一
九
五
八
年
度
那
覇
市
才
入
才
出
追
加
更
正
予
算 

 
 

 
 

（
市
長
臨
時
代
理
者
提
出
議
案
第
百
十
九
号
） 

第
二
十
一  

一
九
五
八
年
度
那
覇
市
水
道
亊
業
特
別
会
計
才
入
才
出
追
加
予
算 

 
 

 
 

 

（
市
長
臨
時
代
理
者
提
出
議
案
第
百
二
十
号
） 

第
二
十
二  

予
算
の
項
の
金
額
流
用
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
臨
時
代
理
者
提
出
議
案
第
百
二
十
一
号
） 

第
二
十
三  

末
吉
新
橋
改
修
工
亊
施
行
方
に
関
す
る
再
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
建
設
委
員
会 

審
査
報
告
） 

第
二
十
四  

首
里
カ
ラ
川
橋
改
修
方
に
関
す
る
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
建
設
委
員
会 

審
査
報
告
） 

第
二
十
五  

橋
梁
補
修
方
に
関
す
る
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
建
設
委
員
会 

審
査
報
告
） 

第
二
十
六  

橋
梁
改
修
促
進
方
に
関
す
る
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
建
設
委
員
会 

審
査
報
告
） 

第
二
十
七  

幼
稚
園
の
敷
地
分
譲
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
文
教
厚
生
労
務
委
員
会
審
査
報
告
） 

  

十
二
月
十
三
日
（
二
日
目
） 

第
一  

一
九
五
六
年
度
那
覇
市
才
入
才
出
決
算 

 
 

 

（
臨
時
市
長
提
出
議
案
第
百
四
号
） 

第
二  

一
九
五
六
年
度
那
覇
市
水
道
事
業
特
別
会
計
才
入
才
出
決
算 

 
 

 

（
臨
時
市
長
提
出
議
案
第
百
五
号
） 

第
三  

一
九
五
六
年
度
那
覇
市
土
地
区
画
整
理
事
業
特
別
会
計
才
入
才
出
決
算 

 
 

 

（
臨
時
市
長
提
出
議
案
第
百
六
号
） 

第
四  

一
九
五
八
年
度
那
覇
市
才
入
才
出
予
算
の
専
決
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 

（
臨
時
市
長
提
出
議
案
第
百
七
号
） 
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第
五  

一
九
五
八
年
度
那
覇
市
才
入
才
出
追
加
予
算
の
専
決
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 

（
臨
時
市
長
提
出
議
案
第
百
八
号
） 

第
六  
一
九
五
八
年
度
那
覇
市
才
入
才
出
追
加
予
算
の
専
決
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 

（
臨
時
市
長
提
出
議
案
第
百
九
号
） 

第
七  

一
九
五
八
年
度
那
覇
市
才
入
才
出
追
加
更
正
予
算
の
専
決
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 

（
臨
時
市
長
提
出
議
案
第
百
十
号
） 

第
八  

一
九
五
八
年
度
那
覇
市
水
道
亊
業
特
別
会
計
才
入
才
出
追
加
予
算
の
専
決
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 

（
臨
時
市
長
提
出
議
案
第
百
十
一
号
） 

第
九  

一
九
五
八
年
度
那
覇
市
土
地
区
画
整
理
事
業
特
別
会
計
才
入
才
出
予
算
の
専
決
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 

（
臨
時
市
長
提
出
議
案
第
百
十
二
号
） 

第
十  

一
九
五
八
年
度
那
覇
市
土
地
区
画
整
理
亊
業
特
別
会
計
才
入
才
出
追
加
予
算
の
専
決
処
分
に
つ
い

て 

 
 

 

（
臨
時
市
長
提
出
議
案
第
百
十
三
号
） 

第
十
一  

土
地
所
有
権
和
解
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
臨
時
市
長
提
出
議
案
第
百
十
四
号
） 

第
十
二  

財
産
の
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
臨
時
市
長
提
出
議
案
第
百
十
五
号
） 

第
十
三  

土
地
所
有
権
確
認
請
求
訴
訟
亊
件
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
臨
時
市
長
提
出
議
案
第
百
十
六
号
） 

第
十
四  

土
地
所
有
権
確
認
請
求
訴
訟
亊
件
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
臨
時
市
長
提
出
議
案
第
百
十
七
号
） 

第
十
五  

糸
嶺
篤
烈
外
壱
名
よ
り
提
訴
の
損
害
賠
償
亊
件
和
解
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
臨
時
市
長
提
出
議
案
第
百
十
八
号
） 

第
十
六  

一
九
五
八
年
度
那
覇
市
才
入
才
出
追
加
更
正
予
算 

 
 

 
 

（
臨
時
市
長
提
出
議
案
第
百
十
九
号
） 

第
十
七  

一
九
五
八
年
度
那
覇
市
水
道
亊
業
特
別
会
計
才
入
才
出
追
加
予
算 

 
 

 
 

（
臨
時
市
長
提
出
議
案
第
百
二
十
号
） 

第
十
八  

予
算
の
項
の
金
額
流
用
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
臨
時
市
長
提
出
議
案
第
百
二
十
一
号
） 

第
十
九  

末
吉
新
橋
改
修
工
亊
施
行
方
に
関
す
る
再
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
二
十  

首
里
カ
ラ
川
橋
改
修
方
に
関
す
る
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
二
十
一  

橋
梁
補
修
方
に
関
す
る
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 
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第
二
十
二  

橋
梁
改
修
促
進
方
に
関
す
る
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
二
十
三  

幼
稚
園
の
敷
地
分
譲
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
（
文
教
厚
生
労
務
委
員
会
審
査
報
告
） 

  

十
二
月
十
七
日
（
三
日
目
） 

第
一 

議
員
の
辞
職
許
可
の
件 

 
 

 

（
議
長
発
議
） 

第
二 

一
九
五
六
年
度
那
覇
市
才
入
才
出
決
算 

 
 

 

（
臨
時
市
長
提
出
議
案
第
百
四
号
） 

第
三 

一
九
五
六
年
度
那
覇
市
水
道
事
業
特
別
会
計
才
入
才
出
決
算 

 
 

 

（
臨
時
市
長
提
出
議
案
第
百
五
号
） 

第
四 

一
九
五
六
年
度
那
覇
市
土
地
区
画
整
理
亊
業
特
別
会
計
才
入
才
出
決
算 

 
 

 

（
臨
時
市
長
提
出
議
案
第
百
六
号
） 

第
五 

一
九
五
八
年
度
那
覇
市
才
入
才
出
予
算
の
専
決
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 

（
臨
時
市
長
提
出
議
案
第
百
七
号
） 

第
六 

一
九
五
八
年
度
那
覇
市
才
入
才
出
追
加
予
算
の
専
決
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 

（
臨
時
市
長
提
出
議
案
第
百
八
号
） 

第
七 

一
九
五
八
年
度
那
覇
市
才
入
才
出
追
加
予
算
の
専
決
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 

（
臨
時
市
長
提
出
議
案
第
百
九
号
） 

第
八 

一
九
五
八
年
度
那
覇
市
才
入
才
出
追
加
校
更
正
予
算
の
専
決
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 

（
臨
時
市
長
提
出
議
案
第
百
十
号
） 

第
九 

一
九
五
八
年
度
那
覇
市
水
道
亊
業
特
別
会
計
才
入
才
出
追
加
予
算
の
専
決
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 

（
臨
時
市
長
提
出
議
案
第
百
十
一
号
） 

第
十 

一
九
五
八
年
度
那
覇
市
土
地
区
画
整
理
亊
業
特
別
会
計
才
入
才
出
予
算
の
専
決
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 

（
臨
時
市
長
提
出
議
案
第
百
十
二
号
） 

第
十
一 

一
九
五
八
年
度
那
覇
市
土
地
区
画
整
理
事
業
特
別
会
計
才
入
才
出
追
加
予
算
の
専
決
処
分
に
つ

い
て 

 
 

 
 

（
臨
時
市
長
提
出
議
案
第
百
十
三
号
） 

第
十
二 

土
地
所
有
権
和
解
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
臨
時
市
長
提
出
議
案
第
百
十
四
号
） 

第
十
三 

財
産
の
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
臨
時
市
長
提
出
議
案
第
百
十
五
号
） 

第
十
四 

土
地
所
有
権
確
認
請
求
起
訴
事
件
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
臨
時
市
長
提
出
議
案
第
百
十
六
号
） 
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第
十
五 

土
地
所
有
権
確
認
請
求
訴
訟
亊
件
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
臨
時
市
長
提
出
議
案
第
百
十
七
号
） 

第
十
六 
糸
嶺
篤
烈
外
壱
名
よ
り
提
訴
の
損
害
賠
償
亊
件
和
解
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
臨
時
市
長
提
出
議
案
第
百
十
八
号
） 

第
十
七 

一
九
五
八
年
度
那
覇
市
才
入
才
出
追
加
更
正
予
算 

 
 

 
 

（
臨
時
市
長
提
出
議
案
第
百
十
九
号
） 

第
十
八 

一
九
五
八
年
度
那
覇
市
水
道
亊
業
特
別
会
計
才
入
才
出
追
加
予
算 

 
 

 
 

（
臨
時
市
長
提
出
議
案
第
百
二
十
号
） 

第
十
九 

予
算
の
項
の
金
額
流
用
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
臨
時
市
長
提
出
議
案
第
百
二
十
一
号
） 

第
二
十 

市
有
地
払
下
げ
の
申
請
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
総
務
財
政
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
二
十
一 

道
路
新
設
に
関
す
る
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
二
十
二 

真
和
志
市
を
那
覇
市
の
区
域
に
編
入
す
る
に
伴
う
諸
条
例
の
暫
定
措
置
に
関
す
る
条
例
案 

 
 

 
 

 

（
臨
時
市
長
提
出
議
案
第
百
二
十
二
号
） 

第
二
十
三 

真
和
志
市
を
那
覇
市
の
区
域
に
編
入
す
る
に
伴
う
字
の
名
稱
及
び
そ
の
区
域
に
関
す
る
条
例

案 

 
 

 
 

 

（
臨
時
市
長
提
出
議
案
第
百
二
十
三
号
） 

第
二
十
四 

那
覇
市
役
所
支
所
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案 

 
 

 
 

 

（
臨
時
市
長
提
出
議
案
第
百
二
十
四
号
） 

第
二
十
五 

那
覇
市
公
告
式
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案 

 
 

 
 

 

（
臨
時
市
長
提
出
議
案
第
百
二
十
五
号
） 

第
二
十
六 

那
覇
市
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案 

 
 

 
 

 

（
臨
時
市
長
提
出
議
案
第
百
二
十
六
号
） 

第
二
十
七 

那
覇
市
選
挙
管
理
委
員
会
書
記
定
数
条
例
案 

 
 

 
 

 

（
臨
時
市
長
提
出
議
案
第
百
二
十
七
号
） 

第
二
十
八 

那
覇
市
助
役
定
数
条
例
案 

 
 

 
 

 

（
臨
時
市
長
提
出
議
案
第
百
二
十
八
号
） 

第
二
十
九 

那
覇
市
副
收
入
役
設
置
条
例
案 

 
 

 
 

 

（
臨
時
市
長
提
出
議
案
第
百
二
十
九
号
） 

第
三
十 

那
覇
市
消
防
隊
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案 

 
 

 
 

（
臨
時
市
長
提
出
議
案
第
百
三
十
号
） 

第
三
十
一 

那
覇
市
職
員
退
職
金
支
給
条
例
の
特
例
に
関
す
る
条
例
案 

 
 

 
 

 

（
臨
時
市
長
提
出
議
案
第
百
三
十
一
号
） 
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第
三
十
二 

那
覇
市
停
年
制
条
例
の
特
例
に
関
す
る
条
例
案 

 
 

 
 

 

（
臨
時
市
長
提
出
議
案
第
百
三
十
二
号
） 

第
三
十
三 

一
九
五
八
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
追
加
予
算
案 

 
 

 
 

 
（
臨
時
市
長
提
出
議
案
第
百
三
十
三
号
） 

第
三
十
四 

一
九
五
八
年
度
那
覇
市
水
道
亊
業
特
別
会
計
才
入
才
出
追
加
予
算
案 

 
 

 
 

 

（
臨
時
市
長
提
出
議
案
第
百
三
十
四
号
） 

第
三
十
五 

那
覇
市
議
会
亊
務
局
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

 

（
四
、
五
、
六
、
二
一
、
二
二
、
番
議
員
提
出
議
案
第
百
三
十
五
号
） 

第
三
十
六 

副
收
入
役
の
選
任
同
意
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
臨
時
市
長
提
出
議
案
第
百
三
十
六
号
） 

第
三
十
七 

公
有
水
面
埋
立
免
許
申
請
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
臨
時
市
長
提
出
諮
問
第
六
号
） 

第
三
十
八 

公
有
水
面
埋
立
免
許
申
請
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
臨
時
市
長
提
出
諮
問
第
七
号
） 
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一
九
五
八
年 

自
二
月
二
十
四
日 

至
二
月
二
十
八
日 

第
二
十
二
回
那
覇
市
議
会
（
臨
時
会
）
会
議
録 

二
冊
の
内
二 

 

日 
 

程 

 

二
月
二
十
四
日
（
一
日
目
） 

第
一 

議
席
の
決
定 

第
二 

議
長
辞
職
許
可
に
つ
い
て 

第
三 

議
長
選
挙 

第
四 

副
議
長
辞
職
許
可
に
つ
い
て 

第
五 

副
議
長
選
挙 

第
六 

常
任
委
員
会
委
員
数
の
決
定
並
び
に
委
員
の
選
出
方
法
に
つ
い
て 

第
七 

今
期
議
会
の
会
議
録
署
名
人
選
挙 

第
八 

今
期
議
会
の
会
期
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て 

第
九 

一
九
五
八
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
追
加
更
正
予
算 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
一
号
） 

第
十 

那
覇
市
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
案
） 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
号
） 

第
十
一 

公
有
水
面
埋
立
免
許
申
請
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
諮
問
第
六
号
） 

第
十
二 

議
員
の
辞
職
に
つ
い
て 

第
十
三 

議
員
の
辞
職
に
つ
い
て 

  

二
月
二
十
五
日
（
二
日
目
） 

第
一 

一
九
五
八
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
追
加
更
正
予
算 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
一
号
） 

第
二 

那
覇
市
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
案
） 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
号
） 

第
三 

公
有
水
面
埋
立
免
許
申
請
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
諮
問
第
六
号
） 

  

二
月
二
十
八
日
（
三
日
目
） 

第
一 

ガ
ー
ブ
川
水
上
店
舖
早
急
撤
去
要
請
決
議
案 

 
 

 

（
決
議
案
第
二
号
） 
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第
二 

久
茂
地
川
安
里
川
及
ガ
ー
ブ
川
の
準
用
河
川
認
定
に
つ
い
て
の
要
請
決
議
案 

 
 

 

（
決
議
案
第
一
号
） 

第
三 
那
覇
市
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
号
） 

第
四 

議
案
第
二
号
を
撤
回
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

第
五 

那
覇
市
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
号
） 

第
六 

一
九
五
八
年
度
那
覇
市
才
入
才
出
追
加
更
正
予
算 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
一
号
） 

第
七 

議
案
第
一
号
を
撤
回
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

第
八 

一
九
五
八
年
度
那
覇
市
才
入
才
出
追
加
更
正
予
算 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
号
） 

第
九 

公
有
水
面
埋
立
免
許
申
請
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
諮
間
第
六
号
） 

第
十 

選
挙
管
理
委
員
の
報
酬
増
額
に
つ
い
て
申
請 

 
 

 

（
総
務
財
政
委
員
会
中
間
報
告
） 

第
十
一 

那
覇
市
十
区
二
組
道
路
設
置
方
の
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
十
二 

安
里
川
護
岸
欠
壞
工
亊
に
関
す
る
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
十
三 

む
つ
み
通
り
道
路
鋪
装
及
び
下
水
溝
設
置
並
び
に
不
法
建
築
物
の
撤
去
の
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
十
四 

水
害
に
よ
る
欠
壞
道
路
の
修
復
と
排
水
施
設
並
び
に
霊
御
殿
小
路
の
排
水
施
設
と
路
面
補
修
の

早
期
実
現
方
に
関
す
る
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
十
五 

開
南
地
区
（
七
区
二
組
）
道
路
新
設
に
関
す
る
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
十
六 

蔡
温
橋
よ
り
姫
百
合
橋
間
の
護
岸
工
亊
施
工
方
の
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
十
七 

ガ
ー
ブ
ー
川
水
上
店
鋪
撤
去
反
対
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
十
八 

若
狭
小
学
校
々
地
拡
張
に
つ
い
て
（
陳
情
） 

 
 

 
 

（
文
教
厚
生
労
務
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
十
七 

ガ
ー
ブ
ー
川
水
上
店
舖
早
急
撤
去
要
請
決
議
案 

 
 

 
 

（
決
議
案
第
二
号
） 

 



一九五八年 第二十二回那覇市議会（臨時会）会議録 二冊の内二 101 

第
十
八 

久
茂
地
川
安
里
川
及
ガ
ー
ブ
川
の
準
用
河
川
認
定
に
つ
い
て
の
要
請
決
議
案 

 
 

 
 

（
決
議
案
第
一
号
）
（
追
加
と
同
時
に
日
程
第
二
に
繰
上
変
更
す
。
） 
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一
九
五
八
年 

自
三
月
二
十
四
日 

至
三
月
三
十
一
日 

第
二
十
三
回
那
覇
市
議
会
（
定
例
会
）
会
議
録 

二
冊
の
二 

 

日 
 

程 

 

三
月
二
十
四
日
（
一
日
目
） 

第
一 

今
期
議
会
の
会
議
録
署
名
人
選
挙 

第
二 

今
期
議
会
の
会
期
を
定
め
る
こ
と 

第
三 

臨
時
出
納
検
査
立
会
人
の
互
選
に
つ
い
て 

第
四 

議
員
定
数
増
加
に
よ
る
都
市
計
画
審
議
会
委
員
の
選
任
に
つ
い
て 

第
五 

公
有
水
面
埋
立
免
許
申
請
手
続
き
に
つ
い
て 

 
 

 

（
三
九
、
四
、
五
、
九
、
一
四
、
一
六
、
一
七
、
二
〇
、
二
二
、
二
八
、
三
一
、
三
三
、
三
四
、 

 
 

 
 

四
〇
、
番
議
員
提
出
決
議
案
第
三
号
） 

第
六 

那
覇
市
行
政
区
画
整
理
調
査
研
究
委
員
会
設
置
方
の
要
請
に
つ
い
て 

 
 

 

（
一
、
四
、
五
、
六
、
七
、
八
、
九
、
十
一
、
十
四
、
十
七
、
十
八
、
十
九
、
二
十
、
二
十
三
、 

 
 

 
 

二
十
四
、
二
十
五
、
二
十
六
、
二
十
七
、
二
十
九
、
三
十
、
三
十
一
、
三
十
二
、
三
十
八
、 

 
 

 
 

三
九
、
四
十
、
四
十
五 

番
議
員
提
出
決
議
案
第
四
号
） 

第
七 

那
覇
市
部
課
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
案
） 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
号
） 

第
八 

泊
港
々
湾
施
設
管
理
使
用
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
案
） 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
号
） 

第
九 

水
害
に
伴
う
亊
業
税
の
軽
減
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
号
） 

第
十 

助
役
（
第
一
）
の
選
任
同
意
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
八
号
） 

第
十
一 

那
覇
都
市
計
画
街
路
の
一
部
変
更
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
諮
問
第
一
号
） 

第
十
二 

泊
港
々
湾
区
域
設
定
に
関
す
る
諮
問
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
諮
問
第
二
号
） 

  

三
月
二
十
六
日
（
二
日
目
） 

第
一 

施
政
方
針
に
対
す
る
一
般
貭
疑 

第
二 

那
覇
市
部
課
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
案
） 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
号
） 
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第
三 

泊
港
々
湾
施
設
管
理
使
用
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
案
） 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
号
） 

第
四 
水
害
に
伴
う
事
業
税
の
軽
減
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
号
） 

第
五 

那
覇
都
市
計
画
街
路
の
一
部
変
更
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
諮
問
第
一
号
） 

第
六 

泊
港
々
湾
区
域
設
定
に
関
す
る
諮
問
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
諮
問
第
二
号
） 

第
七 

助
役
（
第
一
）
の
選
任
同
意
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
八
号
） 

第
八 

公
有
水
面
埋
立
免
許
申
請
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
諮
問
第
六
号
） 

第
九 

那
覇
市
行
政
区
域
の
一
部
町
の
区
域
を
変
更
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

第
十 

水
上
店
舖
撤
去
対
策
委
員
会
の
委
員
選
出
に
つ
い
て 

  

三
月
二
十
九
日
（
三
日
目
） 

今
期
議
会
の
会
期
を
延
長
す
る
こ
と
に
つ
い
て
。 

  

三
月
三
十
一
日
（
四
日
目
） 

第
一 

水
上
店
舖
撤
去
対
策
委
員
会
の
委
員
選
出
に
つ
い
て 

 
 

 

（
議
長
發
議
） 

第
二 

那
覇
市
部
課
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
案
） 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
号
） 

第
三 

泊
港
々
湾
施
設
管
理
使
用
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
案
） 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
号
） 

第
四 

水
害
に
伴
う
事
業
税
の
軽
減
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
号
） 

第
五 

那
覇
都
市
計
画
街
路
の
一
部
変
更
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
諮
問
第
一
号
） 

第
六 

泊
港
々
湾
区
域
設
定
に
関
す
る
諮
問
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
諮
問
第
二
号
） 

第
七 

議
案
第
八
号
の
撤
回
に
つ
い
て 

第
八 

助
役
（
第
一
）
の
選
任
同
意
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
八
号
） 
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第
九 

公
有
水
面
埋
立
免
許
申
請
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
諮
問
第
六
号
） 

第
十 
那
覇
市
行
政
区
域
の
一
部
町
の
区
域
を
変
更
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
九
号
） 

第
十
一 

奥
武
山
区
民
立
退
き
に
伴
う
移
転
費
恵
与
方
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
総
務
財
政
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
十
二 

那
覇
市
教
育
の
根
本
的
問
題
解
決
に
対
す
る
財
政
面
の
援
助
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
総
務
財
政
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
十
三 

世
持
神
社
敷
地
誤
記
訂
正
の
件
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
総
務
財
政
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
十
四 

鳥
堀
区
旧
道
路
復
活
方
の
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
十
五 

道
路
使
用
店
舖
存
置
方
の
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
十
六 

那
覇
市
十
区
琉
球
銀
行
松
尾
支
店
北
側
（
横
丁
）
よ
り
十
区
十
五
組
に
至
る
道
路
改
修
方
の
陳

情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
十
七 

六
区
排
水
路
補
修
早
期
実
現
方
に
関
す
る
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
十
八 

バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
用
地
内
の
市
有
地
譲
渡
方
に
関
す
る
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
十
九 

那
覇
市
八
区
十
二
組
排
水
路
施
工
方
の
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
二
十 

那
覇
市
戦
災
復
興
に
対
す
る
日
本
政
府
の
援
助
要
請
決
議
案 

 
 

 
 

（
十
、
十
三
、
十
六
、
二
十
一
、
二
十
二
、
二
十
八
、
三
十
八
、
三
十
四
、
三
十
五
、
三
十
六
、 

 
 

 
 

 

三
十
七
、
四
十
一
、
四
十
二
、
四
十
三
、
四
十
四
番
議
員
提
出
決
議
案
第
五
号
） 
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一
九
五
八
年 

自
六
月
十
日 

至
七
月
十
日 

第
二
十
四
回
那
覇
市
議
会
（
定
例
会
）
会
議
録 

五
冊
の
三 

 

日 
 

程 

 

六
月
十
日
（
一
日
目
） 

第
一 

今
期
議
会
の
会
議
録
署
名
人
選
挙 

第
二 

今
期
議
会
の
会
期
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て 

第
三 

市
長
の
施
政
方
針
聴
取 

第
四 

一
九
五
七
年
度
那
覇
市
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
号
） 

第
五 

一
九
五
七
年
度
那
覇
市
水
道
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
一
号
） 

第
六 

一
九
五
七
年
度
那
覇
市
土
地
区
画
整
理
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
二
号
） 

第
七 

那
覇
市
報
酬
及
び
費
用
弁
償
条
例
（
市
長
提
出
議
案
第
十
三
号
） 

第
八 

那
覇
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
四
号
） 

第
九 

那
覇
市
職
員
の
旅
費
支
給
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
五
号
） 

第
十 

那
覇
市
部
課
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
六
号
） 

第
十
一 

那
覇
市
水
道
給
水
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
七
号
） 

第
十
二 

那
覇
市
行
政
区
画
整
理
調
査
研
究
委
員
会
設
置
条
例 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
八
号
） 

第
十
三 

泊
港
々
湾
施
設
管
理
使
用
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
九
号
） 

第
十
四 

那
覇
市
議
会
事
務
局
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
六
号
） 

第
十
五 

「
収
入
役
代
理
者
の
定
め
に
つ
い
て
」
の
廃
止
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
号
） 

第
十
六 

愛
生
寮
設
置
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
一
号
） 

第
十
七 

愛
生
寮
施
設
の
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
二
号
） 
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第
十
八 

固
定
資
産
評
価
員
の
選
任
同
意
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
三
号
） 

第
十
九 
公
有
水
面
理
立
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
四
号
） 

第
二
十 

財
産
の
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
五
号
） 

第
二
十
一 

移
転
に
伴
う
借
地
料
免
除
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
六
号
） 

第
二
十
二 

土
地
所
有
権
の
和
解
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
七
号
） 

第
二
十
三 

財
産
の
売
却
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
八
号
） 

第
二
十
四 

市
有
地
の
無
償
貸
付
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
九
号
） 

第
二
十
五 

区
画
整
理
那
覇
第
一
地
区
辻
工
事
区
内
の
公
有
水
面
理
立
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
号
） 

第
二
十
六 

区
画
整
理
那
覇
第
一
地
区
若
狭
工
事
区
内
公
有
水
面
理
立
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
一
号
） 

第
二
十
七 

増
資
株
の
専
決
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
二
号
） 

第
二
十
八 

一
九
五
九
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
予
算 

 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
三
号
） 

第
二
十
九 

一
九
五
九
年
度
那
覇
市
水
道
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
予
算 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
四
号
） 

第
三
十 

一
九
五
九
年
度
那
覇
市
土
地
区
画
整
理
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
予
算 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
五
号
） 

第
三
十
一 

区
画
整
理
区
域
の
変
更
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
諮
問
第
三
号
） 
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一
九
五
八
年 

自
六
月
十
日 

至
七
月
十
日 

第
二
十
四
回
那
覇
市
議
会
（
定
例
会
）
会
議
録 

五
冊
の
四 

 

日 
 

程 

 

六
月
十
三
日
（
二
日
目
） 

施
政
方
針
に
対
す
る
一
般
質
問 

  

六
月
十
四
日
（
三
日
目
） 

施
政
方
針
に
対
す
る
一
般
質
問 

  

六
月
十
六
日
（
四
日
目
） 

市
政
方
針
に
対
す
る
一
般
質
問 

  

六
月
十
七
日
（
五
日
目
） 

第
一 

一
九
五
七
年
度
那
覇
市
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
号
） 

第
二 

一
九
五
七
年
度
那
覇
市
水
道
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
一
号
） 

第
三 

一
九
五
七
年
度
那
覇
市
工
地
区
画
整
理
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
二
号
） 

第
四 

那
覇
市
報
酬
及
び
費
用
弁
償
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
三
号
） 

第
五 

那
覇
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
四
号
） 

第
六 

那
覇
市
職
員
の
旅
費
支
給
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
五
号
） 

第
七 

那
覇
市
部
課
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
六
号
） 

第
八 

那
覇
市
水
道
給
水
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
七
号
） 

第
九 

那
覇
市
行
政
区
画
整
理
調
査
研
究
委
員
会
設
置
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
八
号
） 
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第
十 

泊
港
々
湾
施
設
管
理
使
用
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
（
市
長
提
出
議
案
第
十
九
号
） 

第
十
一 
那
覇
市
議
会
事
務
局
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
六
号
） 

第
十
二 

那
覇
市
都
市
計
画
委
員
会
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
九
号
） 

第
十
三 

那
覇
市
財
産
条
例 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
号
） 

第
十
四 

那
覇
市
契
約
条
例 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
一
号
） 

第
十
五 

「
収
入
役
代
理
者
の
定
に
つ
い
て
」
の
廃
止
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
号
） 

第
十
六 

愛
生
寮
設
置
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
一
号
） 

第
十
七 

愛
生
寮
施
設
の
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
二
号
） 

第
十
八 

固
定
資
産
評
価
員
の
選
任
同
意
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
三
号
） 

第
十
九 

財
産
の
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
五
号
） 

第
二
十 

移
転
に
伴
う
借
地
料
免
除
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
六
号
） 

第
二
十
一 

土
地
所
有
権
の
和
解
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
七
号
） 

第
二
十
二 

財
産
の
売
却
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
八
号
） 

第
二
十
三 

市
有
地
の
無
償
貸
付
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
九
号
） 

第
二
十
四 

増
資
株
の
専
決
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
二
号
） 

第
二
十
五 

水
道
事
業
の
指
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
七
号
） 

第
二
十
六 

那
覇
市
水
道
事
業
の
基
本
計
画
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
八
号
） 

第
二
十
七 

公
有
水
面
埋
立
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
四
号
） 
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第
二
十
八 

区
画
整
理
那
覇
第
一
地
区
辻
工
事
区
内
の
公
有
水
面
埋
立
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
号
） 

第
二
十
九 

区
画
整
理
那
覇
第
一
地
区
若
狭
工
事
区
内
公
有
水
面
埋
立
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
一
号
） 

第
三
十 

区
画
整
理
区
域
の
変
更
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
諮
問
第
第
三
号
） 

第
三
十
一 

公
有
水
面
埋
立
免
許
申
請
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
諮
問
第
四
号
） 

第
三
十
二 

都
市
計
画
埋
立
面
積
増
加
計
画
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
諮
問
第
五
号
） 

第
三
十
三 

一
九
五
九
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
予
算 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
三
号
） 

第
三
十
四 

一
九
五
九
年
度
那
覇
市
水
道
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
予
算 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
四
号
） 

第
三
十
五 

一
九
五
九
年
度
那
覇
市
土
地
区
画
整
理
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
予
算 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
五
号
） 

第
三
十
六 

一
九
五
九
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
追
加
予
算 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
二
号
） 

第
三
十
七 

那
覇
市
の
戦
災
復
興
事
業
に
対
す
る
日
本
政
府
の
援
助
要
請
決
議
案 

 
 

 
 

 

（
総
務
財
政
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
三
十
八 

決
議
案
第
五
号
の
撤
回
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
十
番
議
員
仲
尾
次
盛
夏
外
十
四
名
提
出
） 

第
三
十
九 

那
覇
市
の
戦
災
復
興
事
業
に
対
す
る
日
本
政
府
の
援
助
要
請
決
議
案 

 
 

 
 

 

（
一
番
議
員
久
場
景
善
外
四
十
一
名
提
出
決
議
案
第
六
号
） 

第
四
十 

塵
芥
汚
物
焼
却
設
備
早
期
実
現
に
関
す
る
決
議
案 

 
 

 
 

（
二
番
議
員
平
良
真
次
郎
外
十
二
名
提
出
決
議
案
第
七
号
） 

  

六
月
二
十
七
日
（
六
日
目
） 

第
一
、
一
九
五
九
年
度
那
覇
市
水
道
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
追
加
予
算 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
四
号
） 

第
二
、
一
九
五
八
年
度
予
算
の
繰
越
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
五
号
） 

第
三
、
会
期
延
長
に
つ
い
て 
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六
月
三
十
日
（
七
日
目
） 

第
一
、
那
覇
市
報
酬
及
び
費
用
弁
償
条
例
の
一
部
修
正
案 

 
 

 
（
二
十
一
番
議
員
瀬
名
波
栄
他
六
名
提
出
議
案
第
四
十
七
号
）
） 

第
二
、
那
覇
市
報
酬
及
び
費
用
弁
償
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
三
号
） 

第
三
、
那
覇
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
四
号
） 

第
四
、
那
覇
市
職
員
の
旅
費
支
給
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
五
号
） 

第
五
、
那
覇
市
部
課
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
六
号
） 

第
六
、
那
覇
市
水
道
給
水
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
七
号
） 

第
七
、
那
覇
市
議
会
事
務
局
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
六
号
） 

第
八
、
一
九
五
九
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
予
算
の
一
部
修
正
案 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
八
号
） 

第
九
、
一
九
五
九
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
予
算 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
三
号
） 

第
十
、
一
九
五
九
年
度
那
覇
市
水
道
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
予
算 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
四
号
） 
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一
九
五
八
年 

自
六
月
十
日 

至
七
月
十
日 

第
二
十
四
回
那
覇
市
議
会
（
定
例
会
）
会
議
録 

五
冊
の
五 

 

日 
 

程 

 

七
月
一
日
（
八
日
目
） 

第
一
、
那
覇
市
都
市
計
画
事
業
に
対
す
る
請
願
決
議
案 

 
 

 

（
一
番
議
員 

久
場
景
善
他
二
四
号
提
出
決
議
案
第
八
号
） 

第
二
、
区
画
整
理
事
業
の
刷
新
強
化
に
関
す
る
促
進
決
議
案 

 
 

 

（
三
十
一
番
議
員 

宮
城
実
他
二
十
四
名
提
出
決
議
案
第
九
号
） 

第
三
、
警
察
官
の
増
員
と
首
里
分
署
又
は
首
里
警
部
補
派
出
所
設
置
促
進
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 

（
八
番
議
員 

儀
武
息
睦
他
二
名
提
出
決
議
案
第
十
号
） 

第
四
、
那
覇
市
行
政
区
画
整
理
調
査
研
究
委
員
会
設
置
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
八
号
） 

第
五
、
泊
港
々
湾
施
設
管
理
使
用
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
九
号
） 

第
六
、
那
覇
市
都
市
計
画
委
員
会
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
九
号
） 

第
七
、
那
覇
市
財
産
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
号
） 

第
八
、
那
覇
市
契
約
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
一
号
） 

第
九
、
会
期
延
長
に
つ
い
て 

  

七
月
二
日
（
九
日
目
） 

第
一 

移
転
に
伴
う
借
地
料
免
除
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
六
号
） 

第
二 

土
地
所
有
権
の
和
解
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
七
号
） 

第
三 

財
産
の
売
却
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
八
号
） 

第
四 

市
有
地
の
無
償
貸
付
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
九
号
） 

第
五 

水
道
事
業
の
指
定
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
七
号
） 
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第
六 

那
覇
市
水
道
事
業
の
基
本
計
画
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
八
号
） 

第
七 
公
有
水
面
の
埋
立
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
四
号
） 

第
八 

区
画
整
理
那
覇
第
一
地
区
辻
工
事
区
内
の
公
有
水
面
埋
立
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
号
） 

第
九 

区
画
整
理
那
覇
第
一
地
区
若
狭
工
事
区
内
の
公
有
水
面
埋
立
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
一
号
） 

第
十 

一
九
五
九
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
追
加
予
算 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
二
号
） 

第
十
一 

一
九
五
九
年
度
那
覇
市
水
道
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
追
加
予
算 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
四
号
） 

第
十
二 

一
九
五
八
年
度
予
算
の
繰
越
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
五
号
） 

第
十
三 

一
九
五
八
年
度
予
算
の
繰
越
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
六
号
） 

第
十
四 

区
画
整
理
区
域
の
変
更
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
諮
問
第
三
号
） 

第
十
五 

公
有
水
面
埋
立
免
許
申
請
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
諮
問
第
四
号
） 

第
十
六 

都
市
計
画
埋
立
面
積
増
加
計
画
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
諮
問
第
五
号
） 

第
十
七 

公
有
水
面
埋
立
免
許
申
請
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
諮
問
第
六
号
） 

第
十
九 

バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
用
地
内
の
市
有
地
譲
渡
方
に
つ
い
て
陳
情 

 
 

 
 

（
建
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
二
十 

塵
芥
汚
物
焼
却
設
備
早
期
実
現
に
関
す
る
決
議
案 

 
 

 
 

（
二
番
議
員
平
良
真
次
郎
他
十
三
名
提
出
決
議
案
第
七
号
） 

第
二
十
一 

日
本
政
府
の
援
助
金
要
請
に
対
す
る
議
会
代
表
派
遺
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
二
十
一
番
議
員
瀬
名
波
栄
発
議
） 

第
二
十
二 

那
覇
市
行
政
区
域
整
理
調
査
研
究
委
員
会
の
委
員
選
任
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
議
長
発
議
） 

第
二
十
三 

那
覇
市
都
市
計
画
委
員
会
の
委
員
選
任
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
議
長
発
議
） 

第
二
十
四 

国
民
体
育
大
会
沖
縄
選
手
団
派
遺
補
助
費
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
総
務
財
政
委
員
会
審
査
報
告
） 
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第
二
十
五 

泊
港
々
湾
施
設
使
用
の
時
間
延
長
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
総
務
財
政
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
二
十
六 

奥
武
山
区
民
か
ら
の
移
動
費
支
給
代
替
地
貸
与
の
早
期
実
現
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
（
総
務
財
政
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
二
十
七 

傷
痍
軍
人
会
那
覇
支
部
運
営
費
補
助
金
交
付
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
総
務
財
政
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
二
十
八 

補
助
金
交
付
方
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
総
務
財
政
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
二
十
九 

那
覇
市
遺
家
族
会
へ
の
補
助
金
交
付
方
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
総
務
財
政
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
三
十 

補
助
金
交
付
方
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
総
務
財
政
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
三
十
一 

那
覇
地
区
交
通
安
全
協
会
か
ら
補
助
金
交
付
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
総
務
財
政
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
三
十
二 

泊
港
タ
ー
ミ
ナ
ル
ビ
ル
内
の
売
店
契
約
に
つ
い
て
（
第
五
次
） 

 
 

 
 

 

（
総
務
財
政
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
三
十
三 

泊
タ
ー
ミ
ナ
ル
内
売
店
経
営
の
公
正
な
る
割
当
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
総
務
財
政
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
三
十
四 

泊
タ
ー
ミ
ナ
ル
内
売
店
経
営
問
題
に
対
す
る
再
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
総
務
財
政
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
三
十
五 

泊
タ
ー
ミ
ナ
ル
内
売
店
経
営
の
公
正
妥
当
な
る
割
当
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
総
務
財
政
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
三
十
六 

泊
港
タ
ー
ミ
ナ
ル
ビ
ル
内
売
店
契
約
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
総
務
財
政
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
三
十
七 

泊
港
タ
ー
ミ
ナ
ル
ビ
ル
内
売
店
割
当
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
総
務
財
政
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
三
十
八 

泊
港
タ
ー
ミ
ナ
ル
ビ
ル
内
売
店
契
約
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
総
務
財
政
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
三
十
九 

陳
情
の
結
論
明
示
方
に
つ
い
て
（
泊
港
タ
ー
ミ
ナ
ル
売
店
） 

 
 

 
 

 

（
総
務
財
政
委
員
会
審
査
報
告
） 

  

七
月
九
日
（
十
日
目
） 

第
一 

安
里
川
河
川
上
流
の
護
岸
及
び
浚
渫
工
事
の
早
急
実
施
方
要
請
決
議
案 

 
 

 

（
一
番
議
員
久
場
景
善
他
二
十
四
名
提
出 

決
議
案
第
十
一
号
） 
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第
二 

中
央
農
業
研
究
指
導
所
の
早
期
移
転
促
進
要
請
決
議
案 

 
 

 

（
四
番
議
員
比
嘉
佑
直
他
八
名
提
出 

決
議
案
第
十
二
号
） 

第
三 
一
九
五
八
年
度
予
算
の
繰
越
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
六
号
） 

第
四 

那
覇
市
行
政
区
画
整
理
調
査
研
究
委
員
会
の
委
員
選
任
に
つ
い
て 

 
 

 

（
議
長
発
議
） 

第
五 

那
覇
市
都
市
計
画
委
員
会
の
委
員
選
任
に
つ
い
て 

 
 

 

（
議
長
発
議
） 

第
六 

公
有
水
面
埋
立
免
許
申
請
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
諮
問
第
六
号
） 

第
七 

公
有
水
面
埋
立
免
許
申
請
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
諮
問
第
六
号
） 

第
八 

水
害
に
依
る
安
里
川
浸
水
地
域
の
恒
久
対
策
と
流
失
架
橋
の
復
旧
並
び
に
水
害
路
面
の
補
修
方
の

早
期
実
現
に
関
す
る
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
九 

与
儀
区
八
班
水
路
並
び
に
仮
橋
改
修
早
期
実
現
方
に
関
す
る
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
十 

三
区
二
組
一
区
十
八
組
区
内
の
排
水
溝
設
置
並
び
に
路
面
鋪
装
に
関
す
る
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
十
一 

三
区
十
五
、
十
六
組
の
区
内
排
水
溝
設
置
並
び
に
路
面
鋪
装
方
に
関
す
る
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
十
二 

若
松
通
り
道
路
鋪
装
方
に
関
す
る
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
十
三 

旧
那
覇
料
亭
前
通
り
（
Ｃ
橋
）
橋
梁
早
期
架
設
方
の
陳
情 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
十
四 

通
学
路
排
水
溝
施
工
並
び
に
工
事
方
の
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
十
五 

安
謝
区
内
東
側
の
安
謝
校
よ
り
岡
野
区
に
至
る
道
路
の
改
修
並
び
に
排
水
溝
設
置
方
の
陳
情
に

つ
い
て 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
十
六 

三
原
区
よ
り
松
川
小
学
校
へ
の
通
学
路
新
設
方
の
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
十
七 

大
道
小
学
校
々
地
に
接
す
る
安
里
川
護
岸
及
び
通
学
路
排
水
溝
設
備
の
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
十
八 

牧
志
中
央
通
り
排
水
溝
の
掩
蓋
施
工
方
の
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 
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第
十
九 

安
謝
区
劇
場
通
り
北
側
の
排
水
溝
施
工
方
の
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
二
十 
二
中
前
区
五
班
区
内
排
水
路
改
修
に
つ
い
て
の
陳
情
に
つ
い
て 

第
二
十
一 

沖
縄
水
産
高
校
西
側
公
有
水
面
埋
立
免
許
願
同
意
の
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

  

七
月
十
日
（
十
一
日
目
） 

第
一 

小
禄
小
学
校
々
地
購
入
に
つ
い
て 

 
 

 

（
文
教
厚
生
労
務
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
二 

泊
小
学
校
附
属
幼
稚
園
の
敷
地
割
當
に
関
す
る
陳
情 

 
 

 

（
文
教
厚
生
労
務
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
三 

世
持
神
社
敷
地
誤
記
訂
正
の
件 

 

 
 

 

（
総
務
財
政
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
四 

中
央
農
研
所
移
転
指
定
地
買
収
と
取
上
げ
阻
止
に
つ
い
て 

 
 

 

（
総
務
財
政
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
五 

中
央
農
研
所
移
転
用
地
買
収
反
対
に
つ
い
て 

 
 

 

（
総
務
財
政
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
六 

商
業
高
校
体
育
館
建
設
に
対
す
る
補
助
金
交
付
方
の
陳
情 

 
 

 

（
総
務
財
政
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
七 

沖
縄
畜
産
加
工
株
式
会
社
に
対
す
る
助
成
金
交
付
方
に
つ
い
て 

 
 

 

（
総
務
財
政
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
八 

都
市
計
画
事
業
に
よ
り
潰
地
と
な
る
土
地
の
適
正
補
償
に
つ
い
て 

 
 

 

（
総
務
財
政
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
九 

靖
国
神
社
奉
賛
会
沖
縄
地
方
本
部
会
に
一
九
五
九
年
度
補
助
金
交
付
方
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 

（
総
務
財
政
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
十 

旧
護
国
神
社
の
敷
地
無
償
貸
与
方
の
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 

（
総
務
財
政
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
十
一 

市
有
地
売
買
に
因
る
処
分
方
の
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
総
務
財
政
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
十
二 

泊
港
タ
ー
ミ
ナ
ル
内
売
店
契
約
に
関
す
る
不
正
収
賄
事
実
調
査
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
総
務
財
政
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
十
三 

船
揚
場
漁
具
漁
網
干
場
敷
地
無
償
貸
与
方
の
陳
情 

 
 

 
 

（
総
務
財
政
委
員
会
審
査
報
告
） 
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第
十
四 

世
持
神
社
敷
地
払
下
げ
に
つ
い
て
陳
情 

 
 

 
 

（
総
務
財
政
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
十
五 
泊
港
貨
物
滞
貨
料
善
処
方
に
関
す
る
陳
情 

 
 

 
 

（
総
務
財
政
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
十
六 

市
有
地
貸
与
方
の
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
総
務
財
政
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
十
七 

道
路
敷
地
買
上
げ
方
お
願
い
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
総
務
財
政
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
十
八 

解
雇
通
知
の
取
消
し
並
び
に
臨
時
傭
負
の
定
数
化
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
総
務
財
政
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
十
九 

替
費
地
譲
渡
陳
情 

 
 

 
 

（
総
務
財
政
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
二
十 

バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
建
設
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
諮
問
第
七
号
） 

第
二
十
一 

バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
用
地
内
の
市
有
地
譲
渡
の
陳
情
に
つ
い
て 

第
二
十
二 

収
入
役
の
選
任
同
意
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
三
号
） 

第
二
十
三 

那
覇
市
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

 

（
四
十
三
番
議
員
他
十
三
名
提
出
議
案
第
四
十
九
号
） 

第
二
十
四 

請
願
書
取
扱
要
綱
の
一
部
改
正
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
四
十
三
番
議
員
他
十
三
名
提
出
議
案
第
五
十
号
） 

第
二
十
五 

那
覇
市
都
市
計
画
の
文
教
地
区
の
指
定
に
つ
い
て 

第
二
十
六 

那
覇
市
消
防
隊
人
事
の
刷
新
に
つ
い
て
陳
情 
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一
九
五
八
年 

八
月
十
九
日 

第
二
十
五
回
那
覇
市
議
会
（
臨
時
会
）
会
議
録 

 

日 
 

程 

 

八
月
十
九
日 

第 

一
、 

今
期
議
会
の
会
議
録
署
名
人
選
挙 

第 

二
、 

今
期
議
会
の
会
期
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て 

第 

三
、 

那
覇
市
職
員
に
対
す
る
一
九
五
九
年
度
夏
期
手
当
支
給
条
例
（
案
） 

 
 

 
 

 

（
職
務
代
理
者
提
出
議
案
第
五
十
一
号
） 
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一
九
五
八
年 

自
九
月
二
十
九
日 

至
十
月
十
三
日 

 
第
二
十
六
回
那
覇
市
議
会
（
定
例
会
）
会
議
録 

二
冊
の
二 

 

日 
 

程 

 

九
月
二
十
九
日
（
一
日
目
） 

第
一 

今
期
議
会
の
会
議
録
署
名
人
選
挙 

第
二 

今
期
議
会
の
会
期
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て 

第
三 

那
覇
市
民
集
会
所
設
置
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
二
号
） 

第
四 

那
覇
市
民
集
会
所
使
用
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
三
号
） 

第
五 

那
覇
市
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
四
号
） 

第
六 

那
覇
市
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
五
号
） 

第
七 

那
覇
市
税
賦
課
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
六
号
） 

第
八 

那
覇
市
教
育
税
賦
課
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
七
号
） 

第
九 

財
産
を
買
却
処
分
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
八
号
） 

第
十 

泊
港
北
岸
待
合
所
の
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
九
号
） 

第
十
一 

市
道
路
線
の
認
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
十
号
） 

第
十
二 

拝
所
を
廃
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
十
一
号
） 

第
十
三 

那
覇
市
水
道
給
水
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
十
二
号
） 

第
十
四 

所
属
未
定
地
を
那
覇
市
の
行
政
区
域
に
編
入
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
十
三
号
） 

第
十
五 

新
た
に
町
を
画
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
十
四
号
） 
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十
月
二
日
（
二
日
目
） 

第
一 

那
覇
市
民
集
会
所
設
置
条
例 

 
 

 
（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
二
号
） 

第
二 

那
覇
市
民
集
会
所
使
用
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
三
号
） 

第
三 

那
覇
市
職
員
の
勤
務
時
間
・
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
四
号
） 

第
四 

那
覇
市
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
出
議
案
第
五
十
五
号
） 

第
五 

那
覇
市
税
賦
課
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
出
議
案
第
五
十
六
号
） 

第
六 

那
覇
市
教
育
税
賦
課
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
出
議
案
第
五
十
七
号
） 

第
七 

財
産
を
売
却
処
分
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
出
議
案
第
五
十
八
号
） 

第
八 

泊
港
北
岸
待
合
所
の
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
出
議
案
第
五
十
九
号
） 

第
九 

市
道
路
線
の
認
定
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
出
議
案
第
六
十
号
） 

第
十 

拝
所
を
廃
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
出
議
案
第
六
十
一
号
） 

第
十
一 

那
覇
市
水
道
給
水
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
出
議
案
第
六
十
二
号
） 

第
十
二 

所
属
未
定
地
を
那
覇
市
の
行
政
区
域
に
編
入
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
出
議
案
第
六
十
三
号
） 

第
十
三 

新
た
に
町
を
画
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
出
議
案
第
六
十
四
号
） 

第
十
四 

都
市
計
画
細
部
街
路
の
決
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
諮
問
第
九
号
） 

第
十
五 

那
覇
市
都
市
計
画
文
教
地
区
の
指
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
諮
問
第
十
号
） 

第
十
六 

都
市
計
画
広
場
追
加
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
諮
問
第
十
一
号
） 

第
十
七 

都
市
計
画
公
園
決
定
追
加
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
諮
問
第
十
二
号
） 
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第
十
八 

土
地
区
画
整
理
に
伴
い
造
成
さ
れ
た
道
路
を
那
覇
市
計
画
事
業
か
ら
除
外
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
諮
問
第
十
三
号
） 

第
十
九 
那
覇
市
土
地
区
画
整
理
事
業
特
別
会
計
一
九
五
八
年
度
繰
越
計
算
書
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
報
告
書
） 

  

十
月
九
日
（
三
日
目
） 

第
一
、
市
政
に
対
す
る
一
般
質
問 

  

十
月
十
日
（
四
日
目
） 

第
一 

那
覇
市
民
集
会
所
設
置
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
二
号
） 

第
二 

那
覇
市
民
集
会
所
使
用
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
三
号
） 

第
三 

那
覇
市
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
四
号
） 

第
四 

那
覇
市
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
五
号
） 

第
五 

那
覇
市
税
賦
課
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
六
号
） 

第
六 

那
覇
市
教
育
税
賦
課
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
七
号
） 

第
七 

財
産
を
売
却
処
分
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
八
号
） 

第
八 

泊
港
北
岸
待
合
所
の
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
九
号
） 

第
九 

市
道
路
線
の
認
定
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
十
号
） 

第
十 

拝
所
を
廃
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
十
一
号
） 

第
十
一 

那
覇
市
水
道
給
水
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
十
二
号
） 

第
十
二 

那
覇
市
財
産
条
例 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
号
） 
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第
十
三 

議
案
第
四
十
号
を
撤
回
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

第
十
四 

那
覇
市
契
約
条
例 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
一
号
） 

第
十
五 
議
案
第
四
十
一
号
を
撤
回
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

第
十
六 

一
九
五
九
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
追
加
予
算 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
二
号
） 

第
十
七 

那
覇
市
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

（
真
栄
田
義
晃
他
十
三
名
提
出
議
案 

第
四
十
九
号
） 

第
十
八 

議
案
第
四
十
九
号
を
撤
回
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
真
栄
田
義
晃
他
十
三
名
提
出
） 

第
十
九 

請
願
書
取
扱
要
網
の
一
部
改
正
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
真
栄
田
義
晃
他
十
三
名
提
出
議
案 
第
五
十
号
） 

第
二
十 

議
案
第
五
十
号
を
撤
回
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
真
栄
田
義
晃
他
十
三
名
提
出
） 

  

十
月
十
一
日
（
五
日
目
） 

第
一 

市
道
路
線
の
認
定
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
十
号
） 

第
二 

所
属
未
定
地
を
那
覇
市
の
行
政
区
域
に
編
入
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
十
三
号
） 

第
三 

新
た
な
町
を
画
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
十
四
号
） 

第
四 

都
市
計
画
細
部
街
路
の
決
定
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
諮
問
第
九
号
） 

第
五 

那
覇
市
都
市
計
画
文
教
地
区
の
指
定
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
諮
問
第
八
号
） 

第
六 

都
市
計
画
広
場
追
加
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
諮
問
第
十
一
号
） 

第
七 

都
市
計
画
公
園
決
定
追
加
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
諮
問
第
十
二
号
） 

第
八 

土
地
区
画
整
理
に
伴
い
造
成
さ
れ
た
道
路
を
那
覇
都
市
計
画
事
業
か
ら
除
外
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
諮
問
第
十
三
号
） 

第
九 

那
覇
市
土
地
区
画
整
理
事
業
特
別
会
計
一
九
五
八
年
度
繰
越
計
算
書
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
報
告
書
） 
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第
十 

公
有
水
面
埋
立
計
画
変
更
申
請
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
諮
問
第
六
号
） 

第
十
一 
兼
次
市
長
不
信
任
決
議
案 

 
 

 
 

（
二
十
一
番
、
二
十
八
番
、
三
十
六
番
議
員
提
出
決
議
案 

第
十
四
号
） 

第
十
二 

費
用
弁
償
条
例
中
議
員
報
酬
の
一
部
を
改
正
す
る
要
請
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
四
十
三
番
議
員
提
出
決
議
案
第
十
五
号
） 

第
十
三 

会
期
延
長
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
三
十
九
番
議
員
発
議
） 

  

十
月
十
三
日
（
六
日
目
） 

第
一 

那
覇
市
都
市
計
画
文
教
地
区
の
指
定
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
諮
問 

第
八
号
） 

第
二 

那
覇
市
都
市
計
画
文
教
地
区
の
指
定
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
諮
問 

第
十
号
） 

第
三 

日
本
労
働
組
合
総
評
議
会
の
援
助
に
対
す
る
感
謝
決
議
案 

 
 

 

（
十
三
番
議
員
他 

九
名
提
出
決
議
案 

第
十
三
号
） 

第
四 

那
覇
市
教
育
の
基
本
問
題
に
対
す
る
財
政
面
の
援
助
に
つ
い
て 

 
 

 

（
総
務
財
政
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
五 

選
挙
管
理
委
員
会
の
報
酬
増
額
に
つ
い
て 

 
 

 

（
総
務
財
政
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
六 

松
尾
区
大
典
寺
（
仮
称
）
通
り
鋪
装
方
の
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
七 

四
十
四
号
線
両
側
の
排
水
溝
設
置
方
の
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
八 

古
波
蔵
埋
立
事
業
譲
渡
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
九 

小
禄
小
学
校
々
地
購
入
に
つ
い
て 

 
 

 

（
文
教
厚
生
労
務
委
員
会
中
間
報
告
） 

第
十 

消
防
隊
人
事
刷
新
に
つ
い
て 

 
 

 

（
総
務
財
政
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
十
一 

消
防
隊
問
題
に
対
す
る
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
総
務
財
政
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
十
二 

三
区
内
日
野
通
り
排
水
溝
新
設
工
事
促
進
方
の
陳
情 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
中
間
報
告
） 
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第
十
三 

区
画
整
理
の
不
当
換
地
に
反
対
す
る
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
十
四 
三
区
内
旧
道
路
復
活
方
の
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
十
五 

泊
小
学
校
々
地
購
入
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
文
教
厚
生
労
務
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
十
六 

助
成
金
交
付
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
総
務
財
政
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
十
七 

泊
港
貨
物
滞
貸
料
善
処
方
に
関
す
る
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
総
務
財
政
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
十
八 

楚
辺
区
（
美
田
原
）
排
水
溝
設
置
方
の
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
十
九 

旧
射
撃
場
跡
を
緑
地
帯
指
定
方
の
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
二
十 

山
下
町
一
丁
目
旧
市
道
改
修
方
に
関
す
る
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
二
十
一 

久
茂
地
小
学
校
々
地
拡
張
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
文
教
厚
生
労
務
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
二
十
二 

旧
護
国
神
社
跡
土
地
使
用
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
総
務
財
政
委
員
会
中
間
報
告
） 

第
二
十
三 

首
里
当
之
蔵
町
蓮
池
埋
立
に
依
る
養
鯉
の
損
害
賠
償
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
総
務
財
政
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
二
十
四 

具
志
区
内
排
水
溝
補
修
方
の
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
二
十
五 

具
志
区
内
ア
カ
ム
ヤ
ー
東
と
前
原
間
の
小
川
改
修
方
の
陳
情 

 
 

 
 

 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
二
十
六 

開
南
幼
稚
園
々
舎
敷
地
割
愛
方
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
文
教
厚
生
労
務
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
二
十
七 

泊
商
港
タ
ー
ミ
ナ
ル
ビ
ル
使
用
の
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
総
務
財
政
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
二
十
八 

観
光
事
業
補
助
金
交
付
の
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
総
務
財
政
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
二
十
九 

汀
良
区
内
河
川
堤
防
修
繕
方
の
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
三
十 

安
謝
橋
上
流
側
公
有
水
面
埋
立
免
許
同
意
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 
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第
三
十
一 

公
園
施
設
の
一
部
相
撲
場
建
設
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
文
教
厚
生
労
務
委
員
会
中
間
報
告
） 

第
三
十
二 

世
持
神
社
敷
地
誤
記
訂
正
の
件
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
（
総
務
財
政
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
三
十
三 

市
有
地
譲
渡
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
総
務
財
政
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
三
十
四 

補
助
金
増
額
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
総
務
財
政
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
三
十
五 

六
区
排
水
溝
並
に
道
路
改
修
方
早
期
実
現
方
陳
情 

 
 

 
 

 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
三
十
六 

楚
辺
美
田
原
排
水
溝
設
置
方
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
三
十
七 

旧
射
撃
場
の
子
供
遊
び
場
指
定
方
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
文
教
厚
生
労
務
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
三
十
八 

火
葬
場
設
置
反
対
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
文
教
厚
生
労
務
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
三
十
九 

火
葬
場
設
置
反
対
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
文
教
厚
生
労
務
委
員
会
中
間
報
告
） 

第
四
十 

泊
港
タ
ー
ミ
ナ
ル
ビ
ル
内
売
店
契
約
に
関
す
る
不
正
収
賄
の
事
実
調
査
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
総
務
委
員
会
審
査
報
告
） 

   



一九五八年 第二十七回那覇市議会（定例会）会議録 125 

一
九
五
八
年 

自
十
二
月
五
日 

至
十
二
月
十
九
日 

第
二
十
七
回
那
覇
市
議
会
（
定
例
会
）
会
議
録 

 

日 
 

程 

 

十
二
月
五
日
（
一
日
目
） 

第
一 

 

今
期
議
会
の
会
議
録
署
名
人
の
選
挙 

第
二 

今
期
議
会
の
会
期
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て 

第
三 

那
覇
市
職
員
に
対
す
る
一
九
五
九
年
度
年
末
手
当
支
給
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
十
五
号
） 

第
四 

那
覇
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
十
六
号
） 

第
五 

那
覇
市
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
十
七
号
） 

第
六 

泊
港
々
湾
施
設
管
理
使
用
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
十
八
号
） 

第
七 

那
覇
市
道
路
占
用
料
徴
収
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
十
九
号
） 

第
八 

那
覇
空
港
タ
ー
ミ
ナ
ル
株
式
会
社
の
株
券
購
入
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
号
） 

第
九 

消
防
隊
長
の
選
任
同
意
の
専
決
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
一
号
） 

第
十 

一
九
五
九
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
追
加
更
正
予
算 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
二
号
） 

第
十
一 

一
九
五
九
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
追
加
予
算 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
三
号
） 

第
十
二 

一
九
五
九
年
度
那
覇
市
水
道
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
追
加
更
正
予
算 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
四
号
） 

第
十
三 

一
九
五
九
年
度
那
覇
市
水
道
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
追
加
更
正
予
算 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
五
号
） 

第
十
四 

一
九
五
九
年
度
那
覇
市
土
地
区
画
整
理
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
追
加
予
算 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
六
号
） 

第
十
五 

予
算
の
項
の
金
額
流
用
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
七
号
） 

第
十
六 

公
有
水
面
埋
立
免
許
申
請
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
諮
問
第
十
四
号
） 
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第
十
七 

都
市
計
画
事
業
の
決
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
諮
問
第
十
五
号
） 

  

十
二
月
八
日
（
二
日
目
） 

第
一 

那
覇
市
職
員
に
対
す
る
一
九
五
九
年
度
年
末
手
当
支
給
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
十
五
号
） 

第
二 

那
覇
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
十
六
号
） 

第
三 

那
覇
市
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
十
七
号
） 

第
四 

泊
港
港
湾
施
設
管
理
使
用
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
十
八
号
） 

第
五 

那
覇
市
道
路
占
用
料
徴
収
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
十
九
号
） 

第
六 

那
覇
空
港
タ
ー
ミ
ナ
ル
株
式
会
社
の
株
券
購
入
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第 

七
十
号
） 

第
七 

一
九
五
九
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
追
加
更
正
予
算 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
二
号
） 

第
八 

一
九
五
九
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
追
加
予
算 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
三
号
） 

第
九 

一
九
五
九
年
度
那
覇
市
水
道
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
追
加
更
正
予
算 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
四
号
） 

第
十 

一
九
五
九
年
度
那
覇
市
水
道
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
追
加
更
正
予
算 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
五
号
） 

第
十
一 

一
九
五
九
年
度
那
覇
市
土
地
区
画
整
理
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
追
加
予
算 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
六
号
） 

第
十
二 

予
算
の
項
の
金
額
流
用
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
七
号
） 

第
十
三 

消
防
隊
長
の
選
任
同
意
の
専
決
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
一
号
） 

第
十
四 

公
有
水
面
埋
立
免
許
申
請
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
諮
問 

第
十
四
号
） 

第
十
五 

都
市
計
画
事
業
の
決
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
諮
問 

第
十
五
号
） 
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第
十
六 

公
有
水
面
埋
立
免
許
申
請
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
諮
問 

第
十
六
号
） 

第
十
七 
泊
北
岸
埋
立
を
都
市
計
画
事
業
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
諮
問 

第
十
七
号
） 

第
十
八 

区
画
整
理
那
覇
第
一
地
区
の
区
域
変
更
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
諮
問 

第
十
八
号
） 

第
十
九 

市
有
地
の
交
換
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
八
号
） 

  

十
二
月
十
八
日
（
三
日
目
） 

第
一 

 

那
覇
市
職
員
に
対
す
る
一
九
五
九
年
度
年
末
手
当
支
給
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
十
五
号
） 

第
二 

那
覇
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
十
六
号
） 

第
三 

那
覇
市
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
十
七
号
） 

第
四 

泊
港
々
湾
施
設
管
理
使
用
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
十
八
号
） 

第
五 

議
案
第
六
十
八
号
の
撤
回
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
案
） 

第
六 

那
覇
市
道
路
占
用
料
徴
収
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
十
九
号
） 

第
七 

那
覇
空
港
タ
ー
ミ
ナ
ル
株
式
会
社
の
株
式
購
入
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
号
） 

第
八 

一
九
五
九
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
追
加
予
算 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
二
号
） 

第
九 

議
案
第
四
十
二
号
の
撤
回
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
案
） 

第
十 

一
九
五
九
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
追
加
更
正
予
算 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
二
号
） 

第
十
一 

一
九
五
九
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
追
加
予
算 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
三
号
） 

第
十
二 

一
九
五
九
年
度
那
覇
市
水
道
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
追
加
更
正
予
算 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
四
号
） 
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第
十
三 

一
九
五
九
年
度
那
覇
市
水
道
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
追
加
更
正
予
算 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
五
号
） 

第
十
四 
水
飢
饉
克
服
の
た
め
緊
急
施
設
に
対
す
る
補
助
要
請
決
議
案 

 
 

 
 

（
全
議
員
提
出
決
議
案
第
十
六
号
） 

  

十
二
月
十
九
日
（
四
日
目
） 

第
一 

予
算
の
項
の
金
額
流
用
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
七
号
） 

第
二 

市
有
地
の
交
換
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
八
号
） 

第
三 

那
覇
市
都
市
計
画
文
教
地
区
の
指
定
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
諮
問
第
八
号
） 

第
四 

公
有
水
面
埋
立
免
許
申
請
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
諮
問
第
十
四
号
） 

第
五 

都
市
計
画
事
業
の
決
定
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
諮
問
第
十
五
号
） 

第
六 

公
有
水
面
埋
立
免
許
申
請
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
諮
問
第
十
六
号
） 

第
七 

泊
北
岸
埋
立
を
都
市
計
画
事
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
諮
問
第
十
七
号
） 

第
八 

区
画
整
理
那
覇
第
一
地
区
の
区
域
変
更
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
諮
問
第
十
八
号
） 

第
九 

泊
港
タ
ー
ミ
ナ
ル
売
店
契
約
に
関
す
る
不
正
収
賄
の
事
実
調
査
に
つ
い
て 

 
 

 

（
総
務
財
政
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
十 

旧
護
国
神
社
跡
土
地
使
用
に
つ
い
て 

 
 

 

（
総
務
財
政
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
十
一 

補
助
金
増
加
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
総
務
財
政
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
十
二 

区
画
整
理
の
不
当
換
地
に
対
す
る
陳
情 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
十
三 

楼
坂
中
通
り
舗
装
方
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
十
四 

赤
平
町
内
水
道
施
設
に
関
す
る
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 
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第
十
五 

公
園
施
設
の
一
部
相
撲
場
建
設
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
文
教
厚
生
労
務
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
十
六 
火
葬
場
設
置
反
対
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
文
教
厚
生
労
務
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
十
七 

小
禄
小
学
校
校
地
借
地
料
補
助
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
文
教
厚
生
労
務
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
十
八 

船
舶
修
理
工
場
（
船
揚
場
）
建
設
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
十
九 

七
区
内
道
路
並
び
に
排
水
路
改
修
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
二
十 

牧
志
五
区
十
二
組
排
水
溝
施
工
方
陳
情 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
二
十
一 

崎
山
町
一
丁
目
内
道
路
建
設
方
の
陳
情 

 
 

 
 

 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
二
十
二 

護
岸
工
事
と
土
地
賃
貸
料
の
相
殺
願
い
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
総
務
財
政
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
二
十
三 

道
路
占
用
料
免
除
方
の
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
総
務
財
政
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
二
十
四 

泊
港
々
湾
施
設
管
理
使
用
条
例
改
正
の
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
総
務
財
政
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
二
十
五 

城
岳
小
学
校
々
地
拡
張
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
文
教
厚
生
労
務
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
二
十
六 

小
禄
東
原
共
同
井
戸
の
改
修
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
文
教
厚
生
労
務
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
二
十
七 

屎
尿
処
理
作
業
地
域
の
指
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 

（
文
教
厚
生
労
務
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
二
十
八 

所
属
未
定
地
を
那
覇
市
の
行
政
区
域
に
編
入
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
九
号
） 
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一
九
五
九
年 

一
月
十
九
日 

第
二
十
八
回
那
覇
市
議
会
（
臨
時
会
）
会
議
録 

 

日 
 

程 

 

一
月
十
九
日
（
一
日
目
） 

第
一 

今
期
議
会
の
会
議
録
署
名
人
の
選
挙 

第
二 

今
期
議
会
の
会
期
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て 

第
三 

議
員
定
数
増
加
に
よ
る
軍
用
地
問
題
の
処
理
に
関
す
る
特
別
委
員
会
委
員
の
選
挙
に
つ
い
て 

第
四 

軍
用
地
料
修
正
方
に
関
す
る
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 

（
軍
用
地
問
題
の
処
理
に
関
す
る
特
別
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
五 

軍
用
地
料
修
正
方
に
関
す
る
要
請
決
議 

 
 

 

（
三
九
・
二
・
五
・
二
〇
・
二
三
・
二
八
・
二
九 

三
七
番
議
員
提
出
決
議
案 

第
一
号
） 

第
六 

所
属
未
定
地
を
那
覇
市
の
行
政
区
域
に
編
入
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
九
号
） 

第
七 

損
害
賠
償
請
求
事
件
の
応
訴
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
一
号
） 

第
八 

古
仁
屋
市
の
大
火
罹
災
者
に
対
す
る
見
舞
金
の
醵
出
に
つ
い
て 

 
 

 

（
二
十
五
番
議
員
発
議
） 
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一
九
五
九
年 

自
一
月
二
十
九
日 

至
二
月
四
日 

第
二
十
九
回
那
覇
市
議
会
（
定
例
会
）
会
議
録 

 

日 
 

程 

 

一
月
十
九
日
（
一
日
目
） 

第
一 

今
期
議
会
の
会
議
録
署
名
人
の
選
挙 

第
二 

今
期
議
会
の
会
期
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て 

第
三 

市
債
を
起
す
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
号
） 

第
四 

市
債
を
起
す
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
号
） 

第
五 

市
債
を
起
す
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
号
） 

第
六 

市
債
を
起
す
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
号
） 

第
七 

国
場
川
下
流
古
波
蔵
地
先
公
有
水
面
埋
立
事
業
を
継
続
費
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
号
） 

第
八 

一
九
五
九
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
追
加
更
正
予
算 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
号
） 

第
九 

損
害
賠
償
請
求
事
件
の
応
訴
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
一
号
） 

  

二
月
四
日
（
二
日
目
） 

第
一 

市
債
を
起
す
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
号
） 

第
二 

市
債
を
起
す
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
号
） 

第
三 

国
場
川
下
流
古
波
蔵
地
先
公
有
水
面
埋
立
事
業
を
継
続
費
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
号
） 

第
四 

市
債
を
起
す
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
号
） 

第
五 

市
債
を
起
す
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
号
） 

 



一九五九年 第二十九回那覇市議会（定例会）会議録 132 

第
六 

一
九
五
九
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
追
加
更
正
予
算 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
号
） 

第
七 
民
政
府
補
助
金
交
付
並
び
に
復
金
融
資
の
再
開
に
対
す
る
感
謝
決
議
案 

 
 

 

（
一
番
議
員
外
二
十
六
名
提
出
決
議
案
第
二
号
） 
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一
九
五
九
年 

自
三
月
十
六
日 

至
三
月
三
十
一
日 

第
三
十
回
那
覇
市
議
会
（
定
例
会
）
会
議
録 

二
冊
の
内
二 

 

日 
 

程 

 

三
月
十
六
日
（
一
日
目
） 

第
一 

今
期
議
会
の
会
議
録
署
名
人
選
挙 

第
二 

今
期
議
会
の
会
期
を
定
め
る
こ
と 

第
三 

市
の
名
称
を
変
更
す
る
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
八
号
） 

第
四 

那
覇
市
議
会
定
例
会
に
関
す
る
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
九
号
） 

第
五 

所
属
未
定
地
を
那
覇
市
の
行
政
区
域
に
編
入
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
号
） 

第
六 

那
覇
市
部
課
設
置
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
一
号
） 

第
七 

那
覇
市
道
路
占
用
料
徴
収
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
二
号
） 

第
八 

市
道
路
線
の
認
定
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
三
号
） 

第
九 

一
九
五
九
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
追
加
更
正
予
算 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
四
号
） 

第
十 

予
算
の
項
の
金
額
流
用
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
五
号
） 

第
十
一 

一
九
五
九
年
度
予
算
の
繰
越
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
六
号
） 

第
十
二 

安
里
川
改
修
工
事
に
伴
う
旧
河
川
の
公
有
水
面
埋
立
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
七
号
） 

第
十
三 

都
市
計
画
細
部
街
路
計
画
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
諮
問
第
一
号
） 

  

三
月
十
九
日
（
二
日
目
） 

第
一 

那
覇
市
議
会
定
例
会
に
関
す
る
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
九
号
） 
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第
二 

所
属
未
定
地
を
那
覇
市
の
行
政
区
域
に
編
入
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
号
） 

第
三 
那
覇
市
部
課
設
置
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
一
号
） 

第
四 

那
覇
市
道
路
占
用
料
徴
収
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
二
号
） 

第
五 

市
道
路
線
の
認
定
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
三
号
） 

第
六 

一
九
五
九
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
追
加
更
正
予
算 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
四
号
） 

第
七 

予
算
の
項
の
金
額
流
用
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
五
号
） 

第
八 

一
九
五
九
年
度
予
算
の
繰
越
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
六
号
） 

第
九 

安
里
川
改
修
工
事
に
伴
う
旧
河
川
の
公
有
水
面
埋
立
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
七
号
） 

第
十 

都
市
計
画
細
部
街
路
計
画
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
一
号
） 

第
十
一 

市
の
名
称
を
変
更
す
る
条
例 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
八
号
） 

  

三
月
三
十
日
（
三
日
目
） 

第
一 

那
覇
市
議
会
定
例
会
に
関
す
る
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
九
号
） 

第
二 

所
属
未
定
地
を
那
覇
市
の
行
政
区
域
に
編
入
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
号
） 

第
三 

議
案
第
十
号
の
撤
回
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
） 

第
四 

那
覇
市
部
課
設
置
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
一
号
） 

第
五 

那
覇
市
道
路
占
用
料
徴
収
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
二
号
） 

第
六 

市
道
路
線
の
認
定
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
三
号
） 
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第
七 

一
九
五
九
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
追
加
更
正
予
算 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
四
号
） 

第
八 
予
算
の
項
の
金
額
流
用
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
五
号
） 

第
九 

一
九
五
九
年
度
予
算
の
繰
越
し
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
六
号
） 

第
十 

安
里
川
改
修
工
事
に
伴
う
旧
河
川
の
公
有
水
面
埋
立
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
七
号
） 

第
十
一 

都
市
計
画
細
部
街
路
計
画
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
諮
問
第
一
号
） 

第
十
二 

公
有
水
面
埋
立
免
許
申
請
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
諮
問
第
十
四
号
） 

  

三
月
三
十
一
日
（
四
日
目
） 

第
一 

行
政
事
務
調
査
に
つ
い
て 

 
 

 

（
行
政
検
査
特
別
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
二 

那
覇
市
行
政
検
査
特
別
委
員
会
設
置
に
つ
い
て 

第
三 

那
覇
市
行
政
検
査
特
別
委
員
数
並
委
員
の
選
任
方
法
に
つ
い
て 

第
四 

結
核
予
防
事
業
に
よ
る
補
助
金
交
付
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 

（
総
務
財
政
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
五 

船
舶
修
理
工
場
（
船
揚
場
）
建
設
方
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
六 

七
区
内
道
路
並
に
排
水
路
改
修
方
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
七 

十
区
内
の
道
路
改
設
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
八 

泊
高
橋
下
流
泊
港
の
浚
渫
に
関
す
る
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
九 

河
川
変
更
に
伴
う
埋
立
地
譲
渡
方
の
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
十 

三
区
十
二
組
区
内
道
路
新
設
方
の
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
十
一 

蔡
温
橋
上
流
護
岸
工
事
方
の
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 
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第
十
二 

字
田
原
内
道
路
新
設
（
延
長
）
方
の
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
十
三 
壺
川
赤
畑
原
通
り
下
水
溝
設
置
方
の
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
十
四 

那
覇
市
八
区
、
九
区
中
間
通
り
の
道
路
並
に
排
水
溝
の
改
修
方
に
関
す
る
陳
情 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
十
五 

桜
坂
よ
り
平
和
通
り
に
至
る
排
水
溝
拡
張
改
修
工
事
施
工
方
の
陳
情 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
十
六 

火
葬
場
設
置
反
対
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
文
教
厚
生
労
務
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
十
七 

城
岳
小
学
校
々
地
拡
張
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
文
教
厚
生
労
務
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
十
八 

し
に
ょ
う
処
理
作
業
地
域
の
指
定
方
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
文
教
厚
生
労
務
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
十
九 

平
和
観
音
像
建
立
地
の
選
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
文
教
厚
生
労
務
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
二
十 

平
和
観
音
像
敷
地
選
定
並
に
誘
致
実
現
方
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
文
教
厚
生
労
務
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
二
十
一 

平
和
観
音
像
建
立
地
推
薦
に
関
す
る
決
議
案 

 
 

 
 

 

（
二
番
議
員
平
良
真
次
郎
他
十
名
提
出
決
議
案
第
三
号
） 

第
二
十
二 

那
覇
市
庁
舎
建
設
資
金
交
付
方
に
関
す
る
陳
情
書 

 
 

 
 

 

（
一
番
議
員
久
場
景
善
外
四
十
一
名
提
出
決
議
案
第
四
号
） 

第
二
十
三 

市
の
名
称
を
変
更
す
る
条
例 

 
 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
八
号
） 
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一
九
五
九
年 

五
月
八
日 

第
三
十
一
回
那
覇
市
議
会
（
臨
時
会
）
会
議
録 

 

日 
 

程 

 

五
月
八
日 

第
一 

今
期
議
会
の
会
議
録
署
名
人
選
挙 

第
二 

今
期
議
会
の
会
期
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て 

第
三 

一
九
五
九
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
追
加
予
算 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
八
号
） 

第
四 

行
政
視
察
の
た
め
渡
日
す
る
那
覇
市
議
会
議
員
へ
の
旅
券
交
付
方
要
請
決
議
（
案
） 

 
 

 

（
十
六
番
、
二
十
一
番
、
二
十
八
番
議
員
提
出
決
議
案 

第
五
号
） 
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一
九
五
九
年 

自
六
月
十
日 

至
七
月
八
日 

第
三
十
二
回
那
覇
市
議
会
（
定
例
会
）
会
議
録 

五
冊
の
内
三 

 

日 
 

程 

 

六
月
十
日
（
一
日
目
） 

第
一 

今
期
議
会
の
会
議
録
署
名
人
選
挙 

第
二 

今
期
議
会
の
会
期
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て 

第
三 

市
長
の
施
政
方
針
に
つ
い
て 

第
四 

一
九
五
八
年
度
那
覇
市
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
九
号
） 

第
五 

一
九
五
八
年
度
那
覇
市
水
道
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
号
） 

第
六 

一
九
五
八
年
度
那
覇
市
土
地
区
画
整
理
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
一
号
） 

第
七 

一
九
五
八
年
度
真
和
志
市
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
二
号
） 

第
八 

一
九
五
八
年
度
真
和
志
市
水
道
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
三
号
） 

第
九 

那
覇
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
四
号
） 

第
一
〇 

那
覇
市
職
員
に
対
す
る
期
末
手
当
支
給
条
例 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
五
号
） 

第
一
一 

那
覇
市
消
防
隊
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
六
号
） 

第
一
二 

泊
港
々
湾
施
設
管
理
使
用
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
七
号
） 

第
一
三 

那
覇
市
税
賦
課
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
八
号
） 

第
一
四 

那
覇
市
教
育
税
賦
課
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
九
号
） 

第
一
五 

都
市
計
画
公
園
設
置
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
号
） 

第
一
六 

那
覇
市
営
住
宅
設
置
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
一
号
） 
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第
一
七 

市
債
を
起
す
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
二
号
） 

第
一
八 
一
九
六
〇
年
度
一
時
借
入
金
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
三
号
） 

第
一
九 

基
本
財
産
の
増
減
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
四
号
） 

第
二
〇 

建
築
協
定
に
関
す
る
条
例 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
五
号
） 

第
二
一 

一
九
五
九
年
度
予
算
の
繰
越
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
六
号
） 

第
二
二 

配
管
工
事
用
資
材
購
入
契
約
締
結
の
同
意
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
七
号
） 

第
二
三 

配
管
工
事
用
資
材
購
入
契
約
締
結
の
同
意
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
八
号
） 

第
二
四 

那
覇
市
水
道
給
水
条
例 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
九
号
） 

第
二
五 

市
債
を
起
す
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
号
） 

第
二
六 

水
道
事
業
施
設
拡
張
工
事
を
継
続
費
と
す
る
事
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
一
号
） 

第
二
七 

一
九
六
〇
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
予
算 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
二
号
） 

第
二
八 

一
九
六
〇
年
度
那
覇
市
水
道
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
予
算 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
三
号
） 

第
二
九 

一
九
六
〇
年
度
那
覇
市
土
地
区
画
整
理
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
予
算 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
四
号
） 

第
三
〇 

建
物
を
売
却
処
分
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
五
号
） 

第
三
一 

助
役
の
選
任
同
意
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
六
号
） 

第
三
二 

都
市
計
画
細
部
街
路
決
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
諮
問
第
二
号
） 

第
三
三 

総
合
競
技
場
建
設
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
諮
問
第
三
号
） 
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一
九
五
九
年 

自
六
月
十
日 

至
七
月
八
日 

第
三
十
二
回
那
覇
市
議
会
（
定
例
会
）
会
議
録 

五
冊
の
内
四 

 

日 
 

程 

 

六
月
十
三
日
（
二
日
目
） 

市
長
の
施
政
方
針
に
対
す
る
一
般
質
問 

  

六
月
十
五
日
（
三
日
目
） 

市
長
の
施
政
方
針
に
対
す
る
一
般
質
問 

  

六
月
十
六
日
（
四
日
目
） 

市
長
の
施
政
方
針
に
対
す
る
一
般
質
問 

  

六
月
十
七
日
（
五
日
目
） 

第
一 

総
合
競
技
場
建
設
に
つ
い
て 

 
 

 

市
長
提
出
諮
問
第
三
号 

第
二 

一
九
五
八
年
度
那
覇
市
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算 

 
 

 

市
長
提
出
議
案
第
十
九
号 

第
三 

一
九
五
八
年
度
那
覇
市
水
道
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算 

 
 

 

市
長
提
出
議
案
第
二
十
号 

第
四 

一
九
五
八
年
度
那
覇
市
土
地
区
画
整
理
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算 

 
 

 

市
長
提
出
議
案
第
二
十
一
号 

第
五 

一
九
五
八
年
度
真
和
志
市
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算 

 
 

 

市
長
提
出
議
案
第
二
十
二
号 

第
六 

一
九
五
八
年
度
真
和
志
市
水
道
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算 

 
 

 

市
長
提
出
議
案
第
二
十
三
号 

第
七 

那
覇
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

市
長
提
出
議
案
第
二
十
四
号 

第
八 

那
覇
市
職
員
に
対
す
る
期
末
手
当
支
給
条
例 

 
 

 

市
長
提
出
議
案
第
二
十
五
号 

第
九 

那
覇
市
消
防
隊
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

市
長
提
出
議
案
第
二
十
六
号 
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第
一
〇 

泊
港
港
湾
施
設
管
理
使
用
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

市
長
提
出
議
案
第
二
十
七
号 

第
一
一 
那
覇
市
税
賦
課
微
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

市
長
提
出
議
案
第
二
十
八
号 

第
一
二 

那
覇
市
教
育
税
賦
課
微
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

市
長
提
出
議
案
第
二
十
九
号 

第
一
三 

建
設
協
定
に
関
す
る
条
例 

 
 

 
 

市
長
提
出
議
案
第
三
十
五
号 

第
一
四 

那
覇
市
水
道
給
水
条
例 

 
 

 
 

市
長
提
出
議
案
第
三
十
九
号 

第
一
五 

都
市
計
画
公
園
設
置
に
つ
い
て 

 
 

 
 

市
長
提
出
議
案
第
三
十
号 

第
一
六 

那
覇
市
営
住
宅
設
置
に
つ
い
て 

 
 

 
 

市
長
提
出
議
案
第
三
十
一
号 

第
一
七 

市
債
を
起
す
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

市
長
提
出
議
案
第
三
十
二
号 

第
一
八 

一
九
六
〇
年
度
一
時
借
入
金
に
つ
い
て 

 
 

 
 

市
長
提
出
議
案
第
三
十
三
号 

第
一
九 

基
本
財
産
の
増
減
に
つ
い
て 

 
 

 
 

市
長
提
出
議
案
第
三
十
四
号 

第
二
〇 

一
九
五
九
年
度
予
算
の
繰
越
に
つ
い
て 

 
 

 
 

市
長
提
出
議
案
第
三
十
六
号 

第
二
一 

配
管
工
事
用
資
材
購
入
契
約
締
結
の
同
意
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

市
長
提
出
議
案
第
三
十
七
号 

第
二
二 

配
管
工
事
用
資
材
購
入
契
約
締
結
の
同
意
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

市
長
提
出
議
案
第
三
十
八
号 

第
二
三 

市
債
を
起
す
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

市
長
提
出
議
案
第
四
十
号 

第
二
四 

水
道
事
業
施
設
拡
張
工
事
を
継
続
費
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

市
長
提
出
議
案
第
四
十
一
号 

第
二
五 

一
九
六
〇
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
予
算 

 
 

 
 

市
長
提
出
議
案
第
四
十
二
号 

第
二
六 

一
九
六
〇
年
度
那
覇
市
水
道
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
予
算 

 
 

 
 

市
長
提
出
議
案
第
四
十
三
号 

第
二
七 

一
九
六
〇
年
度
那
覇
市
土
地
区
間
整
理
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
予
算 

 
 

 
 

市
長
提
出
議
案
第
四
十
四
号 
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第
二
八 

建
物
を
売
却
処
分
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

市
長
提
出
議
案
第
四
十
五
号 

第
二
九 
所
属
末
定
地
を
那
覇
市
の
行
政
区
域
に
編
入
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

市
長
提
出
議
案
第
四
十
七
号 

第
三
〇 

所
属
末
定
地
を
那
覇
市
の
行
政
区
域
に
編
入
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

市
長
提
出
議
案
第
四
十
八
号 

第
三
一 

権
利
を
放
棄
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

市
長
提
出
議
案
第
四
十
九
号 

第
三
二 

都
市
計
画
細
部
街
路
決
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

市
長
提
出
諮
問
第
二
号 

第
三
三 

彫
ソ
「
生
誕
」
の
贈
与
を
受
け
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

市
長
提
出
諮
問
第
四
号 

第
三
四 

那
覇
市
議
会
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

五
番
議
員
赤
嶺
一
男
外
五
名
提
出
議
案
第
五
十
号 

第
三
六 

助
役
の
選
任
同
意
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

市
長
提
出
議
案
第
四
十
六
号 

第
三
五 

所
属
未
定
地
を
那
覇
市
の
行
政
区
域
に
編
入
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

市
長
提
出
議
案
第
五
十
一
号 

  

六
月
二
十
九
日
（
六
日
目
） 

第
一 

一
九
五
九
年
度
予
算
の
繰
越
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
二
号
） 

第
二 

古
波
蔵
地
先
国
場
川
公
有
水
面
埋
立
工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
三
号
） 

第
三 

古
波
蔵
地
先
国
場
川
公
有
水
面
埋
立
工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
四
号
） 

第
四 

会
期
延
長
に
つ
い
て 

第
五 

集
成
刑
法
の
廃
止
に
つ
い
て
の
要
請
決
議
案 

 
 

 

（
二
十
一
番
議
員
瀬
名
波
栄
外
二
名 

提
出
決
議
案
第
八
号
） 

  

六
月
三
十
日
（
七
日
目
） 

第
一 

一
九
六
〇
年
度
七
月
那
覇
市
歳
入
歳
出
暫
定
予
算 

  
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
五
号
） 
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第
二 

一
九
五
九
年
度
予
算
の
繰
越
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
六
号
） 

第
三 
配
管
工
事
用
資
材
購
入
契
約
締
結
の
同
意
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
七
号
） 

第
四 

配
管
工
事
用
資
材
購
入
契
約
締
結
の
同
意
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
八
号
） 

第
五 

水
道
事
業
施
設
拡
張
工
事
を
継
続
費
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
一
号
） 

第
六 

市
債
を
起
す
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
号
） 

第
七 

一
九
六
〇
年
度
那
覇
市
水
道
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
予
算 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
三
号
） 

第
八 

一
九
六
〇
年
度
那
覇
市
土
地
区
画
整
理
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
予
算 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
四
号
） 

第
九 

尚
家
跡
を
博
物
館
敷
地
に
譲
渡
方
要
請
決
議
案 

 
 

 

（
八
番
議
員
儀
武
息
睦
他
五
名
提
出 

決
議
案
第
六
号
） 

第
十 

分
譲
水
単
価
の
引
下
げ
要
請
決
議
案 

 
 

 

（
三
十
九
番
議
員
新
垣
松
助
他
十
四
名
提
出 

決
議
案
第
七
号
） 

第
十
一 

那
覇
市
営
住
宅
設
置
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
一
号
） 

第
十
二 

議
案
第
三
十
一
号
を
撤
回
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

第
十
三 

那
覇
市
営
住
宅
設
置
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
六
号
） 
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一
九
五
九
年 

自
六
月
十
日 

至
七
月
八
日 

第
三
十
二
回
那
覇
市
議
会
（
定
例
会
）
会
議
録 

五
冊
の
内
五 

 

日 
 

程 

 

七
月
一
日
（
八
日
目
） 

第
一 

Ｚ
機
墜
落
事
故
に
対
す
る
要
請
決
議 

 
 

 

（
二
番
議
員
平
良
真
次
郎
他
十
名
提
出 

決
議
案
第
九
号
） 

第
二 

埋
立
地
（
鏡
原
町
）
の
所
有
権
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
七
号
） 

  

七
月
六
日
（
九
日
目
） 

第
一 

一
九
五
八
年
度
那
覇
市
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
九
号
） 

第
二 

一
九
五
八
年
度
那
覇
市
水
道
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
号
） 

第
三 

一
九
五
八
年
度
那
覇
市
土
地
区
画
整
理
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
一
号
） 

第
四 

一
九
五
八
年
度
真
和
志
市
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
二
号
） 

第
五 

一
九
五
八
年
度
真
和
志
市
水
道
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
三
号
） 

第
六 

那
覇
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
四
号
） 

第
七 

那
覇
市
職
員
に
対
す
る
期
末
手
当
支
給
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
五
号
） 

第
八 

那
覇
市
消
防
隊
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
六
号
） 

第
九 

泊
港
港
湾
施
設
管
理
使
用
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
七
号
） 

第
一
〇 

那
覇
市
税
賦
課
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
八
号
） 

第
一
一 

那
覇
市
教
育
税
賦
課
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
九
号
） 
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第
一
二 

建
築
協
定
に
関
す
る
条
例 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
五
号
） 

第
一
三 
那
覇
市
水
道
給
水
条
例 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
九
号
） 

第
一
四 

那
覇
市
部
課
設
置
条
例 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
一
号
） 

第
一
五 

那
覇
市
議
会
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

（
五
番
議
員
赤
嶺
一
男
外
五
名
提
出
議
案
第
五
十
号
） 

第
一
六 

都
市
計
画
公
園
設
置
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
号
） 

第
一
七 

基
本
財
産
の
増
減
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
四
号
） 

第
一
八 

建
物
を
売
却
処
分
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
五
号
） 

  

七
月
七
日
（
十
日
目
） 

第
一 

所
属
未
定
地
を
那
覇
市
の
行
政
区
域
に
編
入
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案 

第
四
十
七
号
） 

第
二 

所
属
未
定
地
を
那
覇
市
の
行
政
区
域
に
編
入
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案 

第
四
十
八
号
） 

第
三 

所
属
未
定
地
を
那
覇
市
の
行
政
区
域
に
編
入
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案 

第
五
十
一
号
） 

第
四 

助
役
の
選
任
同
意
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案 

第
四
十
六
号
） 

第
五 

那
覇
市
部
課
設
置
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案 

第
十
一
号
） 

第
六 

那
覇
市
議
会
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

（
五
番
議
員
赤
嶺
一
男
他
五
名
提
出
議
案 

第
五
十
号
） 

第
七 

古
波
蔵
地
先
国
場
川
公
有
水
面
埋
立
工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案 

第
五
十
三
号
） 

第
十
一 

古
波
蔵
地
先
国
場
川
公
有
水
面
埋
立
工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案 

第
五
十
四
号
） 

第
十
二 

都
市
計
画
細
部
街
路
決
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
諮
問 

第
二
号
） 

 



一九五九年 第三十二回那覇市議会（定例会）会議録 五冊の内五 146 

第
十
三 

公
有
水
面
埋
立
免
許
申
請
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
諮
問 

第
十
四
号
） 

第
十
四 
庶
民
住
宅
建
設
補
助
金
交
付
方
に
関
す
る
要
請
決
議
案 

 
 

 
 

（
二
番
議
員
平
良
真
次
郎
他
十
名 

提
出 

決
議
案
第
十
号
） 

第
十
五 

塵
芥
焼
却
炉
設
置
補
助
金
交
付
方
に
関
す
る
要
請
決
議
案 

 
 

 
 

（
二
番
議
員
平
良
真
次
郎
他
十
名 

提
出 

決
議
案
第
十
一
号
） 

第
十
六 

土
地
所
有
権
確
認
の
和
解
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案 
第
五
十
八
号
） 

第
十
七 

与
儀
ガ
ソ
リ
ン
タ
ン
ク
移
転
方
要
請
決
議
案 

 
 

 
 

（
三
十
六
番
議
員
黒
潮
隆
他
十
二
名
提
出 

決
議
案
第
十
二
号
） 

第
十
八 

ふ
た
た
び
久
茂
地
川
、
安
里
川
お
よ
び
ガ
ー
ブ
川
の
準
用
河
川
認
定
を
要
請
す
る
決
議
案 

第
十
九 

会
期
を
延
長
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
十
三
番
議
員
仲
松
庸
全
他
九
名
提
出 
決
議
案
第
十
三
号
） 

  

七
月
八
日
（
十
一
日
目
） 

第
一 

集
成
刑
法
の
廃
止
に
つ
い
て
の
要
請
決
議
案
提
出 

 
 

 

（
二
十
一
番
議
員
瀬
名
波
栄
他
二
名
決
議
案
第
八
号
） 

第
二 

結
核
予
防
事
業
に
よ
る
補
助
金
交
付
の
陳
情 

 
 

 

（
総
務
財
政
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
三 

家
屋
補
償
金
に
つ
い
て 

 
 

 

（
総
務
財
政
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
四 

建
物
移
転
補
償
費
の
善
処
方
に
つ
い
て 

 
 

 

（
総
務
財
政
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
五 

泊
港
タ
ー
ミ
ナ
ル
ビ
ル
売
店
使
用
許
可
更
新
の
件 

 
 

 

（
総
務
財
政
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
六 

那
覇
市
道
に
使
用
せ
ら
れ
た
墓
地
買
上
の
陳
情 

 
 

 

（
総
務
財
政
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
七 

城
岳
小
学
校
々
地
拡
張
に
つ
い
て
陳
情 

 
 

 

（
文
教
厚
生
労
務
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
八 

火
葬
場
設
置
反
対
陳
情 

 
 

 

（
文
教
厚
生
労
務
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
九 

放
生
池
の
問
題
に
つ
い
て
陳
情 

 
 

 

（
文
教
厚
生
労
務
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
一
〇 

拝
所
（
御
嶽
）
存
置
方
の
陳
情 

 
 

 
 

（
文
教
厚
生
労
務
委
員
会
審
査
報
告
） 
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第
一
一 

波
の
上
貸
ボ
ー
ト
事
業
を
現
業
者
に
存
続
経
営
方
の
陳
情 

 
 

 
 

（
文
教
厚
生
労
務
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
一
二 
塵
芥
処
理
場
移
転
方
に
つ
い
て
陳
情 

 
 

 
 

（
文
教
厚
生
労
務
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
一
三 

保
育
所
敷
地
の
陳
情 

 
 

 
 

（
文
教
厚
生
労
務
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
一
四 

船
舶
修
理
工
場
（
船
揚
場
）
建
設
方
の
陳
情 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
一
五 

七
区
内
道
路
並
び
に
排
水
路
改
修
方
の
陳
情 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
一
六 

河
川
変
更
に
伴
う
埋
立
地
譲
渡
方
の
陳
情 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
一
七 

安
里
神
無
良
川
の
道
路
改
修
並
び
に
排
水
施
設
方
の
陳
情 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
一
八 

神
原
小
学
校
通
学
路
新
設
方
の
陳
情 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
一
九 

安
里
波
座
間
原
内
道
路
及
び
排
水
溝
改
修
方
の
陳
情 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
二
〇 

美
栄
橋
町
道
路
舗
装
方
の
陳
情 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
二
一 

市
道
廃
止
方
の
陳
情 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
二
二 

大
中
区
内
道
路
損
傷
修
理
に
関
す
る
陳
情 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
二
三 

松
尾
区
大
典
寺
通
り
（
仮
称
）
舗
装
促
進
方
陳
情 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
二
四 

楚
辺
二
区
四
班
内
排
水
溝
施
行
方
の
陳
情 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
二
五 

桜
坂
よ
り
平
和
通
り
に
至
る
排
水
溝
変
更
方
の
陳
情 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
二
六 

当
蔵
は
す
池
排
水
溝
並
び
に
保
護
柵
設
置
方
陳
情 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
二
七 

真
嘉
比
区
内
前
原
よ
り
西
原
を
通
ず
る
暗
渠
施
行
方
陳
情 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
二
八 

波
の
上
旭
ヶ
丘
立
退
者
に
対
す
る
敷
地
幹
施
方
の
陳
情 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 
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第
二
九 

屠
場
を
市
直
営
と
し
て
存
続
方
の
陳
情 

 
 

 
 

（
総
務
財
政
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
三
〇 
一
九
六
〇
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
予
算 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
二
号
） 
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一
九
五
九
年 

自
九
月
二
十
九
日 

至
十
月
十
三
日 

第
三
十
三
回
那
覇
市
議
会
（
定
例
会
）
会
議
録 

五
冊
の
内
三 

 

日 
 

程 

 

九
月
二
十
九
日
（
一
日
目
） 

第
一 

今
期
議
会
の
会
議
録
署
名
人
選
挙 

 
 

第
二 

今
期
議
会
の
会
期
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て 

第
三 

那
覇
市
議
会
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

 
 

 

（
五
番
議
員
赤
嶺
一
男
外
五
名
提
出
議
案
第
五
十
号
） 

第
四 

各
常
任
委
員
会
委
員
数
の
決
定
並
に
委
員
の
選
任 

第
五 

議
長
の
辞
職
許
可
に
つ
い
て 

第
六 

那
覇
市
有
和
牛
貸
付
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
九
号
） 

第
七 

那
覇
市
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
十
七
号
） 

第
八 

消
防
相
互
応
援
協
定
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
十
号
） 

第
九 

一
九
六
〇
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
追
加
予
算 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
十
一
号
） 

第
十 

財
産
を
廃
棄
処
分
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
十
二
号
） 

第
十
一 

境
界
確
認
請
求
事
件
応
訴
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
十
三
号
） 

第
十
二 

旭
町
公
有
水
面
の
埋
立
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
十
四
号
） 

第
十
三 

泊
北
岸
公
有
水
面
の
埋
立
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
十
五
号
） 

第
十
四 

安
謝
、
泊
間
公
有
水
面
の
埋
立
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
十
六
号
） 

第
十
五 

那
覇
市
都
市
計
画
文
教
地
区
指
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
諮
問
第
五
号
） 

第
十
六 

一
九
五
九
年
度
那
覇
市
国
場
川
下
流
古
波
蔵
地
先
公
有
水
面
埋
立
事
業
継
続
費
繰
越
計
算
書
に

つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
報
告
） 
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第
十
七 

一
九
五
九
年
度
繰
越
計
算
書 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
報
告
） 

第
十
八 
那
覇
市
水
道
事
業
特
別
会
計
一
九
五
九
年
度
繰
越
計
算
書
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
報
告
） 

第
十
九 

那
覇
市
土
地
区
画
整
理
事
業
特
別
会
計
一
九
五
九
年
度
繰
越
計
算
書
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
報
告
） 

  

十
月
二
日
（
二
日
目
） 

第
一 

那
覇
市
有
和
牛
貸
付
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
九
号
） 

第
二 

那
覇
市
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
十
七
号
） 

第
三 

消
防
相
互
応
援
協
定
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
十
号
） 

第
四 

一
九
六
〇
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
追
加
予
算 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
十
一
号
） 

第
五 

財
産
を
廃
棄
処
分
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
十
二
号
） 

第
六 

境
界
確
認
請
求
事
件
応
訴
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
十
三
号
） 

第
七 

旭
町
公
有
水
面
の
埋
立
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
十
四
号
） 

第
八 

泊
北
岸
公
有
水
面
の
埋
立
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
十
五
号
） 

第
九 

安
謝
、
泊
間
公
有
水
面
埋
立
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
十
六
号
） 

第
十 

那
覇
都
市
計
画
文
教
地
区
指
定
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
諮
問
第
五
号
） 

  

十
月
十
二
日
（
三
日
目
） 

第
一
、
施
政
に
対
す
る
一
般
質
問 

第
二
、
会
期
を
延
長
す
る
こ
と
に
つ
い
て 
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十
月
十
三
日
（
四
日
目
） 

第
一 

権
利
を
放
棄
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
九
号
） 

第
二 

所
属
未
定
地
を
那
覇
市
の
行
政
区
域
に
編
入
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
八
号
） 

第
三 

市
営
住
宅
の
設
置
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
六
号
） 

第
四 

議
案
第
五
十
六
号
の
撤
回
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
） 

第
五 

那
覇
市
有
和
牛
貸
付
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
九
号
） 

第
六 

消
防
相
互
応
援
協
定
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
十
号
） 

第
七 

議
案
第
六
十
号
の
撤
回
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
） 

第
八 

境
界
確
定
請
求
事
件
の
応
訴
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
十
三
号
） 

第
九  

旭
町
公
有
水
面
の
埋
立
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
十
四
号
） 

第
一
〇 

泊
北
岸
公
有
水
面
の
埋
立
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
十
五
号
） 

第
一
一 

公
有
水
面
埋
立
免
許
申
請
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
諮
問
第
十
四
号
） 
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一
九
五
九
年 

自
九
月
二
十
九
日 

至
十
月
十
三
日 

第
三
十
三
回
那
覇
市
議
会
（
定
例
会
）
会
議
録 

五
冊
の
内
四 

 

日 
 

程 

 

十
月
十
四
日
（
五
日
目
） 

第
一
、
安
謝
・
泊
間
公
有
水
面
埋
立
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
十
六
号
） 

第
二
、
那
覇
市
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
十
七
号
） 

第
三
、
土
地
所
有
権
の
和
解
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
八
号
） 

第
四
、
会
期
を
延
長
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

  

十
月
十
九
日
（
六
日
目
） 

第
一
、
那
覇
市
議
会
災
害
対
策
特
別
委
員
会
委
員
選
任
に
つ
い
て 

第
二
、
会
期
を
延
長
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

  

十
月
二
十
六
日
（
七
日
目
） 

第
一 

台
風
第
十
八
号
に
よ
る
被
害
調
査
報
告
に
つ
い
て 

 
 

 

（
災
害
対
策
特
別
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
二 

会
期
を
延
長
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

  

十
一
月
二
日
（
八
日
目
） 

第
一 

都
市
計
画
細
部
街
路
の
決
定
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
諮
問 

第
二
号
） 

第
二 

那
覇
市
都
市
計
画
文
教
地
区
の
指
定
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
諮
問 

第
五
号
） 

第
三 

船
舶
修
理
工
場
（
船
揚
場
）
建
設
方
の
陳
情 

 
 

 

（
建
設
委
員
会 

審
査
報
告
） 

第
四 

楚
辺
二
区
四
班
内
排
水
溝
施
工
方
の
陳
情 

 
 

 

（
建
設
委
員
会 

審
査
報
告
） 
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第
五 

桜
坂
よ
り
平
和
通
り
に
至
る
排
水
溝
変
更
方
の
陳
情 

 
 

 

（
建
設
委
員
会 

審
査
報
告
） 

第
六 
山
下
ペ
リ
ー
区
遊
園
地
の
土
地
買
上
げ
又
は
市
有
地
と
交
換
方
に
対
す
る
陳
情 

 
 

 

（
総
務
委
員
会 

審
査
報
告
） 

第
七 

首
里
屠
場
の
存
続
方
に
つ
い
て 

 
 

 

（
総
務
委
員
会 

審
査
報
告
） 

第
八 

屠
場
を
市
直
営
と
し
て
存
続
方
の
陳
情 

 
 

 

（
総
務
委
員
会 

審
査
報
告
） 

第
九 

小
禄
屠
場
の
所
有
権
移
譲
に
つ
い
て 

 
 

 

（
総
務
委
員
会 

審
査
報
告
） 

第
一
〇 

塵
芥
処
理
場
移
転
方
の
陳
情 

 
 

 
 

（
経
済
民
生
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
一
一 

保
育
所
敷
地
の
陳
情 

 
 

 
 

（
経
済
民
生
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
一
二 

当
の
蔵
は
す
池
排
水
溝
並
び
に
保
護
柵
設
置
方
の
陳
情 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会 

審
査
報
告
） 

第
一
三 

真
嘉
比
区
内
前
原
よ
り
西
原
を
通
ず
る
暗
渠
施
工
方
の
陳
情 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会 

審
査
報
告
） 

第
一
四 

バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
前
道
路
の
拡
張
並
び
に
鋪
装
及
び
排
水
溝
完
備
方
の
陳
情 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会 

審
査
報
告
） 

第
一
五 

波
の
上
貸
ボ
ー
ト
事
業
を
現
業
者
に
存
続
経
営
方
の
陳
情 

 
 

 
 

（
経
済
民
生
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
一
六 

城
岳
小
学
校
々
地
拡
張
方
の
陳
情 

 
 

 
 

（
経
済
民
生
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
一
七 

壺
川
区
四
十
四
号
線
沿
い
の
排
水
溝
設
置
方
の
陳
情 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会 

審
査
報
告
） 

第
一
八 

安
謝
二
四
五
番
地
一
帯
排
水
溝
工
事
方
の
陳
情 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会 

審
査
報
告
） 

第
一
九 

真
和
志
郵
便
局
通
り
道
路
鋪
装
方
の
陳
情 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会 

審
査
報
告
） 

第
二
〇 

家
屋
補
償
金
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
総
務
委
員
会 

審
査
報
告
） 

第
二
一 

建
物
移
転
補
償
費
の
善
処
方
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
総
務
委
員
会 

審
査
報
告
） 

第
二
二 

火
葬
場
設
置
反
対
の
陳
情 

 
 

 
 

（
経
済
民
生
委
員
会
審
査
報
告
） 
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第
二
三 

平
和
通
り
市
営
市
場
の
建
設
に
関
す
る
陳
情 

 
 

 
 

（
経
済
民
生
委
員
会
審
査
報
告
） 

  

十
一
月
三
日
（
九
日
目
） 

第
一 

泊
北
岸
幹
線
道
路
の
舗
装
並
び
に
一
号
線
横
断
の
地
下
道
設
置
方
の
陳
情 

 
 

 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
二 

与
儀
区
五
班
の
排
水
溝
整
備
方
の
陳
情 

 
 

 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
三 

三
区
内
道
路
の
暗
渠
並
び
に
排
水
溝
改
修
方
の
陳
情 

 
 

 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
四 

城
岳
遊
園
地
の
整
地
費
下
賜
に
つ
い
て 

 
 

 

（
総
務
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
五 

立
退
補
債
金
の
予
算
化
に
つ
い
て 

 
 

 

（
総
務
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
六 

与
儀
小
学
校
正
門
前
の
映
画
館
建
築
許
可
取
消
し
方
の
陳
情 

 
 

 

（
経
済
民
生
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
七 

与
儀
小
学
校
前
映
画
館
設
立
の
公
正
な
る
処
理
方
の
陳
情 

 
 

 

（
経
済
民
生
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
八 

一
銀
通
り
延
長
線
の
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装
方
の
陳
情 

 
 

 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
九 

神
原
小
学
校
近
接
の
河
川
護
岸
工
事
並
び
に
下
水
溝
改
修
方
の
陳
情 

 
 

 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 
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一
九
五
九
年 

自
九
月
二
十
九
日 

至
十
月
十
三
日 

第
三
十
三
回
那
覇
市
議
会
（
定
例
会
）
会
議
録 

五
冊
の
内
五 

 

日 
 

程 

 

十
一
月
四
日
（
十
日
目
） 

第
一 

国
場
区
内
の
高
圧
線
架
設
反
対
の
陳
情 

 
 

 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
二 

真
和
志
内
高
圧
線
架
設
反
対
の
陳
情 

 
 

 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
三 

寄
宮
橋
下
流
の
護
岸
工
事
方
の
陳
情 

 
 

 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
四 

鏡
原
町
新
道
路
の
舗
装
工
事
方
に
関
す
る
陳
情 

 
 

 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
五 

市
債
を
起
す
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
二
号
） 

第
六 

一
号
路
線
に
よ
っ
て
遮
断
す
る
旧
潮
渡
橋
排
水
路
開
通
方
要
請
に
つ
い
て 

 
 

 

（
三
九
番
議
員
新
垣
松
助
他
九
名
提
出 

決
議
案
第
十
四
号
） 

第
七 

会
期
を
延
長
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

  

十
一
月
五
日
（
十
一
日
目
） 

第
一 

一
九
六
〇
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
追
加
予
算 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
十
一
号
） 

第
二 

議
案
第
六
十
一
号
を
撤
回
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

第
三 

台
風
第
十
八
号
に
よ
る
被
害
調
査
報
告
に
つ
い
て 

 
 

 

（
災
害
対
策
特
別
委
員
会
審
査
報
告
）   

第
四 

那
覇
市
報
酬
及
び
費
用
弁
償
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
十
九
号
） 

第
五 

一
九
六
〇
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
追
加
更
正
予
算 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
十
八
号
） 

  

十
一
月
七
日
（
十
二
日
目
） 

第
一 

台
風
第
十
八
号
に
よ
る
被
害
調
査
報
告
に
つ
い
て 

 
 

 

（
災
害
対
策
特
別
委
員
会
審
査
報
告
） 
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第
二 

那
覇
市
報
酬
及
び
費
用
弁
償
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
十
九
号
） 

第
三 
一
九
六
〇
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
追
加
更
正
予
算 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
十
八
号
） 

第
四 

「
災
害
救
助
法
」
の
早
期
立
法
方
要
請
に
つ
い
て 

 
 

 

（
三
十
番
議
員
渡
口
麗
秀
外
九
名
提
出
議
案
第
十
五
号
） 

第
五 

那
覇
市
有
地
及
び
市
管
理
の
米
軍
使
用
地
基
本
賃
貸
借
契
約
方
要
請
に
つ
い
て 

 
 

 

（
二
番
議
員
平
良
真
次
郎
外
二
十
一
名
提
出
決
議
案
第
十
六
号
） 
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一
九
五
九
年 

自
十
二
月
二
十
一
日 

至
十
二
月
二
十
九
日 

第
三
十
四
回
那
覇
市
議
会
（
定
例
会
）
会
議
録 

二
冊
の
内
二 

 

日 
 

程 

 

十
二
月
二
十
一
日
（
一
日
目
） 

第
一 

今
期
議
会
の
会
議
録
署
名
人
選
挙 

第
二 

今
期
議
会
の
会
期
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て 

第
三 

那
覇
市
報
酬
及
び
費
用
弁
償
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
号
） 

第
四 

那
覇
市
傭
員
解
雇
手
当
支
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
一
号
） 

第
五 

台
風
に
よ
る
被
害
者
に
対
す
る
市
民
税
、
固
定
資
産
税
、
事
業
税
の
減
免
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
二
号
） 

第
六 

一
九
六
〇
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
追
加
更
正
予
算 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
三
号
） 

第
七 

一
九
六
〇
年
度
那
覇
市
水
道
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
追
加
更
正
予
算 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
四
号
） 

第
八 

予
算
外
義
務
負
担
の
協
定
の
締
結
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
五
号
） 

第
九 

公
有
水
面
埋
工
事
金
、
請
求
事
件
に
対
す
る
応
訴
の
専
決
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
六
号
） 

第
十 

財
産
の
売
却
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
七
号
） 

第
十
一 

財
産
の
売
却
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
八
号
） 

第
十
二 

一
九
五
九
年
度
那
覇
市
水
道
事
業
特
別
会
計
財
務
報
告
書 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
報
告
） 

第
十
三 

一
九
五
九
年
度
那
覇
市
水
道
事
業
報
告
書 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
報
告
） 

第
十
四 

ハ
ワ
イ
ホ
ノ
ル
ル
市
と
那
覇
市
の
都
市
提
携
の
決
議
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
三
十
一
番
議
員
宮
城
実
外
四
名
提
出
） 

第
十
五 

梯
子
消
防
自
動
車
購
入
契
約
締
結
の
同
意
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
九
号
） 

第
十
六 

那
覇
市
都
市
計
画
文
教
地
区
の
指
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
諮
間
第
六
号
） 
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十
二
月
二
十
三
日
（
二
日
目
） 

第
一 

市
政
に
対
す
る
一
般
質
問 

第
二 
那
覇
市
報
酬
及
び
費
用
弁
償
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
号
） 

第
三 

那
覇
市
傭
員
解
雇
手
当
支
給
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
一
号
） 

第
四 

台
風
に
よ
る
被
害
者
に
対
す
る
市
民
税
、
固
定
資
産
税
、
事
業
税
の
減
免
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
二
号
） 

第
五 

一
九
六
〇
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
追
加
更
正
予
算 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
三
号
） 

第
六 

一
九
六
〇
年
度
那
覇
市
水
道
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
追
加
更
正
予
算 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
四
号
） 

第
七 

予
算
外
義
務
負
担
の
協
定
の
締
結
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
五
号
） 

第
八 

公
有
水
面
埋
立
工
事
金
請
求
事
件
に
対
す
る
応
訴
の
専
決
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
六
号
） 

第
九 

財
産
の
売
却
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
七
号
） 

第
十 

財
産
の
売
却
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
八
号
） 

第
十
一 

ハ
ワ
イ
・
ホ
ノ
ル
ル
市
と
那
覇
市
の
都
市
提
携
の
決
議
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
三
十
一
番
議
員
外
四
名
提
出
決
議
案
第
十
七
号
） 

第
十
二 

梯
子
消
防
自
動
車
購
入
契
約
締
結
の
同
意
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
九
号
） 

第
十
三 

那
覇
市
都
市
計
画
文
教
地
区
の
指
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
諮
問
第
六
号
） 

第
十
四 

那
覇
市
選
挙
管
理
委
員
並
び
に
補
充
員
の
選
挙
に
つ
い
て 

第
十
五 

土
地
所
有
権
確
認
の
和
解
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
八
号
） 

  

十
二
月
二
十
八
日
（
三
日
目
） 

第
一 

那
覇
市
報
酬
及
び
費
用
弁
償
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
号
） 

第
二 

那
覇
市
傭
員
解
雇
手
当
支
給
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
一
号
） 
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第
三 

台
風
に
よ
る
被
害
者
に
対
す
る
市
民
税
、
固
定
資
産
税
、
事
業
税
の
減
免
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
二
号
） 

第
四 
一
九
六
〇
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
追
加
更
正
予
算 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
三
号
） 

第
五 

一
九
六
〇
年
度
那
覇
市
水
道
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
追
加
更
正
予
算 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
四
号
） 

第
六 

公
有
水
面
埋
立
工
事
金
請
求
事
件
に
対
す
る
応
訴
の
専
決
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
六
号
） 

第
七 

財
産
の
売
却
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
七
号
） 

第
八 

財
産
の
売
却
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
八
号
） 

第
九 

梯
子
消
防
自
動
車
購
入
契
約
締
結
の
同
意
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
九
号
） 

第
一
〇 

那
覇
市
都
市
計
画
文
教
地
区
の
指
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
諮
問
第
六
号
） 

第
一
一 

都
市
計
画
細
部
街
路
決
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
諮
問
第
二
号
） 

第
一
二 

草
花
栽
培
被
害
農
家
の
税
金
免
除
方
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
総
務
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
一
三 

台
風
被
害
に
よ
る
税
金
の
免
除
方
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
総
務
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
一
四 

戸
籍
整
備
員
の
身
分
保
障
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
総
務
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
一
五 

立
退
補
償
金
の
予
算
計
上
方
の
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
総
務
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
一
六 

桜
坂
よ
り
平
和
通
り
に
至
る
排
水
溝
変
更
方
の
陳
情 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
一
七 

崎
山
町
内
観
光
道
路
施
設
方
の
陳
情 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
一
八 

奥
武
山
北
側
水
路
の
対
策
方
の
陳
情 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
一
九 

小
禄
萬
越
原
排
水
溝
改
修
方
の
陳
情 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
二
〇 

壺
屋
坂
通
り
の
支
線
道
路
改
修
方
の
陳
情 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会 

審
査
報
告
） 
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第
二
一 

三
原
区
内
道
路
側
溝
及
び
排
水
溝
補
修
並
び
に
設
置
方
の
陳
情 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会 

審
査
報
告
） 

第
二
二 
神
原
小
校
の
校
地
に
接
す
る
ガ
ー
ブ
川
の
護
岸
設
置
方
の
陳
情 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会 

審
査
報
告
） 

第
二
三 

ゆ
た
か
橋
附
近
の
護
岸
工
事
方
の
陳
情 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会 

審
査
報
告
） 

第
二
四 

大
中
町
内
の
道
路
改
修
未
完
成
工
事
の
施
工
方
の
陳
情 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会 
審
査
報
告
） 

第
二
五 

大
道
区
内
の
自
然
下
水
道
を
排
水
溝
に
改
修
方
の
陳
情 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会 

審
査
報
告
） 

第
二
六 

河
川
の
位
置
の
変
更
及
び
護
岸
の
構
築
方
に
関
す
る
陳
情 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会 

審
査
報
告
） 

第
二
七 

前
島
小
学
校
区
内
崇
元
寺
橋
の
改
修
方
の
陳
情 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会 

審
査
報
告
） 

第
二
八 

崇
元
寺
橋
の
改
修
に
つ
い
て
陳
情 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会 

審
査
報
告
） 

第
二
九 

栄
町
区
内
安
里
川
の
改
修
方
の
陳
情 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会 

審
査
報
告
） 

第
三
〇 

台
風
に
よ
る
大
道
区
内
家
屋
浸
水
の
防
止
策
の
陳
情 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会 

審
査
報
告
） 

第
三
一 

壺
川
区
一
都
の
用
途
地
域
指
定
変
更
方
の
陳
情 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会 

審
査
報
告
） 

第
三
二 

波
の
上
貸
ボ
ー
ト
事
業
を
現
業
者
に
存
続
経
営
方
の
陳
情 

 
 

 
 

（
経
済
民
生
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
三
三 

博
物
館
、
水
族
館
設
置
協
力
方
の
陳
情 

 
 

 
 

（
経
済
民
生
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
三
四 

平
和
通
り
市
営
市
場
の
改
築
に
関
す
る
陳
情 

 
 

 
 

（
経
済
民
生
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
三
五 

市
営
市
場
改
築
に
伴
う
現
店
舗
移
転
借
置
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
経
済
民
生
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
三
六 

首
里
石
峯
町
内
農
家
の
台
風
被
害
に
関
す
る
陳
情 

 
 

 
 

（
経
済
民
生
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
三
七 

台
風
被
害
農
家
に
対
す
る
肥
料
及
び
馬
鈴
し
よ
種
の
給
付
方
の
陳
情 

 
 

 
 

（
経
済
民
生
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
三
八 

台
風
被
災
農
業
地
域
（
首
里
）
に
対
す
る
肥
料
食
糧
の
配
給
並
に
道
路
河
川
修
復
方
の
陳
情 

 
 

 
 

（
経
済
民
生
委
員
会
審
査
報
告
） 
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第
三
九 

字
具
志
区
内
台
風
被
害
農
家
に
対
す
る
肥
料
及
び
種
馬
鈴
し
よ
の
給
付
方
の
陳
情 

 
 

 
 

（
経
済
民
生
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
四
〇 
台
風
被
害
に
よ
る
農
業
施
設
事
業
補
修
方
の
陳
情 

 
 

 
 

（
経
済
民
生
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
四
一 

金
城
町
内
の
災
害
救
援
対
策
に
関
す
る
陳
情 

 
 

 
 

（
経
済
民
生
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
四
二 

予
算
外
義
務
負
担
の
協
定
の
締
結
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
五
号
） 

  

十
二
月
二
十
九
日
（
四
日
目
） 

第
一 

ゆ
た
か
橋
附
近
の
護
岸
工
事
方
の
陳
情 

 
 

 

（
建
設
委
員
会 

審
査
報
告
） 

第
二 

大
中
町
内
の
道
路
改
修
未
完
成
工
事
の
施
工
方
の
陳
情 

 
 

 

（
建
設
委
員
会 

審
査
報
告
） 

第
三 

大
道
区
内
の
自
然
下
水
道
を
排
水
溝
に
改
修
方
の
陳
情 

 
 

 

（
建
設
委
員
会 

審
査
報
告
） 

第
四 

河
川
の
位
置
の
変
更
及
び
護
岸
の
構
築
方
に
関
す
る
陳
情 

 
 

 

（
建
設
委
員
会 

審
査
報
告
） 

第
五 

前
島
小
学
校
区
内
崇
元
寺
橋
の
改
修
方
の
陳
情 

 
 

 

（
建
設
委
員
会 

審
査
報
告
） 

第
六 

崇
元
寺
橋
の
改
修
に
つ
い
て
陳
情 

 
 

 

（
建
設
委
員
会 

審
査
報
告
） 

第
七 

栄
町
区
内
安
里
川
の
改
修
方
の
陳
情 

 
 

 

（
建
設
委
員
会 

審
査
報
告
） 

第
八 

台
風
に
よ
る
大
道
区
内
家
屋
浸
水
の
防
止
策
の
陳
情 

 
 

 

（
建
設
委
員
会 

審
査
報
告
） 

第
九 

壺
川
区
一
部
の
用
途
地
域
指
定
変
更
方
の
陳
情 

 
 

 

（
建
設
委
員
会 

審
査
報
告
） 

第
一
〇 

波
の
上
貸
ボ
ー
ト
事
業
を
現
業
者
に
存
続
経
営
方
の
陳
情 

 
 

 
 

（
経
済
民
生
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
一
一 

博
物
館
、
水
族
館
設
置
協
力
方
の
陳
情 

 
 

 
 

（
経
済
民
生
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
一
二 

平
和
通
り
市
営
市
場
の
改
築
に
関
す
る
陳
情 

 
 

 
 

（
経
済
民
生
委
員
会
審
査
報
告
） 
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第
一
三 

市
営
市
場
改
築
に
伴
う
現
店
舗
移
転
措
置
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
経
済
民
生
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
一
四 
首
里
石
峯
町
内
農
家
の
台
風
被
害
に
関
す
る
陳
情 

 
 

 
 

（
経
済
民
生
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
一
五 

台
風
被
害
農
家
に
対
す
る
肥
料
及
び
馬
鈴
し
よ
種
の
給
付
方
の
陳
情 

 
 

 
 

（
経
済
民
生
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
一
六 

台
風
被
災
農
業
地
域
（
首
里
）
に
対
す
る
肥
料
食
糧
の
記
給
並
び
に
道
路
河
川
修
復
方
の
陳
情 

 
 

 
 

（
経
済
民
生
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
一
七 

字
具
志
区
内
台
風
被
害
農
家
に
対
す
る
肥
料
及
び
種
馬
鈴
し
よ
の
給
付
方
の
陳
情 

 
 

 
 

（
経
済
民
生
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
一
八 

台
風
被
害
に
よ
る
農
業
施
設
事
業
補
修
方
の
陳
情 

 
 

 
 

（
経
済
民
生
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
一
九 

金
城
町
内
の
災
害
救
援
対
策
に
関
す
る
陳
情 

 
 

 
 

（
経
済
民
生
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
二
〇 

一
九
六
〇
年
度
那
覇
市
水
道
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
追
加
更
正
予
算 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
四
号
） 

第
二
一 

予
算
外
義
務
負
担
の
協
定
の
締
結
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
五
号
） 

第
二
二 

那
覇
市
選
挙
管
理
委
員
並
び
に
補
充
員
の
選
挙
に
つ
い
て 
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一
九
六
〇
年 

二
月
一
日 

第
三
十
五
回
那
覇
市
議
会
（
臨
時
会
）
会
議
録 

 

日 
 

程 

 

二
月
一
日 

第
一 

今
期
議
会
の
会
議
録
署
名
人
の
選
挙 

第
二 

今
期
議
会
の
会
期
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て 

第
三 

建
築
工
事
施
工
停
止
命
令
の
取
消
並
び
に
損
害
金
請
求
事
件
に
対
す
る
応
訴
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
一
号
） 
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一
九
六
〇
年 

自
三
月
一
日 

至
三
月
十
五
日 

第
三
十
六
回
那
覇
市
議
会
（
定
例
会
）
会
議
録 

二
冊
の
内
二 

 

日 
 

程 

 

三
月
一
日
（
一
日
目
） 

第
一 

今
期
議
会
の
会
議
録
署
名
人
選
挙 

第
二 

今
期
議
会
の
会
期
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て 

第
三 

基
本
財
産
の
増
資
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
号
） 

第
四 

那
覇
市
選
挙
管
理
委
員
会
職
員
定
数
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
号
） 

第
五 

那
覇
市
報
酬
及
び
費
用
弁
償
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
号
） 

第
六 

那
覇
市
職
員
退
職
手
当
支
給
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
号
） 

第
七 

那
覇
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
号
） 

第
八 

予
算
外
義
務
負
担
の
契
約
の
締
結
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
八
号
） 

第
九 

一
九
六
〇
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
追
加
更
正
予
算 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
九
号
） 

第
一
〇 

一
九
五
九
年
度
那
覇
市
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
号
） 

第
一
一 

一
九
五
九
年
度
水
道
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
一
号
） 

第
一
二 

一
九
五
九
年
度
土
地
区
画
整
理
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
二
号
） 

第
一
三 

土
地
賃
貸
借
契
約
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
三
号
） 

第
一
四 

壺
川
一
帯
の
住
居
地
域
の
一
部
を
工
業
地
域
に
変
更
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
諮
問
第
一
号
） 

第
一
五 

与
儀
一
帯
の
住
居
地
域
の
一
部
を
商
業
地
域
に
変
更 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
諮
問
第
二
号
） 

第
一
六 

久
茂
地
、
松
山
一
帯
の
住
居
地
域
の
一
部
を
商
業
地
域
に
変
更 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
諮
問
第
三
号
） 
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第
一
七 

西
新
町
準
工
業
地
域
の
一
部
を
臨
港
地
区
に
変
更
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
諮
問
第
四
号
） 

第
一
八 
風
致
地
区
を
変
更
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
諮
問
第
五
号
） 

第
一
九 

準
工
業
地
域
を
工
業
地
域
に
変
更
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
諮
問
第
六
号
） 

第
二
〇 

真
和
志
（
一
部
を
除
く
）
用
途
地
域
制
復
活
並
に
住
居
地
域
追
加
指
定
に
つ
い
て
首
里
地
区
を

住
居
地
域
に
追
加
指
定
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
諮
問
第
七
号
） 

第
二
一 

松
川
入
口
よ
り
真
和
志
支
所
間
を
商
業
地
域
に
追
加
変
更
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
諮
問
第
八
号
） 

第
二
二 

栄
町
一
帯
を
商
業
地
域
に
追
加
変
更
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
諮
問
第
九
号
） 

第
二
三 

泊
よ
り
安
謝
間
を
商
業
地
域
に
追
加
変
更
す
る
こ
と 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
諮
問
第
十
号
） 

第
二
四 

安
里
一
帯
を
商
業
地
域
に
追
加
変
更
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
諮
問
第
十
一
号
） 

  

三
月
三
日
（
二
日
目
） 

第
一 

基
本
財
産
の
増
資
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
号
） 

第
二 

那
覇
市
選
挙
管
理
委
員
会
職
員
定
数
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
号
） 

第
三 

那
覇
市
報
酬
及
び
費
用
弁
償
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
号
） 

第
四 

那
覇
市
職
員
退
職
手
当
支
給
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
号
） 

第
五 

那
覇
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
号
） 

第
六 

予
算
外
義
務
負
担
の
契
約
の
締
結
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
八
号
） 

第
七 

一
九
六
〇
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
追
加
更
正
予
算 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
九
号
） 

第
八 

一
九
五
九
年
度
那
覇
市
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
号
） 
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第
九 

一
九
五
九
年
度
水
道
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
一
号
） 

第
一
〇 
一
九
五
九
年
度
土
地
区
画
整
理
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
二
号
） 

第
一
一 

土
地
賃
貸
借
契
約
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
三
号
） 

第
一
二 

壺
川
一
帯
の
住
居
地
域
の
一
部
を
工
業
地
域
に
変
更
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
諮
問
第
一
号
） 

第
一
三 

与
儀
一
帯
の
住
居
地
域
の
一
部
を
商
業
地
域
に
変
更 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
諮
問
第
二
号
） 

第
一
四 

久
茂
地
、
松
山
一
帯
の
住
居
地
域
の
一
部
を
商
業
地
域
に
変
更 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
諮
問
第
三
号
） 

第
一
五 

西
新
町
準
工
業
地
域
の
一
部
を
臨
港
地
区
に
変
更
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
諮
問
第
四
号
） 

第
一
六 

風
致
地
区
を
変
更
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
諮
問
第
五
号
） 

第
一
七 

準
工
業
地
域
を
工
業
地
域
に
変
更
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
諮
問
第
六
号
） 

第
一
八 

真
和
志
（
一
部
を
除
く
）
用
途
地
域
制
復
活
並
び
に
住
宅
地
域
追
加
指
定
に
つ
い
て
、
首
里
地

区
を
住
居
地
域
に
追
加
変
更
指
定
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
諮
問
第
七
号
） 

第
一
九 

松
川
入
口
よ
り
真
和
志
支
所
間
を
商
業
地
域
に
追
加
変
更
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
諮
問
第
八
号
） 

第
二
〇 

栄
町
一
帯
を
商
業
地
域
に
追
加
変
更
す
る
事
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
諮
問
第
九
号
） 

第
二
一 

泊
よ
り
安
謝
間
を
商
業
地
域
に
追
加
変
更
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
諮
問
第
十
号
） 

第
二
二 

安
里
一
帯
を
商
業
地
域
に
追
加
変
更
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
諮
問
第
十
一
号
） 

第
二
三 

対
日
平
和
条
約
前
に
於
け
る
損
害
補
償
の
早
期
解
決
方
要
請
決
議
書
（
案
） 

 
 

 
 

（
十
一
番
議
員
外
二
名
提
出
決
議
案
第
一
号
） 

  

三
月
十
四
日
（
三
日
目
） 

第
一 

那
覇
市
報
酬
及
び
費
用
弁
償
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
号
） 
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第
二 

那
覇
市
職
員
退
職
手
当
支
給
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
号
） 

第
三 
那
覇
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
号
） 

第
四 

予
算
外
義
務
負
担
の
契
約
の
締
結
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
八
号
） 

第
五 

一
九
五
九
年
度
水
道
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
一
号
） 

第
六 

一
九
五
九
年
度
土
地
区
画
整
理
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
二
号
） 

第
七 

与
儀
一
帯
の
住
居
地
域
の
一
部
を
商
業
地
域
に
変
更 

 
 

 

（
市
長
提
出
諮
問
第
二
号
） 

第
八 

久
茂
地
、
松
山
一
帯
の
住
居
地
域
の
一
部
を
商
業
地
域
に
変
更 

 
 

 

（
市
長
提
出
諮
問
第
三
号
） 

第
九 

西
新
町
準
工
業
地
域
の
一
部
を
臨
港
地
区
に
変
更
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
諮
問
第
四
号
） 

第
一
〇 

風
致
地
区
を
変
更
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
諮
問
第
五
号
） 

第
一
一 

準
工
業
地
域
を
工
業
地
域
に
変
更
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
諮
問
第
六
号
） 

第
一
二 

泊
よ
り
安
謝
間
を
商
業
地
域
に
追
加
変
更
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
諮
問
第
十
号
） 

第
一
三 

真
和
志
（
一
部
を
除
く
）
用
途
地
域
制
復
活
並
び
に
住
居
地
域
追
加
指
定
に
つ
い
て
、
首
里
地

区
を
住
居
地
域
に
追
加
指
定
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
諮
問
第
七
号
） 

第
一
四 

松
川
入
口
よ
り
真
和
志
支
所
間
を
商
業
地
域
に
追
加
変
更
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
諮
問
第
八
号
） 

第
一
五 

栄
町
一
帯
を
商
業
地
域
に
追
加
変
更
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
諮
問
第
九
号
） 

第
一
六 

安
里
一
帯
を
商
業
地
域
に
追
加
変
更
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
諮
問
第
十
一
号
） 

第
一
七 

琉
球
土
地
行
政
法
の
早
期
立
法
要
請
決
議
案 

 
 

 
 

（
八
番
議
員
儀
武
息
睦
外
四
名
決
議
案
第
二
号
） 

第
一
八 

壺
川
一
帯
の
住
居
地
域
の
一
部
を
工
業
地
域
に
変
更
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
諮
問
第
一
号
） 
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第
一
九 

一
九
六
〇
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
追
加
更
正
予
算 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
九
号
） 

第
二
〇 
一
九
五
九
年
度
那
覇
市
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
号
） 

第
二
一 

土
地
賃
貸
借
契
約
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
三
号
） 

  

三
月
十
五
日
（
四
日
目
） 

第
一 

琉
球
土
地
行
政
の
早
期
立
法
要
請
決
議
案 

 
 

 

（
八
番
議
員
儀
武
息
睦
外 

四
名
提
出
決
議
案
第
二
号
） 

第
二 

予
算
外
義
務
負
担
の
協
定
の
締
結
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
五
号
） 

第
三 

公
有
水
面
埋
立
工
事
金
請
求
事
件
に
対
す
る
応
訴
の
専
決
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
六
号
） 

第
四 

那
覇
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
号
） 

第
五 

土
地
賃
貸
借
契
約
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
三
号
） 

第
六 

一
九
六
〇
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
追
加
更
正
予
算 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
九
号
） 

第
七 

一
九
五
九
年
度
那
覇
市
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
号
） 

第
八 

那
覇
市
都
市
計
画
文
教
地
区
の
指
定
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
諮
問
第
六
号
） 

第
九 

壺
川
一
帯
の
住
居
地
域
の
一
部
を
工
業
地
域
に
変
更
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
一
号
） 

第
一
〇 

那
覇
市
と
ハ
ワ
イ
州
ホ
ノ
ル
ル
市
の
都
市
提
携
成
立
に
関
す
る
宣
言
決
議
（
案
） 

 
 

 
 

（
一
番
議
員
久
場
景
善
外
四
一
名
提
出
決
議
案
第
三
号
） 

第
一
一 

桜
坂
よ
り
平
和
通
り
に
至
る
排
水
溝
変
更
方
の
陳
情 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
一
二 

崎
山
町
内
観
光
道
路
施
設
方
の
陳
情 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
一
三 

壺
川
区
一
部
の
用
途
地
域
指
定
変
更
方
の
陳
情 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 
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第
一
四 

那
覇
市
八
区
九
組
内
の
排
水
溝
の
設
置
並
び
に
道
路
舗
装
方
の
陳
情 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
一
五 
九
区
十
三
組
の
道
路
及
び
排
水
溝
改
修
工
事
施
行
方
の
陳
情 

 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
一
六 

ガ
ー
ブ
ー
川
上
流
の
治
水
方
の
陳
情 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
一
七 

久
茂
地
、
松
山
地
区
一
部
の
用
途
地
域
指
定
変
更
の
陳
情 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
一
八 

都
計
幹
線
道
路
一
四
の
二
の
一
号
道
路
新
設
に
関
す
る
陳
情 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
一
九 

拓
南
製
鉄
の
地
先
公
有
水
面
埋
立
に
関
す
る
陳
情 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
二
〇 

国
場
川
流
域
の
治
水
対
策
方
の
陳
情 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
二
一 

上
水
道
本
管
延
長
敷
設
方
の
陳
情 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
二
二 

壺
川
一
帯
の
工
業
地
域
指
定
の
反
対
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
二
三 

博
物
館
、
水
族
館
設
置
協
力
方
の
陳
情 

 
 

 
 

（
経
済
民
生
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
二
四 

平
和
通
り
市
営
市
場
の
改
築
に
関
す
る
陳
情 

 
 

 
 

（
経
済
民
生
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
二
五 

市
営
市
場
改
築
に
伴
う
現
店
舗
の
移
転
措
置
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
経
済
民
生
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
二
六 

那
覇
市
公
設
市
場
の
改
築
に
関
す
る
陳
情 

 
 

 
 

（
経
済
民
生
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
二
七 

波
の
上
貸
ボ
ー
ト
事
業
を
現
業
者
に
存
続
経
営
方
の
陳
情 

 
 

 
 

（
経
済
民
生
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
二
八 

観
光
事
業
に
対
す
る
補
助
方
の
陳
情 

 
 

 
 

（
経
済
民
生
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
二
九 

那
覇
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
案
の
保
留
方
陳
情 

 
 

 
 

（
総
務
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
三
〇 

立
退
き
補
償
金
の
予
算
計
上
方
に
つ
い
て
の
陳
情 

 
 

 
 

（
総
務
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
三
一 

新
設
校
の
敷
地
供
与
方
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
総
務
委
員
会
審
査
報
告
） 



一九六〇年 第三十七回那覇市議会（臨時会）会議録 170 

一
九
六
〇
年 

自
四
月
二
十
九
日 

至
五
月
六
日 

第
三
十
七
回
那
覇
市
議
会
（
臨
時
会
）
会
議
録 

 

日 
 

程 

 

四
月
二
十
九
日
（
一
日
目
） 

第
一 

今
期
議
会
の
会
議
録
署
名
人
選
挙 

第
二 

今
期
議
会
の
会
期
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て 

第
三 

損
害
賠
償
請
求
事
件
に
対
す
る
応
訴
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
四
号
） 

第
四 

予
算
外
義
務
負
担
の
契
約
の
締
結
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
五
号
） 

  

五
月
三
日
（
二
日
目
） 

第
一 

損
害
賠
償
請
求
事
件
に
対
す
る
応
訴
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
四
号
） 

第
二 

予
算
外
義
務
負
担
の
契
約
の
締
結
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
五
号
） 

第
三
、
会
期
延
長
に
つ
い
て 

 
 

 

（
二
十
五
番
議
員
発
議
） 

第
四
、
沖
縄
諸
島
の
祖
国
日
本
復
帰
要
請
決
議 

 
 

 

（
三
十
九
番
議
員
新
垣
松
助
外
三
十
五
名
提
出
決
議
案
第
五
号
） 

  

五
月
六
日
（
三
日
目
） 

第
一 

損
害
賠
償
請
求
事
件
に
対
す
る
応
訴
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
四
号
） 

第
二 

予
算
外
義
務
負
担
の
契
約
の
締
結
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
五
号
） 
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一
九
六
〇
年 

自
六
月
七
日 

至
六
月
二
十
一
日 

第
三
十
八
回
那
覇
市
議
会
（
定
例
会
）
会
議
録 

五
冊
の
内
三 

 

日 
 

程 

 

六
月
七
日
（
一
日
目
） 

第
一 

今
期
議
会
の
会
議
録
署
名
人
選
挙 

第
二 

今
期
議
会
の
会
期
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て 

第
三 

市
長
の
施
政
方
針
に
つ
い
て 

第
四 

一
九
六
〇
年
度
那
覇
市
水
道
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
追
加
予
算 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
六
号
） 

第
五 

那
覇
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
七
号
） 

第
六 

那
覇
市
職
員
に
対
す
る
期
末
手
当
支
給
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
八
号
） 

第
七 

那
覇
市
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
九
号
） 

第
八 

那
覇
市
消
防
隊
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
号
） 

第
九 

那
覇
市
職
員
特
殊
勤
務
手
当
支
給
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
一
号
） 

第
一
〇 

那
覇
市
報
酬
及
び
費
用
弁
償
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
二
号
） 

第
一
一 

那
覇
市
屠
場
使
用
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
三
号
） 

第
一
二 

財
産
の
売
却
処
分
に
つ
い
て
（
崇
元
寺
） 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
四
号
） 

第
一
三 

財
産
の
売
却
処
分
に
つ
い
て
（
安
里
川
） 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
五
号
） 

第
一
四 

市
有
地
の
交
換
処
分
に
つ
い
て
（
市
営
住
宅
用
地
） 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
六
号
） 

第
一
五 

市
債
を
起
す
こ
と
に
つ
い
て
（
国
場
川
埋
立
） 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
七
号
） 

第
一
六 

市
債
を
起
す
こ
と
に
つ
い
て
（
旭
町
埋
立
） 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
八
号
） 
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第
一
七 

那
覇
市
営
住
宅
設
置
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
九
号
） 

第
一
八 
市
債
を
起
す
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
号
） 

第
一
九 

安
里
川
上
流
（
蔡
温
橋
―
大
道
橋
間
）
改
修
工
事
に
伴
う
旧
河
川
の
公
有
水
面
埋
立
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
一
号
） 

第
二
〇 

那
覇
市
行
政
区
域
内
の
一
部
町
の
区
域
変
更
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
二
号
） 

第
二
一 

一
九
六
一
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
予
算
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
三
号
） 

第
二
二 

市
債
を
起
す
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
四
号
） 

第
二
三 

財
産
の
売
却
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
五
号
） 

第
二
四 

一
九
六
一
年
度
那
覇
市
水
道
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
予
算 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
六
号
） 

第
二
五 

一
九
六
一
年
度
那
覇
市
土
地
区
画
整
理
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
予
算 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
七
号
） 

第
二
六 

工
事
そ
の
他
の
請
負
契
約
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
八
号
） 

第
二
七 

那
覇
市
職
員
停
年
制
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
九
号
） 

第
二
八 

那
覇
市
職
員
分
限
及
び
懲
戒
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
号
） 

第
二
九 

那
覇
市
消
防
職
員
の
勤
務
時
間
及
び
休
日
等
に
関
す
る
条
例 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
一
号
） 

第
三
〇 

那
覇
市
納
骨
堂
使
用
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
二
号
） 

第
三
一 

所
属
未
定
地
を
那
覇
市
の
行
政
区
域
に
編
入
す
る
こ
と
に
つ
い
て
（
山
田
英
盛
） 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
三
号
） 

第
三
二 

町
界
、
丁
目
界
及
び
町
名
の
変
更
に
つ
い
て
る
条
例 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
四
号
） 

第
三
三 

小
禄
精
神
病
者
監
置
室
を
廃
止
並
び
に
廃
棄
処
分
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
五
号
） 

第
三
四 

市
長
の
専
決
事
項
の
指
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
十
一
番
議
員
高
良
一 

提
出
議
案
第
四
十
六
号
） 
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第
三
五 

都
市
計
画
公
園
決
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
諮
問
第
十
二
号
） 

第
三
六 
都
市
計
画
用
途
地
域
の
一
部
変
更
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
諮
問
第
十
三
号
） 

第
三
七 

首
里
西
森
浄
水
場
の
位
置
決
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
諮
問
第
十
四
号
） 

第
三
八 

汚
水
処
理
場
並
に
塵
芥
焼
却
炉
位
置
決
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
諮
問
第
十
五
号
） 

第
三
九 

火
葬
場
位
置
決
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
諮
問
第
十
六
号
） 

第
四
〇 

都
市
計
画
街
路
第
十
二
系
第
一
類
第
一
号
の
変
更
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
諮
問
第
十
七
号
） 

第
四
一 

煙
草
消
費
税
並
に
砂
糖
消
費
税
そ
の
他
の
増
税
に
反
対
す
る
決
議
書
（
案
） 

 
 

 
 

（
二
十
一
番
議
員
瀬
名
波
栄
提
出
決
議
案
第
八
号
） 
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一
九
六
〇
年 

自
六
月
七
日 

至
六
月
二
十
一
日 

第
三
十
八
回
那
覇
市
議
会
（
定
例
会
）
会
議
録 

五
冊
の
内
四 

 

日 
 

程 

 

六
月
十
日
（
二
日
目
） 

１
、
市
長
の
施
政
方
針
に
対
す
る
一
般
質
問 

２
、
那
覇
市
有
地
及
び
管
理
地
の
軍
使
用
地
基
本
賃
貸
借
契
約
方
確
認
要
請
決
議
案 

 
 

（
三
十
五
番
議
員
提
出
決
議
案
第
九
号
） 

  

六
月
十
一
日
（
三
日
目
） 

市
長
の
施
政
方
針
に
対
す
る
一
般
質
問 

  

六
月
十
三
日
（
四
日
目
） 

市
長
の
施
政
方
針
に
対
す
る
一
般
質
問 

  

六
月
十
四
日
（
五
日
目
） 

第
一 

煙
草
消
費
税
並
に
砂
糖
消
費
税
そ
の
他
の
増
税
に
反
対
す
る
決
議
書
（
案
） 

 
 

 

（
二
十
一
番
議
員
瀬
名
波
栄
提
出
決
議
案
第
八
号
） 

第
二 

増
税
の
阻
止
と
税
制
改
革
並
に
財
政
援
助
金
の
完
全
獲
得
に
関
す
る
要
請
決
議 

 
 

 

（
一
番
議
員
外
四
十
一
名
提
出
決
議
案
第
十
号
） 

第
三 

一
九
六
〇
年
度
那
覇
市
水
道
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
追
加
予
算 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
六
号
） 

第
四 

那
覇
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
七
号
） 

第
五 

那
覇
市
職
員
に
対
す
る
期
末
手
当
支
給
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
八
号
） 

第
六 

那
覇
市
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
九
号
） 

第
七 

那
覇
市
消
防
隊
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
号
） 

第
八 

那
覇
市
職
員
特
殊
勤
務
手
当
支
給
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
一
号
） 
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第
九 

那
覇
市
報
酬
及
び
費
用
弁
償
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
号
） 

第
一
〇 
議
案
第
五
号
の
撤
回
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
） 

第
一
一 

那
覇
市
報
酬
及
び
費
用
弁
償
条
例
の
一
部
を
改
正 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
二
号
） 

第
一
二 

那
覇
市
屠
場
使
用
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
三
号
） 

第
一
三 

財
産
の
売
却
処
分
に
つ
い
て
（
崇
元
寺
） 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
二
十
四
号
） 

第
一
四 

財
産
の
売
却
処
分
に
つ
い
て
（
安
里
川
） 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
二
十
五
号
） 

第
一
五 

市
有
地
の
交
換
処
分
に
つ
い
て 

（
市
営
住
宅
用
地
） 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
六
号
） 

第
一
六 

市
債
を
起
す
こ
と
に
つ
い
て 

（
国
場
川
埋
立
） 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
七
号
） 

第
一
七 

市
債
を
起
す
こ
と
に
つ
い
て 

（
旭
町
埋
立
） 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
八
号
） 

第
一
八 

那
覇
市
営
住
宅
設
置
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
九
号
） 

第
一
九 

市
債
を
起
す
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
号
） 

第
二
〇 

安
里
川
上
流
（
蔡
温
橋
ー
大
道
橋
間
）
改
修
工
事
に
伴
う
旧
河
川
の
公
有
水
面
埋
立
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
一
号
） 

第
二
一 

那
覇
市
行
政
区
域
内
の
一
部
町
の
区
域
変
更
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
二
号
） 

第
二
二 

市
債
を
起
す
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
四
号
） 

第
二
三 

財
産
の
売
却
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
五
号
） 

第
二
四 

一
九
六
一
年
度
那
覇
市
水
道
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
予
算 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
六
号
） 

第
二
五 

一
九
六
一
年
度
那
覇
市
土
地
区
画
整
理
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
予
算 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
七
号
） 

第
二
六 

工
事
そ
の
他
の
請
負
契
約
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
八
号
） 
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第
二
七 

那
覇
市
職
員
停
年
制
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
九
号
） 

第
二
八 
那
覇
市
職
員
分
限
及
び
懲
戒
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
号
） 

第
二
九 

那
覇
市
消
防
職
員
の
勤
務
時
間
及
び
休
日
等
に
関
す
る
条
例 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
一
号
） 

第
三
〇 

那
覇
市
納
骨
堂
使
用
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
二
号
） 

第
三
一 

所
属
未
定
地
を
那
覇
市
の
行
政
区
域
に
編
入
す
る
こ
と
に
つ
い
て
（
山
田
英
盛
） 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
三
号
） 

第
三
二 

町
界
、
丁
目
界
及
び
町
名
の
変
更
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
四
号
） 

第
三
三 

小
禄
精
神
病
者
監
置
室
を
廃
止
並
び
に
廃
棄
処
分
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
五
号
） 

第
三
四 

市
長
の
専
決
事
項
の
指
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
十
一
番
議
員
高
良
一
提
出
議
案
第
四
十
六
号
） 

第
三
五 

所
属
未
定
地
を
那
覇
市
の
行
政
区
域
に
編
入
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
七
号
） 

第
三
六 

予
算
外
義
務
負
担
の
協
定
の
締
結
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
五
号
） 

第
三
七 

議
案
第
七
十
五
号
の
撤
回
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
） 

第
三
八 

都
市
計
画
公
園
決
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
諮
問
第
十
二
号
） 

第
三
九 

都
市
計
画
用
途
地
域
の
一
部
変
更
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
諮
問
第
十
三
号
） 

第
四
〇 

首
里
西
森
浄
水
場
の
位
置
決
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
諮
問
第
十
四
号
） 

第
四
一 

汚
水
処
理
場
並
び
に
塵
芥
焼
却
炉
位
置
決
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
諮
問
第
十
五
号
） 

第
四
二 

火
葬
場
位
置
決
定
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
諮
問
第
十
六
号
） 

第
四
三 

都
市
計
画
街
路
第
十
二
系
第
一
類
第
一
号
の
変
更
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
諮
問
第
十
七
号
） 

第
四
四 

一
九
六
一
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
諮
問
議
案
第
三
十
三
号
） 
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六
月
二
十
七
日
（
六
日
目
） 

第
一
、
那
覇
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
（
市
議
提
出
議
案
第
十
七
号
） 

第
二
、
那
覇
市
職
員
に
対
す
る
期
末
手
当
支
給
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

（
市
議
提
出
議
案
第
十
八
号
） 

第
三
、
那
覇
市
職
員
定
数
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

（
市
議
提
出
議
案
第
十
九
号
） 

第
四
、
那
覇
市
消
防
隊
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

（
市
議
提
出
議
案
第
二
十
号
） 

第
五
、
那
覇
市
職
員
特
殊
勤
務
手
当
支
給
条
例 

 
 

 

（
市
議
提
出
議
案
第
二
十
一
号
） 

  

六
月
二
十
八
日
（
七
日
目
） 

第
一 

那
覇
市
報
酬
及
び
費
用
弁
償
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
二
号
） 

第
二 

那
覇
市
屠
場
使
用
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
三
号
） 

第
三 

財
産
の
売
却
処
分
に
つ
い
て
（
崇
元
寺
） 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
四
号
） 
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一
九
六
〇
年 

自
六
月
七
日 

至
六
月
二
十
一
日 

第
三
十
八
回
那
覇
市
議
会
（
定
例
会
）
会
議
録 

五
冊
の
内
五 

 

日 
 

程 

 

六
月
二
十
九
日
（
八
日
目
） 

第
一 

一
九
六
一
年
度
那
覇
市
土
地
区
画
整
理
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
予
算 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
七
号
） 

第
二 

那
覇
市
職
員
停
年
制
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
九
号
） 

第
三 

那
覇
市
職
員
分
限
及
び
懲
戒
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
号
） 

第
四 

那
覇
市
消
防
職
員
の
勤
務
時
間
及
び
休
日
等
に
関
す
る
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
一
号
） 

第
五 

所
属
未
定
地
を
那
覇
市
の
行
政
区
域
に
編
入
す
る
こ
と
に
つ
い
て
（
山
田
英
盛
） 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
三
号
） 

第
六 

町
界
、
丁
目
界
及
び
町
名
の
変
更
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
四
号
） 

第
七 

小
禄
精
神
病
者
監
置
室
を
廃
止
並
び
に
廃
棄
処
分
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
五
号
） 

第
八 

市
長
の
専
決
事
項
の
指
定
に
つ
い
て 

 
 

 

（
十
一
番
議
員
高
良
一
提
出
議
案 

第
四
十
六
号
） 

第
九 

所
属
未
定
地
を
那
覇
市
の
行
政
区
域
に
編
入
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
七
号
） 

第
一
〇 

那
覇
市
行
政
区
域
内
の
一
部
町
の
区
域
変
更
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
二
号
） 

第
一
一 

工
事
そ
の
他
の
請
負
契
約
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
八
号
） 

第
一
二 

議
案
第
三
十
八
号
の
撤
回
同
意
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
） 

第
一
三 

安
里
川
上
流
（
蔡
温
橋
―
大
道
橋
間
）
改
修
工
事
に
伴
う
旧
河
川
の
公
有
水
面
埋
立
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
一
号
） 

第
一
四 

市
債
を
起
す
こ
と
に
つ
い
て
（
旭
町
埋
立
） 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
八
号
） 

第
一
五 

市
債
を
起
す
こ
と
に
つ
い
て
（
国
場
川
埋
立
） 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
七
号
） 
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第
一
六 

市
債
を
起
す
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
四
号
） 

第
一
七 
財
産
の
売
却
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
五
号
） 

第
一
八 

一
九
六
一
年
度
那
覇
市
水
道
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
予
算 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
六
号
） 

  

六
月
三
十
日
（
九
日
目
） 

第
一 

都
市
計
画
公
園
決
定
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
諮
問
第
十
二
号
） 

第
二 

都
市
計
画
用
途
地
域
の
一
部
変
更
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
諮
問
第
一
三
号
） 

第
三 

首
里
西
森
浄
水
場
の
位
置
決
定
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
諮
問
第
十
四
号
） 

第
四 

汚
水
処
理
場
並
び
に
塵
芥
焼
却
炉
位
置
決
定
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
諮
問
第
十
五
号
） 

第
五 

火
葬
場
位
置
決
定
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
諮
問
第
十
六
号
） 

第
六 

都
市
計
画
街
路
第
十
二
系
第
一
類
第
一
号
の
変
更
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
諮
問
第
十
七
号
） 

第
七 

公
有
水
面
埋
立
工
事
金
請
求
事
件
に
対
す
る
応
訴
の
専
決
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
七
十
六
号
） 

第
八 

壺
川
一
帯
の
住
居
地
域
の
一
部
を
工
業
地
域
に
変
更
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
諮
問
第
一
号
） 

第
九 

一
、
真
和
志
（
一
部
を
除
く
）
用
途
地
域
制
復
活
並
び
に
住
居
地
域
追
加
指
定
に
つ
い
て
一
、
首

里
地
区
を
住
居
地
域
に
追
加
指
定
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
諮
問
第
七
号
） 

第
一
〇 

松
川
入
口
よ
り
真
和
志
支
所
間
を
商
業
地
域
に
追
加
変
更
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
諮
問
第
八
号
） 

第
一
一 

栄
町
一
帯
を
商
業
地
域
に
追
加
変
更
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
諮
問
第
九
号
） 

第
一
二 

安
里
一
帯
を
商
業
地
域
に
追
加
変
更
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
諮
問
第
十
一
号
） 

第
一
三 

梯
子
消
防
自
動
車
購
入
契
約
の
一
部
を
変
更
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
八
号
） 
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第
一
四 

一
九
六
〇
年
度
予
算
の
繰
越
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
四
十
九
号
） 

第
一
五 
一
九
六
〇
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
追
加
更
正
予
算 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
号
） 

第
一
六 

与
那
原
町
の
那
覇
市
へ
の
合
併
申
出
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
議
長
発
議
） 

第
一
七 

会
期
を
延
長
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
一
号
） 

第
一
八 

一
九
六
一
年
度
七
月
那
覇
市
歳
入
歳
出
暫
定
予
算 

  

七
月
四
日
（
十
日
目
） 

第
一
、
渇
水
緊
急
対
策
特
別
委
員
会
設
置
に
つ
い
て 

  

七
月
七
日
（
十
一
日
目
） 

第
一 

桜
坂
よ
り
平
和
通
り
に
至
る
排
水
溝
変
更
方
の
陳
情 

 
 

 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
二 

崎
山
町
内
観
光
道
路
施
設
方
の
陳
情 

 
 

 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
三 

新
設
校
の
敷
地
供
与
方
に
つ
い
て 

 
 

 

（
総
務
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
四 

波
の
上
貸
ボ
ー
ト
事
業
を
現
業
者
に
存
続
経
営
方
の
陳
情 

 
 

 

（
経
済
民
生
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
五 

壺
川
区
一
部
の
用
途
地
域
指
定
変
更
方
の
陳
情 

 
 

 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
六 

壺
川
一
体
の
工
業
地
域
指
定
の
反
対
に
つ
い
て 

 
 

 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
七 

国
民
体
育
大
会
沖
縄
選
手
団
派
遣
費
補
助
に
つ
い
て 

 
 

 

（
総
務
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
八 

那
覇
市
公
設
市
場
改
築
に
関
す
る
陳
情 

 
 

 

（
経
済
民
生
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
九 

都
計
幹
線
道
路
一
四
の
二
の
一
号
道
路
新
設
に
関
す
る
陳
情 

 
 

 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
十
〇 

拓
南
製
鉄
の
地
先
公
育
水
面
埋
立
に
関
す
る
陳
情 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 
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第
一
一 

区
長
制
の
復
活
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
総
務
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
一
二 
観
光
事
業
に
対
す
る
補
助
方
の
陳
情 

 
 

 
 

（
経
済
民
生
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
一
三 

国
場
川
流
域
の
治
水
対
策
方
の
陳
情 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
一
四 

与
儀
区
五
班
内
排
水
溝
（
路
）
改
修
方
の
陳
情 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
一
五 

那
覇
市
有
地
追
加
譲
渡
方
の
陳
情 

 
 

 
 

（
総
務
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
一
六 

市
有
地
（
崇
元
寺
工
区
四
七
ブ
ロ
ッ
ク
）
譲
渡
に
関
す
る
陳
情 

 
 

 
 

（
総
務
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
一
七 

十
区
排
水
溝
設
置
方
の
陳
情 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
十
八 

都
市
計
画
幹
線
道
路
一
四
の
二
の
一
号
道
路
に
使
用
さ
れ
る
私
有
地
の
換
地
又
は
買
取
方
に
関

す
る
陳
情 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
一
九 

補
助
金
交
付
方
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
経
済
民
生
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
二
〇 

青
少
年
不
良
化
防
止
に
関
す
る
補
助
金
交
付
方
の
陳
情 

 
 

 
 

（
経
済
民
生
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
二
一 

信
用
保
証
協
会
設
立
に
伴
う
出
損
金
交
付
方
の
陳
情 

 
 

 
 

（
経
済
民
生
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
二
二 

水
道
浄
水
五
千
立
米
以
上
の
送
水
確
保
要
請
決
議
書 

 
 

 
 

（
三
十
九
番
議
員
外
十
七
名
提
出
決
議
案
第
十
一
号
） 

第
二
三 

ガ
ー
ブ
川
下
流
改
修
に
伴
う
損
害
補
償
要
求
に
関
す
る
陳
情 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
二
四 

水
道
配
管
工
事
計
画
の
早
期
実
現
方
に
関
す
る
陳
情 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
二
五 

ガ
ー
ル
ス
カ
ウ
ト
沖
縄
連
盟
に
対
す
る
補
助
金
交
付
方
の
陳
情 

 
 

 
 

（
経
済
民
生
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
二
六 

婦
人
会
館
建
設
費
の
補
助
方
の
陳
情 

 
 

 
 

（
経
済
民
生
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
二
七 

城
岳
小
学
校
校
地
拡
張
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
総
務
委
員
会
審
査
報
告
） 
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第
二
八 

都
市
計
画
街
路
変
更
並
び
に
河
川
有
蓋
店
舗
建
築
に
関
す
る
陳
情 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
二
九 
道
路
舗
装 

橋
梁
架
設
、
河
川
浚
渫
等
に
関
す
る
陳
情 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
三
〇 

換
地
に
つ
い
て
陳
情 

 
 

 
 

（
経
済
民
生
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
三
一 

一
九
五
九
年
度
那
覇
市
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
号
） 

第
三
二 

市
有
地
の
交
換
処
分
に
つ
い
て
（
市
営
住
宅
用
地
） 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
六
号
） 

第
三
三 

那
覇
市
営
住
宅
設
置
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
九
号
） 

第
三
四 

市
債
を
起
す
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
号
） 

第
三
五 

財
産
の
売
却
処
分
に
つ
い
て
（
安
里
川
） 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
第
二
十
五
号
） 

第
三
六 

一
九
六
一
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
予
算
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
第
三
十
三
号
） 

  

七
月
十
二
日
（
十
二
日
目
） 

第
一
、
一
九
五
九
年
度
那
覇
市
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
十
号
） 

第
二
、
財
産
の
売
却
処
分
に
つ
い
て
（
安
里
川
） 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
五
号
） 

  

七
月
二
十
一
日
（
十
三
日
目
） 

第
一 

市
営
住
宅
建
設
の
早
期
実
現
方
に
つ
い
て 

 
 

 

（
経
済
民
生
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
二 

与
儀
市
場
に
使
用
さ
れ
て
い
る
私
有
地
の
補
償
並
び
に
土
地
使
用
料
の
返
還
に
つ
い
て 

 
 

 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
三 

市
有
地
の
交
換
処
分
に
つ
い
て
（
市
営
住
宅
用
地
） 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
六
号
） 

第
四 

那
覇
市
営
住
宅
設
置
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
九
号
） 
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第
五 

市
債
を
起
す
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
号
） 

第
六 
一
九
六
一
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
予
算
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
三
十
三
号
） 

第
七 

軍
用
地
の
基
本
賃
貸
借
契
約
に
つ
い
て 

 
 

 

（
一
番
議
員
外
二
十
名
提
出
議
案
第
五
十
二
号
） 

第
八 

公
営
住
宅
法
早
期
制
定
公
布
方
要
請
決
議 

 
 

 

（
二
十
一
番
議
員
提
出
決
議
案
第
十
二
号
） 
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一
九
六
〇
年 

自
九
月
二
十
日 

至
九
月
三
十
日 

第
三
十
九
回
那
覇
市
議
会
（
定
例
会
）
会
議
録 

二
冊
の
二 

 

日 
 

程 

 

九
月
二
十
日
（
一
日
目
） 

第
一 

今
期
議
会
の
会
議
録
署
名
人
選
挙 

第
二 

今
期
議
会
の
会
期
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て 

第
三 

那
覇
市
建
築
審
査
会
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
三
号
） 

第
四 

那
覇
市
建
築
審
査
会
委
員
の
選
任
同
意
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
四
号
） 

第
五 

所
属
未
定
地
を
那
覇
市
の
行
政
区
域
に
編
入
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
五
号
） 

第
六 

財
産
の
取
得
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
六
号
） 

第
七 

一
九
六
一
年
度
一
時
借
入
金
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
七
号
） 

第
八 

財
産
の
無
償
貸
付
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
八
号
） 

第
九 

財
産
の
売
却
処
分
に
つ
い
て
（
高
橋
町
一
丁
目
埋
立
地
内
） 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
九
号
） 

第
十 

財
産
の
売
却
処
分
に
つ
い
て
（
崇
元
寺
工
事
区
ブ
ロ
ッ
ク
四
十
七
号
の
内
） 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
二
十
四
号
） 

第
十
一 

議
案
第
二
十
四
号
の
撤
回
の
同
意
を
得
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
） 

第
十
二 

財
産
の
売
却
処
分
に
つ
い
て
（
崇
元
寺
工
事
区
ブ
ロ
ッ
ク
四
十
七
号
の
内
） 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
十
号
） 

第
十
三 

一
九
六
一
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
追
加
更
正
予
算 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
十
一
号
） 

  

九
月
二
十
二
日
（
二
日
目
） 

第
一 

那
覇
市
建
築
審
査
会
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
三
号
） 
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第
二 

那
覇
市
建
築
審
査
会
委
員
の
選
任
同
意
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
四
号
） 

第
三 
所
属
未
定
地
を
那
覇
市
の
行
政
区
域
に
編
入
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
五
号
） 

第
四 

財
産
の
取
得
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
六
号
） 

第
五 

一
九
六
一
年
度
一
時
借
入
金
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
七
号
） 

第
六 

財
産
の
無
償
貸
付
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
八
号
） 

第
七 

財
産
の
売
却
処
分
に
つ
い
て
（
高
橋
町
一
丁
目
埋
立
地
内
） 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
九
号
） 

第
八 

財
産
の
売
却
処
分
に
つ
い
て
（
崇
元
寺
工
事
区
ブ
ロ
ッ
ク
四
十
七
号
の
内
） 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
十
号
） 

第
九 

一
九
六
一
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
追
加
更
正
予
算 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
十
一
号
） 

  

九
月
三
十
日
（
三
日
目
） 

第
一 

那
覇
市
建
築
審
査
会
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
三
号
） 

第
二 

那
覇
市
建
築
審
査
会
委
員
の
選
任
同
意
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
四
号
） 

第
三 

所
属
未
定
地
を
那
覇
市
の
行
政
区
域
に
編
入
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
五
号
） 

第
四 

財
産
の
取
得
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
六
号
） 

第
五 

一
九
六
一
年
度
一
時
借
入
金
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
七
号
） 

第
六 

財
産
の
無
償
貸
付
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
八
号
） 

第
七 

財
産
の
売
却
処
分
に
つ
い
て
（
高
橋
町
一
丁
目
埋
立
地
内
） 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
五
十
九
号
） 

第
八 

財
産
の
売
却
処
分
に
つ
い
て
（
崇
元
寺
工
事
区
ブ
ロ
ッ
ク
四
十
七
号
の
内
） 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
十
号
） 

 



一九六〇年 第三十九回那覇市議会（定例会）会議録 二冊の内二 186 

第
九 

一
九
六
一
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
追
加
更
正
予
算 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
十
一
号
） 

第
一
〇 
公
有
水
面
埋
立
金
請
求
事
件
に
対
す
る
応
訴
の
専
決
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
六
号
） 

第
一
一 

壺
川
一
帯
の
住
居
地
域
の
一
部
を
工
業
地
域
に
変
更
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
許
可
第
一
号
） 

第
一
二 

市
有
地
（
崇
元
寺
工
区
四
七
ブ
ロ
ッ
ク
）
譲
渡
に
関
す
る
陳
情 

 
 

 
 

（
総
務
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
一
三 

那
覇
市
有
地
追
加
譲
渡
方
陳
情 

 
 

 
 

（
総
務
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
一
四 

換
地
に
つ
い
て
陳
情 

 
 

 
 

（
経
済
民
生
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
一
五 

婦
人
会
館
建
設
費
補
助
方
の
陳
情 

 
 

 
 

（
経
済
民
生
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
一
六 

壺
川
区
一
部
の
用
途
地
域
指
定
変
更
方
の
陳
情 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
一
七 

壺
川
一
帯
の
工
業
地
域
指
定
の
反
対
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
一
八 

城
岳
小
学
校
校
地
拡
張
に
つ
い
て
陳
情 

 
 

 
 

（
総
務
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
一
九 

新
設
校
の
敷
地
供
与
方
に
つ
い
て
陳
情 

 
 

 
 

（
総
務
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
二
〇 

青
少
年
不
良
化
防
止
に
関
す
る
負
担
金
交
付
方
の
陳
情 

 
 

 
 

（
経
済
民
生
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
二
一 

補
助
金
交
付
方
の
陳
情 

 
 

 
 

（
経
済
民
生
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
二
二 

拓
南
製
鉄
の
地
先
公
有
水
面
埋
立
に
関
す
る
陳
情 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
二
三 

国
場
川
流
域
の
治
水
対
策
方
の
陳
情 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
二
四 

沖
縄
護
国
神
社
敷
地
復
元
の
こ
と
に
つ
い
て
陳
情 

 
 

 
 

（
総
務
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
二
五 

与
儀
市
場
に
使
用
さ
れ
て
い
る
私
有
地
の
補
償
並
び
に
土
地
使
用
料
の
返
還
に
つ
い
て
陳
情 

 
 

 
 

（
総
務
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
二
六 

観
光
事
業
に
対
す
る
補
助
方
の
陳
情 

 
 

 
 

（
経
済
民
生
委
員
会
審
査
報
告
） 
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第
二
七 

那
覇
市
公
設
市
場
の
改
築
に
関
す
る
陳
情 

 
 

 
 

（
経
済
民
生
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
二
八 
都
計
幹
線
道
路
一
四
の
二
の
一
号
道
路
に
使
用
さ
れ
る
私
有
地
の
換
地
又
は
買
取
り
方
に
関
す

る
陳
情 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
二
九 

ガ
ー
ブ
川
下
流
改
修
に
伴
う
損
害
補
償
要
求
に
関
す
る
陳
情 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
三
〇 

消
防
隊
長
の
罷
免
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
総
務
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
三
一 

埋
立
予
定
地
分
譲
の
陳
情
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
総
務
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
三
二 

河
川
浚
渫
工
事
に
起
因
す
る
敷
地
の
沈
下
並
び
に
家
屋
傾
斜
に
対
す
る
対
策
補
償
方
の
陳
情 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
三
三 

長
田
線
並
び
に
新
部
落
本
線
舗
装
方
の
陳
情 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
三
四 

安
里
二
区
の
水
源
施
設
に
よ
る
被
害
の
補
償
方
の
陳
情 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
三
五 

安
里
川
蔡
温
橋
上
流
の
護
岸
工
事
方
の
陳
情 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 
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一
九
六
〇
年 

十
一
月
二
十
二
日 

第
四
十
回
那
覇
市
議
会
（
臨
時
会
）
会
議
録 

 

日 
 

程 

 

十
一
月
二
十
二
日 

第
一 

今
期
議
会
の
会
議
録
署
名
人
選
挙 

第
二 

今
期
議
会
の
会
期
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て 

第
三 

工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
十
二
号
） 

第
四 

工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
十
三
号
） 

第
五 

工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
十
四
号
） 

第
六 

工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
十
五
号
） 

第
七 

専
決
処
分
の
報
告
並
び
に
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
十
六
号
） 
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一
九
六
〇
年 

自
十
二
月
十
七
日 

至
十
二
月
二
十
八
日 

第
四
十
一
回
那
覇
市
議
会
（
定
例
会
）
会
議
録 

二
冊
の
内
二 

 

日 
 

程 

 

十
二
月
十
七
日
（
一
日
目
） 

第
一 

今
期
議
会
の
会
議
録
署
名
人
選
挙 

第
二 

今
期
議
会
の
会
期
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て 

第
三 

那
覇
市
公
告
式
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
十
七
号
） 

第
四 

那
覇
市
職
員
の
旅
費
支
給
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
十
八
号
） 

第
五 

那
覇
市
役
所
支
所
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
十
九
号
） 

第
六 

那
覇
市
有
種
牝
豚
貸
付
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
号
） 

第
七 

那
覇
市
職
員
特
殊
勤
務
手
当
支
給
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
一
号
） 

第
八 

工
事
そ
の
他
の
請
負
契
約
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
二
号
） 

第
九 

所
属
未
定
地
を
那
覇
市
の
行
政
区
域
に
編
入
す
る
こ
と
に
つ
い
て
（
安
謝
地
先
埋
立
地
） 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
三
号
） 

第
一
〇 

財
産
の
売
却
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
四
号
） 

第
一
一 

市
有
地
の
交
換
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
五
号
） 

第
一
二 

一
九
六
一
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
追
加
更
正
予
算 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
六
号
） 

第
一
三 

一
九
六
一
年
度
那
覇
市
水
道
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
追
加
予
算 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
七
号
） 

第
一
四 

一
九
六
一
年
度
那
覇
市
土
地
区
画
整
理
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
追
加
予
算 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
八
号
） 

第
一
五 

那
覇
市
職
員
に
対
す
る
期
末
手
当
支
給
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
九
号
） 

第
一
六 

所
属
未
定
地
を
那
覇
市
の
行
政
区
域
に
編
入
す
る
こ
と
に
つ
い
て
（
国
場
川
埋
立
地
） 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
八
十
号
） 
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十
二
月
十
九
日
（
二
日
目
） 

一
般
質
問 

  

十
二
月
二
十
日
（
三
日
目
） 

第
一 

那
覇
市
公
告
式
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
十
七
号
） 

第
ニ 

那
覇
市
職
員
の
旅
費
支
給
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
十
八
号
） 

第
三 

那
覇
市
役
所
支
所
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
十
九
号
） 

第
四 

那
覇
市
有
種
牝
豚
貸
付
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
号
） 

第
五 

那
覇
市
職
員
特
殊
勤
務
手
当
支
給
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
一
号
） 

第
六 

工
事
そ
の
他
の
請
負
契
約
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
二
号
） 

第
七 

所
属
未
定
地
を
那
覇
市
の
行
政
区
域
に
編
入
す
る
こ
と
に
つ
い
て
（
安
謝
地
先
埋
立
地
） 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
三
号
） 

第
八 

財
産
の
買
却
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
四
号
） 

第
九 

市
有
地
の
交
換
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
五
号
） 

第
十 

一
九
六
一
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
追
加
更
正
予
算 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
六
号
） 

第
十
一 

一
九
六
一
年
度
那
覇
市
水
道
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
追
加
予
算 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
七
号
） 

第
十
二 

一
九
六
一
年
度
那
覇
市
土
地
区
画
整
理
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
追
加
予
算 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
八
号
） 

第
十
三 

那
覇
市
職
員
に
対
す
る
期
末
手
当
支
給
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
九
号
） 

第
十
四 

所
属
未
定
地
を
那
覇
市
の
行
政
区
域
に
編
入
す
る
こ
と
に
つ
い
て
（
国
場
川
埋
立
地
） 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
八
十
号
） 

第
十
五 

旭
町
公
有
水
面
一
部
埋
立
に
関
す
る
覚
書
の
締
結
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
八
十
一
号
） 
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十
二
月
二
十
七
日
（
四
日
目
） 

第
一 

那
覇
市
公
告
式
条
例 

 
 

 
（
市
長
提
出
議
案
第
六
十
七
号
） 

第
二 

那
覇
市
職
員
の
旅
費
支
給
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
十
八
号
） 

第
三 

那
覇
市
役
所
支
所
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
六
十
九
号
） 

第
四 

那
覇
市
職
員
特
殊
勤
務
手
当
支
給
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
一
号
） 

第
五 

所
属
未
定
地
を
那
覇
市
の
行
政
区
域
に
編
入
す
る
こ
と
に
つ
い
て
（
安
謝
地
先
埋
立
地
） 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
三
号
） 

第
六 

所
属
未
定
地
を
那
覇
市
の
行
政
区
域
に
編
入
す
る
こ
と
に
つ
い
て
（
国
場
川
埋
立
地
） 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
八
十
号
） 

第
七 

那
覇
市
有
種
牝
豚
貸
付
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
号
） 

第
八 

工
事
そ
の
他
の
請
負
契
約
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
二
号
） 

第
九 

市
有
地
の
交
換
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
五
号
） 

第
十 

旭
町
公
有
水
面
一
部
埋
立
に
関
す
る
覚
書
の
締
結
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
八
十
一
号
） 

第
十
一 

那
覇
市
職
員
に
対
す
る
期
末
手
当
支
給
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
九
号
） 

第
十
二 

財
産
の
買
却
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
四
号
） 

第
十
三 

一
九
六
一
年
度
那
覇
市
土
地
区
画
整
理
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
追
加
予
算 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
八
号
） 

第
十
四 

一
九
六
一
年
度
那
覇
市
水
道
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
追
加
予
算 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
七
号
） 

第
十
五 

一
九
六
一
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
追
加
更
正
予
算 

 
 

 
 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
六
号
） 

  

十
二
月
二
十
八
日
（
五
日
目
） 

第
一 

財
産
の
買
却
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
四
号
） 
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第
二 

日
本
の
公
営
住
宅
法
を
沖
縄
に
適
用
し
、
日
本
政
府
に
財
政
援
助
を
要
請
す
る
決
議
書 

 
 

 

（
決
議
案
第
十
四
号
） 

第
三 
一
九
六
一
年
度
那
覇
市
土
地
区
画
整
理
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
追
加
予
算 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
八
号
） 

第
四 

一
九
六
一
年
度
那
覇
市
水
道
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
追
加
予
算 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
七
号
） 

第
五 

一
九
六
一
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
追
加
更
正
予
算 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
六
号
） 

第
六 

公
有
水
面
埋
立
工
事
金
請
求
事
件
に
対
す
る
応
訴
の
専
決
処
分
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
七
十
六
号
） 

第
七 

壺
川
一
帯
の
住
居
地
域
の
一
部
を
工
業
地
域
に
変
更
す
る
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
諮
問
第
一
号
） 

第
八 

城
岳
小
学
校
々
地
拡
張
に
つ
い
て 

 
 

 

（
総
務
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
九 

新
設
校
の
敷
地
供
与
方
に
つ
い
て 

 
 

 

（
総
務
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
十 

沖
縄
護
国
神
社
敷
地
復
元
の
こ
と
に
つ
い
て 

 
 

 

（
総
務
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
十
一 

与
儀
市
場
に
使
用
さ
れ
て
い
る
私
有
地
の
補
償
並
び
に
土
地
使
用
料
の
返
還
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
総
務
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
十
二 

『
那
覇
市
職
員
に
対
す
る
期
末
手
当
支
給
条
例
の
一
部
改
正
案
』
の
可
決
に
関
す
る
陳
情 

 
 

 
 

（
総
務
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
十
三 

換
地
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
経
済
民
生
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
十
四 

壺
川
区
一
部
の
用
途
地
域
指
定
変
更
方
の
陳
情 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
十
五 

壺
川
一
帯
の
工
業
地
域
指
定
の
反
対
に
つ
い
て 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
十
六 

国
場
川
流
域
の
治
水
対
策
方
の
陳
情 

 
 

 
 

（
建
設
委
員
会
審
査
報
告
） 

第
十
七 

奥
武
山
北
側
よ
り
壷
川
に
至
る
鉄
橋
下
の
水
路
の
鉄
骨
並
に
捨
石
の
撤
去
と
河
幅
拡
張
方
要
請

決
議 

 
 

 
 

（
決
議
案
第
十
五
号
） 

第
十
八 

都
市
幹
線
道
路
一
四
の
一
号
道
路
に
使
用
さ
れ
る
私
有
地
の
換
地
又
は
買
取
方
に
関
す
る
陳
情 

 
 

 

（
決
議
案
第
十
五
号
） 
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第
十
九 

ガ
ー
ブ
川
下
流
改
修
に
伴
う
損
害
補
償
要
求
に
関
す
る
陳
情 

 
 

 
 

（
決
議
案
第
十
五
号
） 

第
二
〇 
宮
城
区
八
班
内
道
路
排
水
溝
施
工
方
の
陳
情 

 
 

 
 

（
決
議
案
第
十
五
号
） 

第
二
一 

西
武
門
、
波
の
上
間
の
道
路
舗
装
方
の
陳
情 

 
 

 
 

（
決
議
案
第
十
五
号
） 

第
二
二 

工
業
高
校
前
の
道
路
の
拡
張
並
び
に
排
水
溝
の
設
置
方
陳
情 

 
 

 
 

（
決
議
案
第
十
五
号
） 

第
二
三 

西
森
浄
水
場
建
設
促
進
に
関
す
る
決
議
書 

 
 

 
 

（
決
議
案
第
十
六
号
） 

第
二
四 

ガ
ー
ブ
川
工
事
施
行
補
助
金
交
付
に
関
す
る
感
謝
決
議 

 
 

 
 

（
決
議
案
第
十
七
号
） 
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一
九
六
一
年 

一
月
二
十
三
日 

第
四
十
二
回
那
覇
市
議
会
（
臨
時
会
）
会
議
録 

 

日 
 

程 

 

一
月
二
十
三
日 

第
１ 

今
期
議
会
の
会
議
録
署
名
人
選
挙 

第
２ 

今
期
議
会
の
会
期
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て 

第
３ 

那
覇
市
条
例
中
の
漢
数
字
を
ア
ラ
ビ
ア
数
字
に
改
め
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
１
号
） 

第
４ 

那
覇
市
職
員
に
対
す
る
期
末
手
当
支
給
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
２
号
） 

第
５ 

一
九
六
一
年
度
那
覇
市
歳
入
歳
出
追
加
予
算 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
３
号
） 

第
６ 

一
九
六
一
年
度
那
覇
市
水
道
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
追
加
予
算 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
４
号
） 

第
７ 

一
九
六
一
年
度
那
覇
市
土
地
区
画
整
理
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
追
加
予
算 

 
 

 

（
市
長
提
出
議
案
第
５
号
） 

   


